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第一部【企業情報】
　

第１【企業の概況】
　

１【主要な経営指標等の推移】

(1）連結経営指標等

回次 第85期 第86期 第87期 第88期 第89期
決算年月 平成21年３月 平成22年３月 平成23年３月 平成24年３月 平成25年３月

売上高 百万円 5,887,5765,016,2575,368,5365,349,4455,976,239

経常利益又は経常損失

（△）
〃 △34,648 204,340 317,696△400,405△326,955

当期純利益又は当期純
損失（△）

〃 △84,518 133,775△1,247,348△781,641△685,292

包括利益 〃 － － △1,267,085△767,168△665,561

純資産額 〃 2,419,4772,516,4781,602,478812,4761,137,812

総資産額 〃 13,559,30913,203,98714,790,35315,536,45614,989,130

１株当たり純資産額 円 1,763.321,828.08 972.28 491.22 72.83

１株当たり当期純利益
又は１株当たり当期純
損失（△）

〃 △62.65 99.18 △846.64 △487.76 △427.64

潜在株式調整後１株
当たり当期純利益

〃 － 99.18 － － －

自己資本比率 ％ 17.5 18.7 10.5 5.1 7.5

自己資本利益率 〃 △3.4 5.5 △62.0 △66.7 △72.0

株価収益率 倍 － 25.13 － － －

営業活動による
キャッシュ・フロー

百万円 599,144 988,271 988,710 △2,891 260,895

投資活動による
キャッシュ・フロー

〃 △655,375△599,263△791,957△335,101△636,698

財務活動による
キャッシュ・フロー

〃 194,419△495,0911,859,579△614,734 632,583

現金及び現金同等物の
期末残高

〃 258,714 153,1172,206,2331,253,8771,514,564

従業員数
〔外、平均臨時従業員
数〕

人
52,506

〔6,000〕

52,452

〔5,841〕

52,970

〔5,517〕

52,046

〔4,999〕

48,757

〔4,172〕

（注）１．売上高には、消費税等は含まれていない。

２．第85期及び第88期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在せず、また、１株

当たり当期純損失であるため記載していない。第87期及び第89期については、潜在株式は存在するもの

の１株当たり当期純損失であるため記載していない。

３．第85期、第87期、第88期及び第89期の株価収益率については、当期純損失のため記載していない。

４．第87期については、一般募集による増資及び第三者割当増資により普通株式の発行済株式数が

254,150,000株増加している。第89期については、第三者割当増資によりＡ種優先株式の発行済株式数が

1,600,000,000株及びＢ種優先株式の発行済株式数が340,000,000株増加している。 
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(2）提出会社の経営指標等

回次 第85期 第86期 第87期 第88期 第89期
決算年月 平成21年３月 平成22年３月 平成23年３月 平成24年３月 平成25年３月

売上高 百万円 5,643,3944,804,4695,146,3185,107,7785,769,462

経常利益又は経常損失
（△）

〃 △90,182 158,611 271,066△408,359△377,673

当期純利益又は当期純
損失（△）

〃 △113,137 102,311△1,258,552△758,423△694,380

資本金 〃 676,434 676,434 900,975 900,9751,400,975

発行済株式総数

普通株式

Ａ種優先株式

Ｂ種優先株式

　

千株

〃

〃

　

1,352,867

－

－

　

1,352,867

－

－

　

1,607,017

－

－

　

1,607,017

－

－

　

1,607,017

1,600,000

340,000

純資産額 百万円 2,131,1082,160,6501,264,822527,479 831,749

総資産額 〃 12,990,06012,643,03414,255,95815,149,26314,619,772

１株当たり純資産額 円 1,578.411,600.43 788.48 328.84 △104.89

１株当たり配当額

普通株式

Ａ種優先株式

Ｂ種優先株式

（うち１株当たり中

間配当額）

（普通株式）

（Ａ種優先株式）

（Ｂ種優先株式）

　

〃

〃

〃

　

　

（〃）

（〃）

（〃）

　

60.00

－

－

　

　

(30.00)

(－)

(－)

　

60.00

－

－

　

　

(30.00)

(－)

(－)

　

30.00

－

－

　

　

(30.00)

(－)

(－)

　

－

－

－

　

　

(－)

(－)

(－)

　

－

－

－

　

　

(－)

(－)

(－)

１株当たり当期純利益
又は１株当たり当期純
損失（△）

〃 △83.79 75.78 △853.33 △472.81 △432.89

潜在株式調整後１株
当たり当期純利益

〃 － － － － －

自己資本比率 ％ 16.4 17.1 8.9 3.5 5.7

自己資本利益率 〃 △5.0 4.8 △73.5 △84.6 △102.2

株価収益率 倍 － 32.88 － － －

配当性向 ％ － 79.2 － － －

従業員数 人 35,926 36,328 36,683 37,459 36,077

（注）１．売上高には、消費税等は含まれていない。

２．売上高には、附帯事業営業収益を含む。

３．第87期については、一般募集による増資及び第三者割当増資により普通株式の発行済株式数が

254,150,000株増加している。第89期については、第三者割当増資によりＡ種優先株式の発行済株式数が

1,600,000,000株及びＢ種優先株式の発行済株式数が340,000,000株増加している。 

４．第85期、第87期及び第88期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在せず、ま

た、１株当たり当期純損失であるため記載していない。第86期については、潜在株式が存在しないため記

載していない。第89期については、潜在株式は存在するものの１株当たり当期純損失であるため記載し

ていない。

５．第85期、第87期、第88期及び第89期の株価収益率及び配当性向については、当期純損失のため記載してい

ない。
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２【沿革】

昭和26年５月 関東配電株式会社及び日本発送電株式会社から、設備の出資及び譲渡を受け、東京電力株式会社

設立

電燈廣告株式会社（現・連結子会社「東電広告株式会社（昭和37年５月商号変更）」）は設立

時より子会社

昭和26年８月 東京、大阪の両証券取引所市場第一部に上場（平成24年７月大阪証券取引所上場廃止）　

昭和28年３月 尾瀬林業観光株式会社の株式を取得し子会社化（現・連結子会社「尾瀬林業株式会社（昭和47

年４月商号変更）」）

昭和28年７月 東京計器工業株式会社の株式を取得し子会社化（現・連結子会社）

昭和29年４月 東興業株式会社設立（現・連結子会社「東電工業株式会社（昭和36年９月商号変更）」）

昭和30年４月 東電不動産株式会社設立（現・連結子会社）

＊東電不動産株式会社から東電不動産管理株式会社に商号変更（昭和48年１月）

＊東電不動産管理株式会社から東電不動産株式会社に商号変更（平成17年４月）

昭和30年11月東電フライアッシュ工業株式会社設立（現・連結子会社「東電環境エンジニアリング株式会社

（昭和50年６月商号変更）」）

昭和32年６月 東京礦油株式会社設立（現・連結子会社「東電リース株式会社」）

＊東京礦油株式会社から株式会社テプコーユに商号変更（昭和62年12月）

＊株式会社テプコーユから東電リース株式会社に商号変更（平成23年７月）

昭和32年12月スター礦油株式会社の株式を取得し子会社化（「株式会社テプスター（昭和62年12月商号変

更）」）

昭和32年12月南明興産株式会社の株式を取得し子会社化（現・連結子会社「東電フュエル株式会社（平成23

年７月商号変更）」）

昭和35年12月株式会社東電建設設計事務所設立（現・連結子会社「東電設計株式会社（昭和41年７月商号変

更）」）

昭和36年10月名古屋証券取引所市場第一部に上場（平成24年６月同証券取引所上場廃止）

昭和38年８月 姫川電力株式会社の株式を取得し子会社化（現・連結子会社「東京発電株式会社（昭和61年６

月商号変更）」）

昭和52年７月 東京計算サービス株式会社設立（現・連結子会社「株式会社テプコシステムズ（平成13年10月

商号変更）」）

昭和52年７月 東京電材輸送株式会社設立（現・連結子会社「東電物流株式会社（平成11年７月商号変

更）」）

昭和54年９月 東京電設サービス株式会社設立（現・連結子会社）

昭和55年２月 東新建物株式会社設立（「東新ビルディング株式会社（平成８年10月商号変更）」）

昭和55年４月 東京リビングサービス株式会社設立

昭和57年９月 東電営配サービス株式会社設立（現・連結子会社「株式会社東電ホームサービス（昭和62年10

月商号変更）」）

昭和59年４月 株式会社ティー・ピー・エス設立（「東電ピーアール株式会社（平成12年１月商号変更）」）

昭和62年９月 東京都市サービス株式会社設立（現・持分法適用関連会社）

平成元年11月 株式会社テプコケーブルテレビ設立（現・連結子会社）

平成９年４月 テプコ・リソーシズ社設立（現・連結子会社）

平成11年７月 トウキョウ・エレクトリック・パワー・カンパニー・インターナショナル社設立（現・連結子

会社）

平成12年３月 マイエナジー株式会社設立

平成12年６月 株式会社アット東京設立（現・持分法適用関連会社）

平成12年10月株式会社ファミリーネット・ジャパン設立（現・連結子会社）

平成12年12月パシフィック・エルエヌジー・シッピング社設立（現・連結子会社）

平成14年２月 パシフィック・ユーラス・シッピング社設立（現・連結子会社）

平成14年２月 ティーエムエナジー・オーストラリア社設立（現・連結子会社）

平成14年12月東京臨海リサイクルパワー株式会社設立（現・連結子会社）

平成15年３月 テプコ・オーストラリア社設立（現・連結子会社）

平成15年３月 テプコ・ダーウィン・エルエヌジー社設立（現・連結子会社）

平成15年６月 東京ティモール・シー・リソーシズ（米）社の株式を取得し子会社化（現・連結子会社）

これに伴い、同社の子会社である東京ティモール・シー・リソーシズ（豪）社を子会社化（現

・連結子会社）
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平成16年３月 株式会社ユーラスエナジーホールディングスの株式を取得し子会社化（現・持分法適用関連会

社）

平成16年９月 株式会社パワードコムの株式を取得し子会社化

これに伴い、同社の子会社である株式会社ドリーム・トレイン・インターネット、フュージョン

・コミュニケーションズ株式会社、株式会社ファミリーネット・ジャパン（現・連結子会社）

を子会社化

＊株式会社ドリーム・トレイン・インターネット及びフュージョン・コミュニケーションズ株

式会社の株式を株式会社パワードコムより取得（平成17年12月）

平成17年５月 株式会社リビタ設立

平成17年５月 トウキョウ・エレクトリック・パワー・カンパニー・インターナショナル・パイトンⅠ社設立

（現・連結子会社）

平成17年11月リサイクル燃料貯蔵株式会社設立（現・連結子会社）

平成17年11月シグナス・エルエヌジー・シッピング社設立（現・連結子会社）

平成18年１月 株式会社パワードコム解散（ＫＤＤＩ株式会社と合併）

平成18年１月 ＴＥＰＣＯトレーディング株式会社設立（現・連結子会社）

平成18年１月 東電パートナーズ株式会社設立（現・連結子会社）

平成19年１月 吸収分割により、ＦＴＴＨ事業及び心線貸し事業をＫＤＤＩ株式会社に継承

平成19年８月 フュージョン・コミュニケーションズ株式会社の株式を全数譲渡

平成19年８月 株式会社当間高原リゾートの取締役会の構成員の過半数を、当社の役員若しくは使用人である

者が占めたことにより子会社化（現・連結子会社）

平成19年８月 株式会社ドリーム・トレイン・インターネットの株式を全数譲渡

平成19年11月マイエナジー株式会社解散（平成20年３月清算結了）

平成20年10月東電不動産株式会社と尾瀬林業株式会社との共同新設分割により、東電用地株式会社を設立

（現・連結子会社）

平成21年４月 東新ビルディング株式会社消滅（平成21年４月１日「東電不動産株式会社」に吸収合併）

平成23年７月 南明興産株式会社が承継会社となり、株式会社テプコーユ及び株式会社テプスターの燃料事業

を吸収分割により継承し、東電フュエル株式会社に商号変更

平成23年７月 株式会社テプコーユが存続会社となり、株式会社テプスターを吸収合併し、東電リース株式会社

に商号変更

平成23年７月 株式会社テプスター消滅（平成23年７月１日「東電リース株式会社」に吸収合併）

平成23年７月 東電ピーアール株式会社解散（平成23年11月清算結了）

平成24年１月 株式会社リビタの株式を一部譲渡し非関係会社化

平成24年１月 株式会社ユーラスエナジーホールディングスの株式を一部譲渡し関連会社化（現・持分法適用

関連会社）

平成24年５月 東京都市サービス株式会社の株式を一部譲渡し関連会社化（現・持分法適用関連会社）

平成24年６月 名古屋証券取引所市場第一部上場廃止

平成24年７月 大阪証券取引所市場第一部上場廃止

平成24年７月 東京リビングサービス株式会社の株式を全数譲渡

平成24年10月株式会社アット東京の株式を一部譲渡し関連会社化（現・持分法適用関連会社）

平成25年１月 福島復興本社設置

平成25年３月 株式会社テプコケーブルテレビ解散（平成25年６月清算結了）
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３【事業の内容】

　当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社、子会社59社及び関連会社38社（平成25年３月31日現在）で

構成され、「電気事業」及び「その他」に関係する事業を行っている。

　各事業における、当社及び関係会社の位置付けは次のとおりである。なお、次の２部門は、「第５　経理の状況　１

　連結財務諸表等　(1）連結財務諸表　注記事項」に掲げるセグメントの区分と同一である。

　

［電気事業］

　電気事業においては、一般電気事業を営む当社のほか、発電を行う関係会社がある。このうち当社は、当社が発電

する電力のほか、グループ内外から受電する電力をあわせ、関東地方一円、山梨県及び静岡県の富士川以東の区域

のお客さまに販売している。

（主な関係会社）

日本原子力発電㈱

　

［その他］

〈情報通信事業〉

　情報通信事業においては、当社のほか、当社グループの保有する技術、設備などの経営資源を有効活用し、電気

通信、情報ソフト・サービス、情報通信設備の建設・保守事業を行っている関係会社がある。

　なお、平成25年３月をもって、有線テレビジョン放送事業を行っていた当社関係会社の「㈱テプコケーブルテ

レビ」は解散し、平成25年６月に清算が結了している。

（主な関係会社）

電気通信            ：㈱ファミリーネット・ジャパン

情報ソフト・サービス：㈱テプコシステムズ、㈱アット東京

情報通信設備の建設・保守：ＴＥＰＣＯ光ネットワークエンジニアリング㈱

　

〈エネルギー・環境事業〉

　エネルギー・環境事業においては、当社のほか、当社グループの保有する技術、設備などの経営資源を有効活

用し、設備の建設・保守、燃料の供給・輸送、資機材の供給・輸送、電気の卸供給、エネルギー・環境ソリュー

ション事業を行っている関係会社がある。

（主な関係会社）

設備の建設・保守　：東電工業㈱、東電環境エンジニアリング㈱、東電設計㈱、東京電設サービス㈱、㈱東電

ホームサービス、㈱関電工、㈱東京エネシス

燃料の供給・輸送　：テプコ・リソーシズ社、テプコ・オーストラリア社、ＴＥＰＣＯトレーディング㈱、東

電フュエル㈱、リサイクル燃料貯蔵㈱、パシフィック・エルエヌジー・シッピング社、

パシフィック・ユーラス・シッピング社、シグナス・エルエヌジー・シッピング社、

東京ティモール・シー・リソーシズ（米）・（豪）社、テプコ・ダーウィン・エルエ

ヌジー社、日本原燃㈱

資機材の供給・輸送：東京計器工業㈱、東電リース㈱、東電物流㈱、㈱東光高岳ホールディングス、㈱高岳製

作所、東光電気㈱

電気の卸供給　　　：東京発電㈱、君津共同火力㈱、鹿島共同火力㈱、相馬共同火力発電㈱、常磐共同火力㈱

エネルギー・環境ソリューション：東京臨海リサイクルパワー㈱、東京都市サービス㈱

　

〈住環境・生活関連事業〉

　住環境・生活関連事業においては、当社のほか、当社グループの保有する技術、設備などの経営資源を有効活

用し、不動産、暮らしに関連するサービス事業を行っている関係会社がある。

（主な関係会社）

不動産            ：東電不動産㈱、東電用地㈱

サービス          ：尾瀬林業㈱、東電広告㈱、東電パートナーズ㈱、㈱当間高原リゾート
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〈海外事業〉

　海外事業においては、当社のほか、主として海外でのビジネスチャンスの発掘による新たな成長・発展を目指

し、発電事業、投資事業を行っている関係会社がある。

（主な関係会社）

トウキョウ・エレクトリック・パワー・カンパニー・インターナショナル社、トウキョウ・エレクトリック

・パワー・カンパニー・インターナショナル・パイトンⅠ社、ティーエムエナジー・オーストラリア社、㈱

ユーラスエナジーホールディングス、ティームエナジー社、テプディア・ジェネレーティング社、アイティー

エム・インベストメント社

　

　以上述べた事項を事業系統図によって示すと、次頁のとおりである。

EDINET提出書類

東京電力株式会社(E04498)

有価証券報告書

  7/166



［事業系統図］
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４【関係会社の状況】

(1）連結子会社

名称 住所
資本金
（百万円）

主要な事業の内容
議決権の
所有割合

役員の兼任
等

関係内容

東電不動産㈱
東京都中
央区

3,020
不動産の賃貸借、管
理

100.0％
兼　任１人
転籍等５人

不動産管理の委託、社
宅用建物の賃借

東京発電㈱
東京都港
区

2,500電気の卸供給 100.0％
兼　任１人
転籍等８人

発生電力の購入

東電工業㈱
東京都港
区

300
発電設備等の補修工
事

100.0％
兼　任１人
転籍等10人

電力設備の補修工事の
委託

東電環境エンジニ
アリング㈱

東京都港
区

300
環境保全設備等の運
転、保守

100.0％
兼　任１人
転　籍８人

火力・原子力発電所の
環境保全・放射線管理
設備等の運転・保守委
託

東電設計㈱
東京都台
東区

40
発電、送電、変電設備
等の設計、工事監理

100.0％
兼　任１人
転籍等９人

発電・送電・変電設備
等の設計及び監理の委
託

尾瀬林業㈱
東京都荒
川区

60
尾瀬の山林・土地の
管理、造園

100.0％
兼　任１人
転籍等３人

自然環境・資源の保全
のための山林・土地管
理委託

㈱テプコシステム
ズ

東京都江
東区

350

コンピュータ機器に
よる情報処理、コン
ピュータのソフト
ウェアの開発及び保
守

100.0％
兼　任１人
転籍等８人

コンピュータ関連の業
務処理委託及びソフト
ウェア開発・保守の委
託

東京電設サービス
㈱

東京都台
東区

50
送電、変電設備等の
保守

100.0％ 転籍等７人
送電・変電設備等の保
守の委託

㈱東電ホームサー
ビス

東京都港
区

200
電気利用に関するコ
ンサルティング、配
電設備の設計、保守

100.0％
兼　任１人
転籍等５人

電気利用の相談、配電
設備の設計・点検・巡
視等の委託

テプコ・リソーシ
ズ社

カナダ
サスカ
チュワン
州

14,940万
カナダ
ドル

ウランの採掘及び製
錬

100.0％ 転籍等１人 －

トウキョウ・エレ
クトリック・パ
ワー・カンパニー
・インターナショ
ナル社

オランダ
アムステ
ルダム

24,000万
ユーロ

海外事業への投資 100.0％ 転籍等４人 －

テプコ・オースト
ラリア社

オースト
ラリア
西オース
トラリア
州
パース

7,283万
豪ドル

ＬＮＧプラント事業
投資会社及びパイプ
ライン事業会社への
投資

100.0％ 転籍等５人 －

ＴＥＰＣＯトレー
ディング㈱

東京都千
代田区

100ＬＮＧの購入・販売 100.0％ 転籍等５人
ＬＮＧ購入契約に係る
業務の委託

東電用地㈱
東京都荒
川区

100
当社保有土地等の管
理

100.0％
兼　任１人
転籍等３人

土地管理委託

東電広告㈱
東京都渋
谷区

20
当社所有の配電線路
の電柱等を媒体とす
る広告の請負

100.0％
兼　任１人
転　籍４人

広告のための配電柱の
賃貸、配電線路図面管
理の委託

東京計器工業㈱
東京都大
田区

100
電力量計の修理調整
並びに検定代弁

100.0％
兼　任１人
転　籍４人

取引用電力量計の修理
及び失効替工事の委託
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名称 住所
資本金
（百万円）

主要な事業の内容
議決権の
所有割合

役員の兼任
等

関係内容

東電フュエル㈱
東京都江
東区

40石油製品の販売 100.0％
兼　任１人
転籍等６人

燃料油の購入、火力発
電所等の防災業務の委
託

東電リース㈱
東京都港
区

100車両等のリース 100.0％
兼　任１人
転籍等５人

車両及び機器類の賃借

㈱ファミリーネッ
ト・ジャパン

東京都渋
谷区

270
インターネット接続
サービス

100.0％ 転籍等４人
電気の使用状況の情報
提供サービス運用委託

東電パートナーズ
㈱

東京都江
東区

100
訪問介護事業、居宅
介護支援事業

100.0％ 転籍等４人 －

東京臨海リサイク
ルパワー㈱

東京都江
東区

100
産業廃棄物処理及び
廃熱を利用した発電

96.6％
(1.1％)

転籍等７人 産業廃棄物処理の委託

東電物流㈱
東京都大
田区

50
貨物自動車運送事
業、倉庫事業

80.0％
兼　任１人
転　籍３人

配電用資材の管理・輸
送の委託

リサイクル燃料貯
蔵㈱

青森県む
つ市

3,000
使用済燃料の貯蔵・
管理

80.0％ 転籍等５人 －

㈱当間高原リゾー
ト

新潟県十
日町市

100
宿泊施設等の経営・
管理

80.0％
(0.0％)

兼　任１人
転籍等８人

施設の利用

パシフィック・エ
ルエヌジー・シッ
ピング社

バハマ
ナッソー

3,755
ＬＮＧ船の保有、用
船

70.0％ 転籍等３人 －

パシフィック・
ユーラス・シッピ
ング社

バハマ
ナッソー

3,740
ＬＮＧ船の保有、用
船

70.0％ 転籍等３人 －

シグナス・エルエ
ヌジー・シッピン
グ社

バハマ
ナッソー

4,002
ＬＮＧ船の保有、用
船

70.0％ 転籍等３人 －

東京ティモール・
シー・リソーシズ
（米）社

アメリカ
デラウェ
ア州
ウィルミ
ントン

3,900万
米ドル

ガス田開発事業会社
への投資

66.7％ 転籍等４人 －

トウキョウ・エレ
クトリック・パ
ワー・カンパニー
・インターナショ
ナル・パイトンⅠ
社

オランダ
アムステ
ルダム

3万
ユーロ

インドネシアにおけ
るＩＰＰ事業会社へ
の投資

100.0％
(100.0％)

転籍等１人 －

ティーエムエナ
ジー・オーストラ
リア社

オースト
ラリア
首都特別
区
キャンベ
ラ

8,850万
豪ドル

豪州における発電所
共同事業体への投資

70.0％
(70.0％)

転籍等３人 －

テプコ・ダーウィ
ン・エルエヌジー
社

オースト
ラリア
西オース
トラリア
州
パース

6,248万
豪ドル

ＬＮＧプラント事業
会社への投資及びパ
イプライン事業

100.0％
(100.0％)

転籍等５人 －
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名称 住所
資本金
（百万円）

主要な事業の内容
議決権の
所有割合

役員の兼任
等

関係内容

東京ティモール・
シー・リソーシズ
（豪）社

オースト
ラリア
西オース
トラリア
州
パース

31,666万
豪ドル

ガス田開発事業
100.0％
(100.0％)

転籍等４人 －

その他27社 　 　 　 　 　 　

　（注）１．連結子会社は、いずれも特定子会社に該当しない。

２．議決権の所有割合の（　）内は、間接所有割合で内数である。
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(2）持分法適用関連会社

名称 住所
資本金
（百万円）

主要な事業の内容
議決権の
所有割合

役員の兼任
等

関係内容

君津共同火力㈱
千葉県君
津市

8,500
火力発電による電気
の卸供給

50.0％
兼　任２人
転籍等３人

発生電力の購入

鹿島共同火力㈱
茨城県鹿
嶋市

22,000
火力発電による電気
の卸供給

50.0％
兼　任２人
転　籍２人

発生電力の購入

相馬共同火力発電
㈱

福島県相
馬市

112,800
火力発電による電気
の卸供給

50.0％ 転籍等３人 発生電力の購入

常磐共同火力㈱
東京都千
代田区

56,000
火力発電による電気
の卸供給

49.1％
兼　任１人
転　籍３人

発生電力の購入

㈱関電工＊
東京都港
区

10,264
配電、送電設備等の
電気工事

47.8％
(1.2％)

転　籍５人
配電、送電設備の電気
工事の委託

㈱ユーラスエナ
ジーホールディン
グス

東京都港
区

18,199
国内外の風力・太陽
光発電事業への投資

40.0％ 転籍等４人 発生電力の購入

㈱東光高岳ホール
ディングス＊

東京都江
東区

8,000
電気機械器具製造等
の事業を行うグルー
プ会社の経営管理

35.4％
兼　任１人
転籍等３人

－

東京都市サービス
㈱

東京都港
区

400熱供給事業 33.4％ 転籍等３人
温熱・冷熱の購入、冷
暖房・空調設備の保守
及び管理の委託

㈱アット東京
東京都江
東区

13,378

コンピュータ、電気
通信設備等の設置場
所賃貸及び保守、管
理、運営

33.3％ 転籍等４人 建物の賃貸

日本原燃㈱
青森県上
北郡六ヶ
所村

400,000

ウラン濃縮事業、再
処理事業、廃棄物管
理事業、廃棄物埋設
事業

28.6％
兼　任１人
転　籍５人

ウランの濃縮、使用済
燃料の再処理、高レベ
ル放射性廃棄物の一時
保管及び低レベル放射
性廃棄物の埋設の委託

日本原子力発電
㈱＊

東京都千
代田区

120,000電気の卸供給
28.3％
(0.1％)

転籍等２人 発生電力の購入

㈱東京エネシス＊
東京都港
区

2,881
発電設備等の補修工
事

26.3％
(0.0％)

兼　任１人
転　籍５人

火力・原子力発電設備
の定検工事、水力・変
電設備の保守・点検工
事

ティームエナジー
社

フィリピ
ン
マニラ

1,216万
米ドル

フィリピンにおける
ＩＰＰ事業

50.0％
(50.0％)

転籍等３人 －

テプディア・ジェ
ネレーティング社

オランダ
アムステ
ルダム

1万8千
ユーロ

タイにおけるＩＰＰ
事業への投資

50.0％
(50.0％)

転籍等１人 －

アイティーエム・
インベストメント
社

イギリス
ガンジー
島

1万6千
米ドル

ウム・アル・ナール
発電・造水プロジェ
クトへの投資

35.0％
(35.0％)

転籍等２人 －

㈱高岳製作所
東京都中
央区

5,906
電気機械器具その他
の機械器具の製造、
加工、修理及び販売

－
〔100.0％〕

兼　任１人
転籍等３人

電気機械器具の購入
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名称 住所
資本金
（百万円）

主要な事業の内容
議決権の
所有割合

役員の兼任
等

関係内容

東光電気㈱
東京都千
代田区

1,452

電気機械器具その他
機械器具工具計量器
及びその部品の製造
修理並びに販売

－
〔100.0％〕

兼　任１人
転籍等４人

電気機械器具の購入、
取引用計器の修理及び
失効替工事の委託

　（注）１．議決権の所有割合の（　）内は、間接所有割合で内数、〔　〕内は、緊密な者又は同意している者の所有割合で

外数である。

２．＊：有価証券報告書を提出している。
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５【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

 平成25年３月31日現在

セグメントの名称 従業員数（人）

電気事業 36,057〔352〕

その他 12,700〔3,820〕

情報通信事業 3,123〔244〕

エネルギー・環境事業 7,129〔740〕

住環境・生活関連事業 2,442〔2,836〕

海外事業 6 〔－〕

合計 48,757〔4,172〕

（注）　「従業員数」は就業人員数（出向人員等を除く）であり、臨時従業員数は〔　〕内に年間の平均人員を外数

で記載している。

(2）提出会社の状況

 平成25年３月31日現在

従業員数（人） 平均年齢（歳） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（円）

36,077 41.9 21.9 6,196,181

　

セグメントの名称 従業員数（人）

電気事業 36,057 　

その他 20 　

情報通信事業 1     

エネルギー・環境事業 19     

住環境・生活関連事業 －     

海外事業 －     

合計 36,077 　

　（注）１．「従業員数」は就業人員数であり、出向人員等1,154人は含まない。

２．「平均年間給与（税込み）」は、基準外賃金を含む。

３．55歳から57歳までに「再雇用や転籍により65歳まで就労する」または「60歳の定年まで就労する」の

いずれかの就労形態を選択する。

４．労働組合の状況について特記するような事項はない。
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第２【事業の状況】
　

１【業績等の概要】

(1）業績

　当連結会計年度の売上高は、前連結会計年度比11.7％増の５兆9,762億円、経常損益は3,269億円の損失（前連

結会計年度は経常損失4,004億円）となった。

　また、特別利益は、固定資産や有価証券の売却および退職年金制度の見直しなど経営合理化を加速するととも

に、原子力損害賠償支援機構資金交付金6,968億円を計上した結果、9,139億円となった。

　一方、特別損失は、災害特別損失402億円、原子力損害賠償費１兆1,619億円を計上したことなどから、１兆

2,488億円となった。

　　これにより、当期純損益は、6,852億円の損失（前連結会計年度は当期純損失7,816億円）となった。

　なお、当連結会計年度における各セグメントの業績（セグメント間の内部取引消去前）は次のとおりである。

［電気事業］

　販売電力量は、生産活動の落ち込みの影響はあったものの、東日本大震災の影響からの反動増などから、前連

結会計年度比0.3％増の2,690億ｋＷｈとなった。内訳としては、電灯は前連結会計年度比0.5％減の953億ｋＷ

ｈ、電力は同2.4％減の109億ｋＷｈ、特定規模需要は同1.0％増の1,629億ｋＷｈとなった。

　収支の状況については、収入面では、料金改定及び燃料費調整制度の影響により電気料収入単価が上昇したこ

となどから、売上高は前連結会計年度比13.3％増の５兆6,600億円となった。一方、支出面では、原子力発電の減

少や為替レートの円安化などによる燃料価格の上昇などにより、燃料費が大幅に増加したことなどから、営業

費用は前連結会計年度比11.5％増の５兆9,297億円となった。この結果、営業損益は2,696億円の損失（前連結

会計年度は3,237億円の営業損失）となった。

［その他］

　売上高は、経営合理化の一環として子会社を売却したことに伴う売上減などにより、前連結会計年度比9.3％

減の5,913億円となった。一方、営業費用は、経営合理化の一環として子会社を売却したことに伴う費用減など

により、前連結会計年度比9.1％減の5,474億円となった。この結果、営業利益は前連結会計年度比12.0％減の

439億円となった。

　

(2）キャッシュ・フロー

　当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末

に比べ2,606億円（20.8％）増加し、１兆5,145億円となった。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当連結会計年度における営業活動による資金の収入は、2,608億円（前連結会計年度は28億円の支出）となっ

た。これは、使用済燃料再処理等積立金の積立が減少したことなどによるものである。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当連結会計年度における投資活動による資金の支出は、前連結会計年度比90.0％増の6,366億円となった。こ

れは、有価証券の売却などの投融資の回収による収入が減少したことなどによるものである。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当連結会計年度における財務活動による資金の収入は、6,325億円（前連結会計年度は6,147億円の支出）と

なった。これは、株式の発行による収入があったことなどによるものである。
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２【生産及び販売の状況】

　連結会社においては、電気事業が事業の大半を占めており、また、電気事業以外のセグメントの製品・サービス

は多種多様であり、受注生産形態をとらない製品も少なくないため、これらのセグメントについては生産規模等

を金額あるいは数量で示すことはしていない。

　このため、生産及び販売の状況については、電気事業のみを記載している。

(1）需給実績

種別 平成24年度 前年同期比（％）

発
受
電
電
力
量

連
結
会
社

水力発電電力量（百万ｋＷｈ） 11,643 99.5

火力発電電力量（百万ｋＷｈ） 229,882 109.3

原子力発電電力量（百万ｋＷｈ） 0 0.0

新エネルギー等発電電力量

（百万ｋＷｈ）
53 177.4

他社受電電力量（百万ｋＷｈ）
53,901 120.0

△2,580 84.4

融通電力量（百万ｋＷｈ）
8,805 88.5

△7,822 90.0

揚水発電所の揚水用電力量（百万ｋＷｈ） △4,178 173.4

合計（百万ｋＷｈ） 289,704 99.6

総合損失電力量（百万ｋＷｈ） 20,671 91.5

販売電力量（百万ｋＷｈ） 269,033 100.3

出水率（％） 91.4 －

（注）１．連結会社の水力発電電力量には、東京発電㈱からの受電電力量851百万ｋＷｈが含まれている。

２．他社受電電力量及び融通電力量の上段は受電電力量、下段は送電電力量を示す。

３．揚水発電所の揚水用電力量とは、貯水池運営のための揚水用に使用する電力である。

４．販売電力量の中には、自社事業用電力量（平成23年度290百万ｋＷｈ、平成24年度365百万ｋＷｈ）を含

んでいる。

５．平成24年度出水率は、昭和56年度から平成22年度までの30か年平均に対する比である。

なお、平成23年度出水率は、昭和55年度から平成21年度までの30か年平均に対する比であり、104.3％で

ある。

(2）販売実績

①　契約高

種別 平成25年３月31日現在 前年同期比（％）

契約口数

電灯 26,828,369 100.6

電力 2,055,659 97.6

計 28,884,028 100.4

契約電力（千ｋＷ）

電灯 96,928 100.9

電力 13,938 96.9

計 110,866 100.3

（注）　電力には、特定規模需要は含まれていない。
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②　販売電力量

種別
平成24年度
（百万ｋＷｈ）

前年同期比
（％）

特
　
定
　
規
　
模
　
需
　
要
　
以
　
外
　
の
　
需
　
要

電
　
　
　
灯

定額電灯 214 95.6

従量電灯Ａ・Ｂ 66,067 98.2

従量電灯Ｃ 12,974 98.1

その他 16,022 106.2

計 95,277 99.5

電
　
　　
力

低圧電力 9,144 97.7

その他 1,746 97.0

計 10,890 97.6

電灯電力合計 106,167 99.3

特定規模需要 162,866 101.0

電灯電力・特定規模合計 269,033 100.3

他社販売 2,226 107.7

融通 7,817 89.9

③　料金収入

種別
平成24年度
（百万円）

前年同期比
（％）

電灯 2,335,119 109.5

電力 3,040,363 116.0

電灯電力合計 5,375,483 113.1

他社販売 33,961 103.4

融通 115,730 108.0

（注）１．電力には、特定規模需要を含む。

２．上記料金収入には、消費税等は含まれていない。
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④　産業別（大口電力）需要実績

種別
平成24年度
販売電力量

（百万ｋＷｈ） 前年同期比（％）

鉱

　

工

　

業

鉱業 159 96.7

製

　

造

　

業

食料品 5,555 101.1

繊維工業 309 97.5

パルプ・紙・紙加工品 2,310 96.9

化学工業 9,026 98.7

石油製品・石炭製品 512 115.6

ゴム製品 594 93.3

窯業土石 2,308 94.5

鉄鋼業 8,074 101.9

非鉄金属 3,757 94.3

機械器具 15,684 94.9

その他 9,421 97.6

計 57,548 97.6

計 57,707 97.6

そ
　
の
　
他

鉄道業 5,940 104.6

その他 12,312 101.1

計 18,252 102.2

合計 75,959 98.7
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(3）資材の状況

重油及び原油等の受払状況

種別
平成24年度

期首残高 受入量
前年同期比
（％）

払出量
前年同期比
（％）

期末残高

石炭 （ｔ） 224,3933,298,269101.52,887,277 89.6 635,385

重油 （kl） 487,2107,554,960127.47,472,841129.7 569,329

原油 （kl） 630,0723,177,315138.33,023,459130.5 783,928

ＬＮＧ （ｔ） 590,56723,655,632104.123,706,816103.6 539,383

ＬＰＧ （ｔ） 74,2571,451,647150.91,459,346153.3 66,558
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３【対処すべき課題】

　当社は、今後も被害者の方々への親身・親切な賠償や長期に及ぶ原子炉の廃止措置に責任をもって取り組んでまい

る所存であるが、賠償・除染費用や原子炉の廃止措置関連費用など、被害の地域的広がりと被害額、復旧必要額の大き

さなどからみて国家的難題に直面している。また、電力市場の全面自由化をはじめとする電力システム改革により競

争がさらに激化するなど、当社を取り巻く事業環境が一層厳しさを増す一方、引き続き安定供給を確保していくため

には、原子力の安全対策強化や経年火力の適切な運転・リプレースなど電力設備の運用・更新を確実に実施していく

ことが不可欠である。

　こうしたなか、現在の支援の枠組みのみで対応した場合、国に依存した状態から脱却することは長期にわたって困難

となり、将来への展望が見いだせない状態が続けば、事業活動に不可欠な資金の不足や人材の流出などにより企業体

力の劣化が加速していくことが予想される。その結果、全面自由化への対応はもとより、安定供給の確保に支障が生じ

るとともに、賠償や廃炉などの責務を持続的に果たしていくことも厳しい状況になる。

　こうした状況下において、当社は、競争環境のもとで市場原理に基づいて資金調達・投資決定を自律的に行うダイナ

ミックな民間企業に早期に復帰し、技術・人材といった経営基盤を保持していく。このため、巨額の財務リスクについ

て、国による新たな支援の枠組みの検討を引き続き要請する一方、以下の施策等により企業改革を徹底的にすすめ、

「事故の責任を全うし、世界最高水準の安全確保と競争の下での安定供給をやり抜く」という新たな使命を果たして

いく所存である。

　

(1）「福島の復興」を原点とする取り組み

　事故の責任を全うするため、福島復興本社を中心に、国や自治体と連携しながら、親身・親切な賠償の徹底・深化、

除染・復興推進等にグループ一丸となって取り組んでいく。

　具体的には、本年３月に開始した宅地・建物・家財に係る賠償を迅速にすすめるとともに、被害者の方々の個別事

情を踏まえたきめ細やかな対応を実施する。また、除染関連業務に携わる要員を本年内に昨年の３倍にあたる300名

規模に増やすとともに、地域の経済復興や雇用回復・創出につながる取り組みをすすめていく。

　

(2）原子力安全対策の取り組み

　当社は、引き続き、中長期ロードマップに沿って福島第一原子力発電所１号機から４号機の廃止措置作業を確実に

実施していく。なお、本年３月以降発生した停電事故や地下貯水槽からの汚染水の漏えい等により、福島のみなさま

をはじめ広く社会のみなさまに多大なご心配とご迷惑をおかけした。当社は、安定化維持・強化のための設備・運

営管理の信頼度向上対策を徹底し、社会のみなさまにご安心いただけるよう努めていく。特に、日々発生する汚染水

については、貯水タンクの増設計画の前倒しや多核種除去設備の活用による汚染レベルの低減等を実施する。

　また、柏崎刈羽原子力発電所については、設備の適切な維持管理に加えて、建屋への浸水防止工事など一層の安全

性向上に向けた対策を確実に実施する。

　こうした取り組みに加え、「原子力改革監視委員会」の監督のもと、本年３月に策定した「原子力安全改革プラ

ン」に基づき、設備面及び運用面におけるさまざまな安全性向上対策を迅速に強化するとともに、社外出身者を

トップとする原子力安全監視室の設置やリスクコミュニケーション活動の充実等によりマネジメント面の強化に

も取り組んでいく。

　

(3）サバイバルのためのコスト削減とコスト管理の徹底

　電力市場の全面自由化後も市場競争に勝ち抜いていけるよう、抜本的なコスト削減に取り組むとともに、外部有識

者を委員とする「調達委員会」のもとで調達構造や慣行の見直しをすすめていく。これらにより、総合特別事業計

画で掲げた10年間平均で3,365億円という削減目標額から、さらに年1,000億円規模のコスト削減の上積みをめざ

す。加えて、現段階では柏崎刈羽原子力発電所の再稼働の時期が見通せない状況にあることから、緊急避難的なコス

ト削減の深掘りも含め、あらゆる手段を講じていく。また、全社に管理会計を導入し、細分化された組織単位での自

発的なコスト削減・収益拡大のメカニズムを確立する。
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(4）社内カンパニー制の導入による経営改革

　将来のホールディングカンパニー制への移行も視野に入れ、各事業部門が自発的に収益拡大に取り組み競争力を

高めていくことができるよう、本年４月より社内カンパニー制を導入した。

　各カンパニーにおける取り組みの内容は、以下のとおりである。

　

①　フュエル＆パワー・カンパニー

　火力発電による電力の販売や燃料の調達等を行う当カンパニーは、低廉な電力を安定的にお客さまにお届けす

るとともに、コスト削減と売上拡大による利益・カンパニー価値の最大化をめざす。

　このため、火力発電設備の建設・定期点検の工程短縮や工事の実施内容・範囲の厳選等により、燃料費・固定費

を徹底して削減する。中長期的には、石炭火力発電や高効率ＬＮＧ火力発電へのリプレースやシェールガスをは

じめとする低廉な軽質ＬＮＧの大幅な導入拡大等により、発電原価構造を抜本的に改善していく。また、現在実施

している海外での発電事業や燃料事業等を着実に推進するとともに、優良な投資案件の発掘にも取り組んでい

く。

　

②　パワーグリッド・カンパニー

　送配電網（パワーグリッド）による電力供給を行う当カンパニーは、徹底したコスト削減ときめ細かいリスク

管理を行い、託送原価の低減と電力系統の信頼度の維持をめざすとともに、中立・公平な送配電網の利用環境を

提供していく。

　このため、あらゆる領域におけるコスト削減策を恒常化したうえで一層の深掘りを検討するほか、設備の劣化管

理をさらに高度化する。また、送配電網の利用における新電力と社内組織との公平な取り扱いを徹底し、託送業務

の中立性を確保することに加え、系統情報等の積極的な開示により事業運営の透明性を高めていく。さらに、再生

可能エネルギーの大量導入や全国レベルでの電力融通に対応するため、系統電圧対策や地域間連系線のさらなる

活用に向けた検討・整備などを実施する。

　

③　カスタマーサービス・カンパニー

　お客さまとの接点となる当カンパニーは、全面自由化後の競争を勝ち抜くため、スマート社会・スマートライフ

を実現する魅力あるトータルソリューションを提供する。

　このため、これまで培ってきたノウハウを活かしつつ、アライアンスなどにより広く社外の知見を取り入れ、電

気だけではなく周辺事業を含めた最適なソリューションを提案する。また、お客さまのライフスタイルにあわせ

て選んでいただける電気料金メニューを充実させるとともに、スマートメーターを利用したサービス等を検討

し、提供していく。

　さらに、価格競争力の強化に向けて、卸電力取引所の積極的な活用や新規電源調達における入札の利用等によ

り、中長期的な電気料金の低減に取り組んでいく。

　

(5）業務改革

　上記の取り組みを一層加速させていくため、人事制度や広報の改革にも取り組んでいく。具体的には、処遇制度や

評価制度の見直しにより実力主義を徹底するとともに、新たな人材育成体系の構築等を通じ、成長・改革を牽引し

続ける人材を創出する。また、リスクやトラブル情報の迅速かつ正確な発信や経営トップが前面に立った広報等を

実施し、社会からの信頼を回復できるよう努めていく。

　

（注）　本項においては、将来に関する事項が含まれているが、当該事項は提出日現在において判断したものであ

る。
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４【事業等のリスク】

　当社グループの事業その他に関するリスクについて、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性があると考え

られる主な事項を以下に記載している。また、必ずしもこれに該当しない事項についても、投資者に対する積極的

な情報開示の観点から開示している。

　平成23年３月に発生した東北地方太平洋沖地震及び津波に伴う福島第一原子力発電所事故により、放射性物質

の放出や電気の安定供給の支障等、広く社会のみなさまにご迷惑をおかけするとともに、当社グループの経営状

況は大幅に悪化した。

　これに対し当社は、今後取り組むべき課題と対応方針をとりまとめた総合特別事業計画を原子力損害賠償支援

機構（以下「機構」）とともに策定し、平成24年５月に国の認定を受けた。また、平成24年11月には「改革集中実

施アクション・プラン」を含む「再生への経営方針」を策定し、これらのもと、株主や投資家のみなさまをはじ

め多くの関係者の方々からのご協力をいただきながら、経営基盤を建て直すとともに、諸課題の克服に向けた対

応に全力で取り組んでいる。

　しかしながら、当社グループを取り巻く経営環境は厳しい状況にあり、以下のリスクが顕在化した場合、事業に

大きな影響を与える可能性がある。

　本項においては、将来に関する事項が含まれているが、当該事項は提出日現在において判断したものである。

　

(1）福島第一原子力発電所事故

　当社は、平成23年３月に発生した福島第一原子力発電所事故により、広く社会のみなさまにご迷惑をおかけし

ているとともに、「再生への経営方針（平成24年11月７日）」に記載したリスクを抱えている。

　福島第一原子力発電所１～４号機では、「東京電力㈱福島第一原子力発電所１～４号機の廃止措置等に向け

た中長期ロードマップ」（以下「中長期ロードマップ」）に沿って、国や関係機関の協力を得ながら廃止措置

等に向けた取り組みを進めている。しかしながら、廃止措置等には、大量の汚染水の保管・処理などの安定化維

持に係わる課題や、これまで経験のない技術的困難性を伴う、燃料デブリの取り出しなどの課題が多いこと等

から、中長期ロードマップ通りに取り組みが進まない可能性がある。その場合、事業運営に影響を及ぼす可能性

がある。

　また、原子力事故の発生による格付の低下等により、資金調達力が低下していることから、当社グループの業

績、財政状態及び事業運営は影響を受ける可能性がある。

　

(2）電気の安定供給

　東北地方太平洋沖地震の影響等による福島第一・福島第二及び柏崎刈羽原子力発電所の全号機停止により、

当社グループは供給力が低下していることから、供給力の確保と需要面の対策を進めている。しかしながら、自

然災害、設備事故、テロ等の妨害行為、燃料調達支障などにより、長時間・大規模停電等が発生し、安定供給を確

保できなくなる可能性がある。これらの場合、当社グループの業績及び財政状態は影響を受ける可能性がある

とともに、社会的信用を低下させ、事業運営に影響を及ぼす可能性がある。

　

(3）原子力発電・原子燃料サイクル

　原子力事故を踏まえ、国による原子力政策の見直しや原子力規制委員会による安全規制の見直し等が行われ

ており、その内容を踏まえた安全性向上策等を実施していくこととなる。これらにより、当社及び当社関係会社

の原子力発電事業や原子燃料サイクル事業の運営は影響を受ける可能性があるとともに、当社グループの業績

及び財政状態は影響を受ける可能性がある。

　原子力発電所については、原子力事故の発生を踏まえ、経済産業大臣の指示に基づく緊急安全対策を実施する

とともに、どのような事態が起きても過酷事故には至らないようにするという決意のもと、原子力発電所の安

全対策強化や組織の改革に取り組んでいる。なお、柏崎刈羽原子力発電所については、現段階では再稼働の時期

は見通せない状況にあることから、緊急避難的なコスト削減の深掘りも含め、あらゆる手段を講じていくが、こ

の状況が続いた場合、当社グループの業績及び財政状態は影響を受ける可能性がある。

　また、原子力発電・原子燃料サイクルは、使用済燃料の再処理、放射性廃棄物の処分、原子力発電施設等の解体

等に、多額の資金と長期にわたる事業期間が必要になるなど不確実性を伴う。バックエンド事業における国に

よる制度措置等によりこの不確実性は低減されているが、制度措置等の見直しや制度外の将来費用の見積額の

増加、六ケ所再処理施設等の稼働状況、同ウラン濃縮施設に係る廃止措置のあり方などにより、当社グループの

業績及び財政状態は影響を受ける可能性がある。
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(4）事業規制・環境規制

　電気事業における制度変更を含めたエネルギー政策の見直し、地球温暖化に関する環境規制の強化など、当社

グループを取り巻く規制環境の変化により、当社グループの業績及び財政状態は影響を受ける可能性がある。

また、環境規制の強化等による再生可能エネルギーの大幅な増加により電力品質が低下するなど、円滑な事業

運営に影響を及ぼす可能性がある。

　

(5）販売電力量

　販売電力量は、経済活動や生産活動を直接的に反映することから、景気の影響を受けることがある。また、冷暖

房需要は夏季・冬季を中心とした天候に影響されることがある。加えて、節電や省エネルギーの進展等により

影響を受ける可能性がある。これらにより、当社グループの業績及び財政状態は影響を受ける可能性がある。

　

(6）お客さまサービス

　当社グループは、お客さまサービスの向上に努めているが、不適切なお客さま応対等により、お客さまの当社

グループのサービスへの満足度や社会的信用等が低下し、当社グループの業績、財政状態及び円滑な事業運営

に影響を及ぼす可能性がある。

　

(7）金融市場の動向

　企業年金資産等において保有している国内外の株式や債券は、株式市況や債券市況等により時価が変動する

ことから、当社グループの業績及び財政状態は影響を受ける可能性がある。

　また、支払利息に関しては、今後の金利動向等により影響を受けることがある。

　

(8）火力発電用燃料価格

　火力発電用燃料であるＬＮＧ、原油、石炭等の価格は、国際市況や外国為替相場の動向等により変動し、当社グ

ループの業績及び財政状態は影響を受ける可能性がある。ただし、一定の範囲内の燃料価格の変動については、

燃料価格や外国為替相場の変動を電気料金に反映させる「燃料費調整制度」により、業績への影響は緩和され

る。

　

(9）安全確保、品質管理、環境汚染防止

　当社グループは、安全確保、品質管理、環境汚染防止に努めているが、作業ミス、法令や社内ルールの不遵守等

により、事故や人身災害、大規模な環境汚染が発生した場合や、不適切な広報・情報公開により、当社グループ

への社会的信用が低下し、円滑な事業運営に影響を及ぼす可能性がある。

　

(10）企業倫理遵守

　当社グループは、企業倫理を遵守した業務運営を定着させるための取り組みに努めているが、法令違反等の企

業倫理に反した行為が発生した場合、当社グループへの社会的信用が低下し、円滑な事業運営に影響を及ぼす

可能性がある。

　

(11）情報管理

　当社グループは、大量のお客さま情報をはじめ、業務上の重要な情報を保有している。社内規程の整備や、従業

員教育等を通じ情報の厳正な管理に留意しているが、これらの情報の流出等が発生した場合には、当社グルー

プの情報管理に対する社会的信用が低下し、円滑な事業運営に影響を及ぼす可能性がある。

　

(12）電気事業以外の事業

　当社グループは、海外事業を含む電気事業以外の事業を実施している。これらの事業は、当社の経営状況の変

化、他事業者との競合の進展、規制の強化、外国為替相場や燃料国際市況その他の経済状況の変動、政情不安、自

然災害などにより、投融資時点で想定した結果をもたらさない可能性がある。この場合、当社グループの業績及

び財政状態は影響を受ける。
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(13）機構による当社株式の引受け

　当社は、平成24年７月31日に機構を割当先とする優先株式（Ａ種優先株式及びＢ種優先株式。以下Ａ種優先株

式及びＢ種優先株式をあわせて「本優先株式」という。）を発行した。

　Ａ種優先株式には、株主総会における議決権のほか、Ｂ種優先株式及び普通株式を対価とする取得請求権が付

されている。また、Ｂ種優先株式には、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会における議決権は付され

ていないが、Ａ種優先株式及び普通株式を対価とする取得請求権が付されている。

　機構は、本優先株式の引受けにより総議決権の２分の１超を保有しており、株主総会における議決権行使等に

より、当社グループの事業運営に影響が生じる可能性がある。

　今後、機構によりＢ種優先株式のＡ種優先株式を対価とする取得請求権の行使がなされた場合、又は本優先株

式について、普通株式を対価とする取得請求権の行使がなされた場合には、既存株式の希釈化が進む可能性が

ある。特に、普通株式を対価とする取得請求権が行使された場合には、既存株式の希釈化が生じる結果として、

当社の株価が下落する可能性があるほか、当該普通株式を機構が市場売却した場合には、売却時の市場環境等

によっては、さらに当社の株価に影響を及ぼす可能性もある。
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５【経営上の重要な契約等】

　該当事項なし。

６【研究開発活動】

　当社グループの主要事業である電気事業の技術開発については、「東京電力㈱福島第一原子力発電所１～４号機

の廃止措置等に向けた中長期ロードマップ」ならびに「総合特別事業計画」のとりまとめを受けて、「中長期ロー

ドマップに基づいた廃止措置等に向けた技術開発」及び「需給両面での安定供給を確保する技術開発」に重点化

して取り組んでいる。

　当連結会計年度の研究開発費の総額は、20,642百万円である。なお、セグメント毎の研究開発費の内訳は、電気事

業が20,336百万円、その他が306百万円である。
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７【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1）経営成績の分析

［概要］

　当連結会計年度の売上高は、前連結会計年度比11.7％増の５兆9,762億円、営業損益は2,219億円の損失（前連

結会計年度は営業損失2,725億円）、経常損益は3,269億円の損失（前連結会計年度は経常損失4,004億円）、当

期純損益は6,852億円の損失（前連結会計年度は当期純損失7,816億円）となった。

［売上高］

　当連結会計年度における各セグメントの売上高（セグメント間の内部取引消去前）は、電気事業が５兆6,600

億円（前連結会計年度比13.3％増）、その他が5,913億円（前連結会計年度比9.3％減）となった。

　電気事業の売上高の増加は、料金改定及び燃料費調整制度の影響により電気料収入単価が上昇したことなど

によるものである。販売電力量の内訳は、電灯は前連結会計年度比0.5％減の953億ｋＷｈ、電力は同2.4％減の

109億ｋＷｈ、特定規模需要は同1.0％増の1,629億ｋＷｈとなった。

　その他の売上高の減少は、経営合理化の一環として子会社を売却したことに伴う売上減などによるものであ

る。

［営業損益］

　当連結会計年度における各セグメントの営業費用（セグメント間の内部取引消去前）は、電気事業が５兆

9,297億円（前連結会計年度比11.5％増）、その他が5,474億円（前連結会計年度比9.1％減）となった。

　電気事業の営業費用の増加は、原子力発電の減少や燃料価格の上昇などにより燃料費が大幅に増加したこと

などによるものである。

　その他の営業費用の減少は、経営合理化の一環として子会社を売却したことに伴う費用減などによるもので

ある。

　以上により、売上高から営業費用を差し引いた当連結会計年度における各セグメントの営業損益（セグメン

ト間の内部取引消去前）は、電気事業が2,696億円の営業損失（前連結会計年度は営業損失3,237億円）、その

他が439億円の営業利益（前連結会計年度比12.0％減）となった。

［経常損失］

　当連結会計年度の経常損失は、営業損失が2,219億円、営業外収益が前連結会計年度に比べ94億円増加し615億

円となり、営業外費用が前連結会計年度に比べ135億円減少し1,665億円となったことから、3,269億円（前連結

会計年度は経常損失4,004億円）となった。

［当期純損失］

　当連結会計年度の税金等調整前当期純損失は、固定資産や有価証券の売却および退職年金制度の見直しなど

経営合理化を加速するとともに、原子力損害賠償支援機構資金交付金6,968億円を計上した結果、特別利益が

9,139億円となる一方で、災害特別損失402億円、原子力損害賠償費１兆1,619億円などを計上した結果、6,530億

円（前連結会計年度は税金等調整前当期純損失7,537億円）となった。ここから法人税、住民税及び事業税263

億円、法人税等調整額23億円、少数株主利益35億円を減算し、当連結会計年度の当期純損失は6,852億円（前連

結会計年度は当期純損失7,816億円）となった。なお、１株当たりの当期純損失は427円64銭（前連結会計年度

は１株当たりの当期純損失487円76銭）となった。

(2）流動性及び資金の源泉

［キャッシュ・フローの状況］

　現金及び現金同等物の当連結会計年度末残高は前連結会計年度末に比べ2,606億円（20.8％）増加し、１兆

5,145億円となった。

　営業活動によるキャッシュ・フローについては、2,608億円の収入（前連結会計年度は28億円の支出）となっ

た。これは、使用済燃料再処理等積立金の積立が減少したことなどによるものである。

　投資活動によるキャッシュ・フローについては、前連結会計年度比90.0％増の6,366億円の支出となった。こ

れは、有価証券の売却などの投融資の回収による収入が減少したことなどによるものである。

　財務活動によるキャッシュ・フローについては、6,325億円の収入（前連結会計年度は6,147億円の支出）と

なった。これは、株式の発行による収入があったことなどによるものである。

［資産・負債・純資産の状況］

　当連結会計年度末の資産は、前連結会計年度末に比べ5,473億円減少し、14兆9,891億円となった。これは、未収

原子力損害賠償支援機構資金交付金が減少したことなどによるものである。

　当連結会計年度末の負債は、前連結会計年度末に比べ8,726億円減少し、13兆8,513億円となった。これは、有利

子負債および原子力損害賠償引当金が減少したことなどによるものである。

　当連結会計年度末の純資産は、前連結会計年度末に比べ3,253億円増加し、１兆1,378億円となった。これは、当

期純損失となったものの、原子力損害賠償支援機構からの増資があったことなどによるものである。この結果、

自己資本比率は7.5％と前連結会計年度末に比べ2.4ポイント上昇した。
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［財務政策］

　東北地方太平洋沖地震により被災した福島第一原子力発電所の事故等に伴う多額の損失の発生や原子力発電

所の停止等による燃料費の増加などにより財務基盤と収益構造が大幅に悪化するとともに、自律的な資金調達

力が著しく低下している。

　このため、主務大臣より平成24年５月９日に認定を受けた総合特別事業計画に基づき、平成24年７月31日に原

子力損害賠償支援機構（以下、「機構」）を割当先とするＡ種優先株式及びＢ種優先株式（払込金額総額１兆

円）を発行した。

　また、同計画に基づき、すべての取引金融機関に対し、借換え等による与信の維持をお願いし、ご協力いただい

ている。これに加え、平成23年３月11日から平成23年９月末日までの間に当社が弁済を行った取引金融機関か

ら、弁済額と同額の融資等による資金供与（いわゆる「復元」）を受けるとともに、主要取引金融機関から追

加与信のご協力をいただいている。

　上記の機構による資本増強と金融機関の支援・協力のもとで、社債市場への復帰等、従前の自律的な資金調達

力の早期回復へ向けて財務基盤の強化を図っていく。

　また、当社グループでは、グループ全体でより効率的な資金の運用を図る観点からグループ金融制度を採用し

ている。
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第３【設備の状況】
　

１【設備投資等の概要】

　連結ベース及び提出会社の設備投資等の概要については、以下のとおりである。

(1）概要

　設備投資については電気の安定供給維持に必要最低限な水準まで絞り込む一方、供給力対策として電源の新

設等を行った結果、連結ベースの平成24年度の設備投資額は、675,011百万円となった。なお、セグメント毎の設

備投資額の内訳（セグメント間の内部取引消去前）は、電気事業が647,317百万円、その他が31,097百万円（情

報通信事業7,377百万円、エネルギー・環境事業19,101百万円、住環境・生活関連事業4,618百万円）となった。

　なお、福島第一原子力発電所１～４号機（最大出力2,812,000kW）については、電気事業法第９条に基づく届

出を行い、平成24年４月19日付けで廃止となった。

(2）提出会社の平成24年度の設備投資額

項目 設備投資額（百万円）

電気事業

水力・新エネルギー等 17,027

火力 260,334

原子力 101,867

送電 96,972

変電 54,717

配電 97,098

原子燃料他 22,243

合計 650,261

その他 26

情報通信事業 13

エネルギー・環境事業 －

住環境・生活関連事業 13

総計 650,287

（注）　上記設備投資額には消費税等は含まれていない。
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２【主要な設備の状況】

　連結ベース及び提出会社の主要な設備の状況については、以下のとおりである。

(1）セグメント毎の設備概況

 平成25年３月31日現在

セグメントの名称
帳簿価額（百万円）

従業員数
（人）土地 建物

機械装置
その他

相殺消去額等 計

電気事業
(266,134)

583,839

　

336,747

　

6,463,530

　

△59,208

　

7,324,909
35,546

その他
(10,361)

52,074

　

125,310

　

106,234

　

△61

　

283,558
12,648

情報通信事業
(1)

56

　

842

　

5,494

　

△3

　

6,390
3,123

エネルギー・環境事

業

(5,115)

11,219

　

16,024

　

94,391

　

△5

　

121,629
7,077

住環境・生活関連事

業

(5,243)

40,799

　

108,443

　

6,349

　

△52

　

155,539
2,442

海外事業
(－)

－

　

－

　

－

　

－

　

－
6

計
(276,495)

635,914

　

462,058

　

6,569,765

　

△59,269

　

7,608,468
48,194

（注）１．「土地」の（　）内は面積（単位千㎡）である。

２．「従業員数」には建設工事専従者563人を含まない。
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(2）提出会社の設備概況

 平成25年３月31日現在

区分 設備概要
帳簿価額（百万円）

従業員数
（人）土地 建物

機械装置
その他

計

電

　

気

　

事

　

業

水力発電設備
発電所数 164か所 (222,107)

10,563
13,968608,301632,833 1,175

最大出力 9,453,390ｋＷ

汽力発電設備
発電所数 15か所 (11,144)

191,565
52,080605,016848,663 2,388

最大出力 38,971,000ｋＷ

原子力発電設備
発電所数 ３か所 (9,748)

22,855
66,481659,832749,169 7,067

最大出力 14,496,000ｋＷ

内燃力発電設備
発電所数 16か所 (79)

1,139
4,789 130,610136,539 49

最大出力 2,627,220ｋＷ

新エネルギー等

発電設備

発電所数 ５か所 (336)

8,745
76 4,613 13,434 1

最大出力 33,800ｋＷ

送電設備

架空電線路 亘長　　　 14,751ｋｍ

(9,707)

148,572
14,3671,791,2911,954,2313,166

 回線延長　 28,345ｋｍ

地中電線路 亘長　　　　6,387ｋｍ

 回線延長　 12,210ｋｍ

支持物数 51,200基

変電設備

変電所数 1,582か所

(10,666)

154,839
100,406513,236768,482 2,740

出力 600,000ｋＷ

 267,994,600ｋＶＡ

調相設備容量 53,508,820ｋＶＡ

配電設備

架空電線路 亘長　　　334,885ｋｍ

(100)

6,082
5,2612,127,7192,139,0636,263

 電線延長1,009,868ｋｍ

地中電線路 亘長　　　 19,062ｋｍ

 電線延長　 33,198ｋｍ

支持物数 5,852,612基

変圧器個数 2,428,558個

変圧器容量 100,125,891ｋＶＡ

業務設備
本店１か所　支店10か所

電力所３か所

(1,300)

36,939
78,771 18,947134,65712,697

その他 　
(287)

14,146
26,100 4,088 44,335 20

情報通信事業 － － 11 70 82 1

エネルギー・環境事

業
－ － 4,266 3,306 7,573 19

住環境・生活関連事

業
－

(287)

14,146
21,822 710 36,680 －

計 －
(265,478)

595,450
362,3046,463,6567,421,41035,566

（注）１．変電設備出力の上段600,000ｋＷは周波数変換設備の出力である。

２．「土地」の（　）内は面積（単位千㎡）である。

３．上記のほか借地面積は185,343千㎡である。その主なものは、送電設備用借地176,545千㎡である。

４．「帳簿価額」には貸付設備2,495百万円及び事業外固定資産4,547百万円を含まない。

５．「従業員数」には建設工事専従者511人を含まない。

６．上記電気事業設備には福利厚生施設を含んでいる。
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(3）提出会社の主要な設備

　主要発電設備

水力発電設備

 平成25年３月31日現在

発電所名 所在地 水系
出力（ｋＷ） 土地面積

（千㎡）最大 常時

鬼怒川 栃木県日光市 利根川 127,000 11,200 612

今市 栃木県日光市 利根川 1,050,000 － 910

塩原 栃木県那須塩原市 那珂川 900,000 － 1,017

矢木沢 群馬県利根郡みなかみ町 利根川 240,000 － 42

玉原 群馬県利根郡みなかみ町 利根川 1,200,000 － 921

神流川 群馬県多野郡上野村 利根川・信濃川 940,000 － 1,751

葛野川 山梨県大月市 富士川・相模川 800,000 － 1,367

秋元 福島県耶麻郡猪苗代町 阿賀野川 107,500 7,200 1,202

安曇 長野県松本市 信濃川 623,000 － 3,253

水殿 長野県松本市 信濃川 245,000 － 890

新高瀬川 長野県大町市 信濃川 1,280,000 － 2,162

中津川第一 新潟県中魚沼郡津南町 信濃川 126,000 13,900 343

信濃川 新潟県中魚沼郡津南町 信濃川 169,000 88,400 457

　

汽力発電設備

 平成25年３月31日現在

発電所名 所在地 出力（ｋＷ） 土地面積（千㎡）

大井 東京都品川区 1,050,000 188

品川 東京都品川区 1,140,000 104

横須賀 神奈川県横須賀市 2,100,000 826

川崎 神奈川県川崎市川崎区 2,000,000 279

横浜 神奈川県横浜市鶴見区 3,325,000 444

南横浜 神奈川県横浜市磯子区 1,150,000 167

東扇島 神奈川県川崎市川崎区 2,000,000 501

千葉 千葉県千葉市中央区 2,880,000 1,009

五井 千葉県市原市 1,886,000 403

姉崎 千葉県市原市 3,600,000 931

袖ヶ浦 千葉県袖ヶ浦市 3,600,000 1,267

富津 千葉県富津市 5,040,000 1,161

鹿島 茨城県神栖市 4,400,000 996

常陸那珂 茨城県那珂郡東海村 1,000,000 1,406

広野 福島県双葉郡広野町 3,800,000 1,317
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原子力発電設備

 平成25年３月31日現在

発電所名 所在地 出力（ｋＷ） 土地面積（千㎡）

福島第一 福島県双葉郡大熊町 1,884,000 3,968

福島第二 福島県双葉郡楢葉町 4,400,000 1,545

柏崎刈羽 新潟県柏崎市 8,212,000 4,227

　（注）　平成23年３月に発生した東北地方太平洋沖地震の影響等により、福島第一・福島第二及び柏崎刈羽原子力発電所

の全号機が停止している。

　

主要送電設備

 平成25年３月31日現在

線路名 種別 電圧（ｋＶ） 亘長（ｋｍ）

西群馬幹線 架空
500

（一部1,000ｋＶ設計）
167.99

南新潟幹線 架空
500

（一部1,000ｋＶ設計）
110.77

南いわき幹線 架空
500

（一部1,000ｋＶ設計）
195.40

福島幹線 架空 500 181.64

福島東幹線 架空 500 171.35

新豊洲線 地中 500 39.50

葛南世田谷線 地中 275 32.50

千葉葛南線 地中 275 30.41

　

主要変電設備

 平成25年３月31日現在

変電所名 所在地 最高電圧（ｋＶ） 出力（ｋＶＡ） 土地面積（千㎡）

新野田 千葉県野田市 500 8,020,000 288

新坂戸 埼玉県坂戸市 500 6,900,000 65

新京葉 千葉県船橋市 500 6,750,000 373

房総 千葉県市原市 500 6,690,000 239

新富士 静岡県駿東郡小山町 500 6,650,000 324

　

主要業務設備

 平成25年３月31日現在

事業所名 所在地 土地面積（千㎡）

本店 東京都千代田区　他 351

支店等 東京都新宿区　他 948
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３【設備の新設、除却等の計画】

　連結ベース及び提出会社の設備の新設、除却等の計画については、以下のとおりである。

(1) 概要

　原子力発電所の稼働について、確たる見通しが立てられないことから、連結ベース及び提出会社の平成25年度の設

備投資計画は、未定としている。なお、重要な設備の除却、売却等の計画はない。

　

(2）提出会社の平成25年度設備投資計画

　電気事業の設備投資計画については、電気の安定供給の確保を大前提とした上で、中長期にわたる徹底的な経営合

理化の観点から設備投資額を抑制するよう努めていく。

　

主要な設備計画

水力

地点名 出力（千ｋＷ） 着工 運転開始

葛野川 1,600
平成４／11

平成９／８

平成11／12、12／６、35年度以

降、26／５

神流川 2,820平成９／２
平成17／12、24／６、35年度以

降

　

火力

地点名 出力（千ｋＷ） 着工 運転開始

常陸那珂２号 1,000平成12／５ 平成25／12

広野６号 600平成20／10 平成25／12

川崎２号系列 1,920
平成21／７（１軸）、25／

１（２、３軸）
平成25／２、28／７、29／７

千葉３号系列 1,500平成24／１ 平成26／４、26／６、26／７

鹿島７号系列 1,248平成24／３ 平成26／５、26／７、26／６

五井１号系列 2,130平成35年度以降 平成35年度以降

　

原子力

地点名 出力（千ｋＷ） 着工 運転開始

東通１、２号 各1,385平成23／１、未定 未定

　

送電

件名 電圧（ｋＶ） 亘長（ｋｍ） 着工 運転開始

西上武幹線新設 500 110.4平成18／１ 平成26／６

川崎豊洲線新設 275 22.2平成21／８
平成24／５、27／11、

28／11

千葉葛南線新設 275 30.4平成23／４ 平成26／３、24／６
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変電

件名 電圧（ｋＶ） 出力（千ｋＶＡ） 着工 運転開始

京浜変電所取替 275
450

△220
平成23／２ 平成25／６

代官山変電所新設 275 600平成35年度以降 平成35年度以降
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第４【提出会社の状況】
　

１【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 35,000,000,000

Ａ種優先株式 5,000,000,000

Ｂ種優先株式 500,000,000

計 14,100,000,000（注）

　（注）　当社の各種類株式の発行可能種類株式総数の合計は40,500,000,000株であるが、上記の「計」の欄では、当社定

款に定める発行可能株式総数14,100,000,000株を記載している。なお、当社が、実際に発行できる株式の総数

は、発行可能株式総数の範囲内である。また、発行可能種類株式総数の合計と発行可能株式総数の一致について

は、会社法上要求されていない。

　

②【発行済株式】

種類
事業年度末現在発行
数（株）
（平成25年３月31日）

提出日現在発行数
（株）

（平成25年６月27日）

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 1,607,017,531同左
東京証券取引所
（市場第一部）

単元株式数は100株

Ａ種優先株式
（当該優先株式は行使価額
修正条項付新株予約権付社
債券等である。）

1,600,000,000同左 非上場
単元株式数は100株
（注１、２、３）

Ｂ種優先株式
（当該優先株式は行使価額
修正条項付新株予約権付社
債券等である。）

340,000,000 同左 非上場
単元株式数は10株
（注１、２、３）

計 3,547,017,531同左 － －

　（注１）　行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質は以下のとおり。

(1）Ａ種優先株式及びＢ種優先株式（以下「本優先株式」という。）には、普通株式を対価とする取得請求

権が付与されている。本優先株式の取得請求権の対価として交付される普通株式の数は、一定の期間に

おける普通株式の株価を基準として修正されるため、普通株式の株価の下落により、当該取得請求権の

対価として交付される普通株式の数は増加する場合がある。

(2）本優先株式の取得と引換えに交付する普通株式の数は、取得請求に係る本優先株式の数に本優先株式１

株当たりの払込金額相当額（但し、本優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこ

れらに類する事由があった場合には、適切に調整される。）を乗じて得られる額を、下記で定める取得価

額で除して得られる数とする。なお、取得請求に係る本優先株式の取得と引換えに交付する普通株式の

合計数に１株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとし、会社法第167条第３項に従い金

銭を交付する。

取得価額は、当初200円とし、本優先株式の払込金額の払込が行われた日の翌日以降、取得請求日におけ

る時価の90％に修正される（円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。）（以

下本（注１）においてかかる修正後の取得価額を「修正後取得価額」という。）。
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取得請求日における時価は、取得請求日の直前の５連続取引日（以下本（注１）において「取得価額算

定期間」という。）の株式会社東京証券取引所における普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を

含む。）の平均値（終値のない日数を除く。また、平均値の計算は、円位未満小数第２位まで算出し、その

小数第２位を四捨五入する。）とする。但し、本優先株式を有する株主（以下「本優先株主」という。）

及び当社が請求対象である普通株式の売出しのために金融商品取引業者又は登録金融機関との間で金

融商品取引法に規定する元引受契約を締結した場合（本優先株主及び当社が当該普通株式の外国にお

ける売出しのために外国証券業者との間で金融商品取引法に規定する元引受契約に類する契約を締結

した場合を含む。）、当該元引受契約を締結した旨を当社が公表した日の翌日から当該売出しの受渡日

の前日までの間に本優先株主が普通株式を対価とする取得請求をしたときは、取得価額算定期間は、当

社が当該売出しを決定した旨を公表した日に先立つ120取引日目に始まる連続する20取引日とする。

上記の詳細は、後記（注３）(1)④及び（注３）(2)④を参照。

(3）本優先株式の修正後取得価額は300円を上限とし、下限を30円とする。

上記の詳細は、後記（注３）(1)④及び（注３）(2)④を参照。

(4）当社の決定による本優先株式の全部の取得を可能とする旨の条件はない。

　（注２）　行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に関する事項は以下のとおり。

(1）行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に表示された権利の行使に関する事項についての所有者と

の間の取決めの内容

①　(ｉ)原子力損害賠償支援機構（以下「機構」という。）が保有する議決権割合（潜在株式に係る議決

権を含まないベースで算定される。以下本①において同じ。）を３分の２以上に増加させる場合、又は

(ⅱ)下記②により２分の１未満に減少させた議決権割合を２分の１以上に増加させる場合には、機構

は、当社と協議のうえ、当社と共同で機構法第46条第１項に定める認定特別事業計画の変更手続をと

る（この場合、当社は、機構の判断に従い、認定特別事業計画の変更に係る認定の申請を機構と共同で

行う。）ものとし、当該変更について主務大臣の認定が得られた後に議決権割合を増加させるための

取得請求権を行使すること（但し、機構が普通株式の市場売却等によってその保有する本優先株式を

換価することを目的として、本優先株式について普通株式を対価とする取得請求権を行使する場合に

はこの限りではない。）

②　(ｉ)当社の集中的な経営改革に一定の目途がついたと機構が判断する場合、又は(ⅱ)当社が公募債市

場において自律的に資金調達を実施していると機構が判断する場合には、機構は、Ｂ種優先株式を対

価とするＡ種優先株式の取得請求権の行使等の措置を講じることによって、機構が保有する当社の議

決権割合（潜在株式に係る議決権を含まないベースで算定される。）を２分の１未満に低減させるこ

と

(2）当社の株券の売買に関する事項についての所有者との間の取決めの内容

　本優先株式のいずれも、該当事項はない。

(3）その他投資者の保護を図るため必要な事項

①　単元株式数

　Ａ種優先株式の単元株式数は100株であり、Ｂ種優先株式の単元株式数は10株である。

②　種類株主総会の決議

　当社は、会社法第322条第１項の規定による種類株主総会の決議を要しない旨を定款で定めていない。

③　議決権の有無及びその内容

　当社は、本優先株式とは異なる種類の株式である普通株式を発行している。普通株式及びＡ種優先株式

は株主総会において議決権を有する株式だが、Ｂ種優先株式は、法令に別段の定めのある場合を除き、株

主総会において議決権を有しない。議決権のあるＡ種優先株式（Ｂ種優先株式及び普通株式を対価とす

る取得請求権が付されている。）と議決権のないＢ種優先株式（Ａ種優先株式及び普通株式を対価とす

る取得請求権が付されている。）の２種類を発行する理由は、機構が、議決権付種類株式であるＡ種優先

株式により、総議決権の２分の１超を取得するとともに、追加的に議決権を取得できる転換権付無議決

権種類株式であるＢ種優先株式を引き受けることで、潜在的には総議決権の３分の２超の議決権を確保

するためである。
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　（注３）　株式の内容

(1）Ａ種優先株式の内容

①　剰余金の配当

イ．Ａ種優先期末配当金

　当社は、期末配当金を支払うときは、当該期末配当金に係る基準日の最終の株主名簿に記載又は記

録されたＡ種優先株式を有する株主（以下「Ａ種優先株主」という。）又はＡ種優先株式の登録株

式質権者（以下「Ａ種優先登録株式質権者」という。）に対し、普通株式を有する株主（以下「普

通株主」という。）又は普通株式の登録株式質権者（以下「普通登録株式質権者」という。）に先

立ち、Ａ種優先株式１株につき、Ａ種優先株式１株当たりの払込金額相当額（200円。但し、Ａ種優先

株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれらに類する事由があった場合には、

適切に調整される。）に、下記ロ．に定める配当年率（以下「Ａ種優先配当年率」という。）を乗じ

て算出した額の金銭（円位未満小数第３位まで算出し、その小数第３位を四捨五入する。）（以下

「Ａ種優先配当基準金額」という。）を、剰余金の期末配当として支払う。但し、当該基準日の属す

る事業年度においてＡ種優先株主又はＡ種優先登録株式質権者に対して下記ハ．に定めるＡ種優

先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額を配当する。

ロ．Ａ種優先配当年率

Ａ種優先配当年率＝日本円ＴＩＢＯＲ（12ヶ月物）＋0.25％

　なお、Ａ種優先配当年率は、％未満小数第４位まで算出し、その小数第４位を四捨五入する。上記の

算式において「日本円ＴＩＢＯＲ（12ヶ月物）」とは、各事業年度の初日（但し、当該日が銀行休

業日の場合はその直前の銀行営業日）（以下「Ａ種優先配当年率決定日」という。）の午前11時に

おける日本円12ヶ月物トーキョー・インター・バンク・オファード・レート（日本円ＴＩＢＯ

Ｒ）として全国銀行協会によって公表される数値又はこれに準ずるものと認められるものを指す。

当該日時に日本円ＴＩＢＯＲ（12ヶ月物）が公表されていない場合は、Ａ種優先配当年率決定日

（当該日がロンドンにおける銀行休業日の場合にはその直前のロンドンにおける銀行営業日）に

おいて、ロンドン時間午前11時にReuters3750ページに表示されるロンドン・インター・バンク・

オファード・レート（ユーロ円ＬＩＢＯＲ12ヶ月物（360日ベース））として、英国銀行協会（Ｂ

ＢＡ）によって公表される数値又はこれに準ずるものと認められる数値を、日本円ＴＩＢＯＲ

（12ヶ月物）に代えて用いる。

ハ．Ａ種優先中間配当金

　当社は、中間配当金を支払うときは、当該中間配当金に係る基準日の最終の株主名簿に記載又は記

録されたＡ種優先株主又はＡ種優先登録株式質権者に対し、普通株主又は普通登録株式質権者に先

立ち、Ａ種優先株式１株につき、Ａ種優先配当基準金額の２分の１を限度として、取締役会の決議で

定める額の金銭（以下「Ａ種優先中間配当金」という。）を、剰余金の中間配当金として支払う。

ニ．非累積条項

　ある事業年度においてＡ種優先株主又はＡ種優先登録株式質権者に対して支払うＡ種優先株式１

株当たりの剰余金の配当の額がＡ種優先配当基準金額に達しないときは、そのＡ種優先株式１株当

たりの不足額は翌事業年度以降に累積しない。

ホ．非参加条項

　Ａ種優先株主又はＡ種優先登録株式質権者に対しては、Ａ種優先配当基準金額を超えて剰余金の

配当は行わない。但し、当社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第８号ロ若しくは同

法第760条第７号ロに規定される剰余金の配当又は当社が行う新設分割手続の中で行われる同法第

763条第12号ロ若しくは同法第765条第１項第８号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限

りではない。

ヘ．優先順位

　Ａ種優先株式及びＢ種優先株式の剰余金の配当の支払順位は、同順位とする。

②　残余財産の分配

イ．Ａ種優先残余財産分配金

　当社は、残余財産の分配を行うときは、Ａ種優先株主又はＡ種優先登録株式質権者に対し、普通株

主又は普通登録株式質権者に先立ち、Ａ種優先株式１株につき、Ａ種優先株式１株当たりの払込金

額相当額（但し、Ａ種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれらに類す

る事由があった場合には、適切に調整される。）に、下記ハ．に定める経過Ａ種優先配当金相当額を

加えた額の金銭を支払う。
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ロ．非参加条項

　Ａ種優先株主又はＡ種優先登録株式質権者に対しては、上記イ．のほか残余財産の分配を行わな

い。

ハ．経過Ａ種優先配当金相当額

　経過Ａ種優先配当金相当額は、残余財産の分配が行われる日（以下「分配日」という。）におい

て、分配日の属する事業年度の初日（同日を含む。）から分配日（同日を含む。）までの日数に、Ａ

種優先配当基準金額を乗じて算出した額を365で除して得られる額（円位未満小数第３位まで算出

し、その小数第３位を切上げる。）をいう。但し、分配日の属する事業年度においてＡ種優先株主又

はＡ種優先登録株式質権者に対してＡ種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額と

する。

ニ．優先順位

　Ａ種優先株式及びＢ種優先株式の残余財産の分配の支払順位は、同順位とする。

③　議決権

　Ａ種優先株主は、株主総会において議決権を有する。Ａ種優先株式の１単元の株式数は100株とする。

④　普通株式を対価とする取得請求権

イ．普通株式対価取得請求権

　Ａ種優先株主は、Ａ種優先株式の払込金額の払込が行われた日以降いつでも、法令に従い、当社に

対して、下記ロ．に定める数の普通株式（以下本(1)において「請求対象普通株式」という。）の交

付と引換えに、その有するＡ種優先株式の全部又は一部を取得することを請求することができるも

のとし（以下本(1)において「普通株式対価取得請求」という。）、当社は、当該普通株式対価取得

請求に係るＡ種優先株式を取得するのと引換えに、法令の許容する範囲内において、請求対象普通

株式を、当該Ａ種優先株主に対して交付する。

　但し、本項に基づくＡ種優先株主による普通株式対価取得請求がなされた日（以下本(1)において

「普通株式対価取得請求日」という。）において、剰余授権株式数（以下に定義される。以下本(1)

において同じ。）が請求対象普通株式総数（以下に定義される。以下本(1)において同じ。）を下回

る場合には、(ｉ)各Ａ種優先株主による普通株式対価取得請求に係るＡ種優先株式の数に、(ⅱ)剰

余授権株式数を請求対象普通株式総数で除して得られる数を乗じた数（小数第１位まで算出し、そ

の小数第１位を切り捨てる。また、０を下回る場合は０とする。）のＡ種優先株式のみ、普通株式対

価取得請求の効力が生じるものとし、普通株式対価取得請求の効力が生じるＡ種優先株式以外の普

通株式対価取得請求に係るＡ種優先株式については、普通株式対価取得請求がなされなかったもの

とみなす。なお、当該一部取得を行うにあたり、取得するＡ種優先株式は、抽選、普通株式対価取得請

求がなされたＡ種優先株式の数に応じた比例按分その他当社の取締役会が定める合理的な方法に

よって決定される。

　「剰余授権株式数」とは、(Ｉ)当該普通株式対価取得請求日における当社の発行可能株式総数よ

り、(Ⅱ)(ｉ)当該普通株式対価取得請求日における発行済株式（自己株式（普通株式に限る。）を

除く。）の数及び(ⅱ)当該普通株式対価取得請求日における新株予約権（会社法第236条第１項第

４号の期間の初日が到来していないものを除く。）の新株予約権者が会社法第282条の規定により

取得することとなる株式の数の総数を控除した数をいう。

　「請求対象普通株式総数」とは、Ａ種優先株主が当該普通株式対価取得請求日に普通株式対価取

得請求をしたＡ種優先株式の数に、Ａ種優先株式１株当たりの払込金額相当額（但し、Ａ種優先株

式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれらに類する事由があった場合には、適

切に調整される。）を乗じて得られる額を、当該普通株式対価取得請求日における下記ハ．乃至

ホ．で定める取得価額で除して得られる数（小数第１位まで算出し、その小数第１位を切り上げ

る。）をいう。

ロ．Ａ種優先株式の取得と引換えに交付する普通株式の数

　Ａ種優先株式の取得と引換えに交付する普通株式の数は、普通株式対価取得請求に係るＡ種優先

株式の数にＡ種優先株式１株当たりの払込金額相当額（但し、Ａ種優先株式につき、株式の分割、株

式無償割当て、株式の併合又はこれらに類する事由があった場合には、適切に調整される。）を乗じ

て得られる額を、下記ハ．乃至ホ．で定める取得価額で除して得られる数とする。なお、普通株式対

価取得請求に係るＡ種優先株式の取得と引換えに交付する普通株式の合計数に１株に満たない端

数があるときは、これを切り捨てるものとし、会社法第167条第３項に従い金銭を交付する。

ハ．当初取得価額

　当初取得価額は、200円とする。
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ニ．取得価額の修正

　取得価額は、Ａ種優先株式の払込金額の払込が行われた日の翌日以降、普通株式対価取得請求日に

おける時価（以下に定義される。）の90％に修正される（円位未満小数第２位まで算出し、その小

数第２位を四捨五入する。）（以下本(1)においてかかる修正後の取得価額を「修正後取得価額」

という。）。但し、修正後取得価額が300円（以下本(1)において「上限取得価額」という。）を上回

る場合には、修正後取得価額は上限取得価額とし、修正後取得価額が30円（以下本(1)において「下

限取得価額」という。）を下回る場合には、修正後取得価額は下限取得価額とする。なお、上限取得

価額及び下限取得価額は、下記ホ．の調整を受ける。

　「普通株式対価取得請求日における時価」は、各普通株式対価取得請求日の直前の５連続取引日

（以下本(1)において「取得価額算定期間」という。）の株式会社東京証券取引所における当社の

普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のない日数を除く。また、平

均値の計算は、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。）とする。但し、Ａ

種優先株主及び当社が請求対象普通株式の売出しのために金融商品取引業者又は登録金融機関と

の間で金融商品取引法に規定する元引受契約を締結した場合（Ａ種優先株主及び当社が請求対象

普通株式の外国における売出しのために外国証券業者との間で金融商品取引法に規定する元引受

契約に類する契約を締結した場合を含む。）、当該元引受契約を締結した旨を当社が公表した日の

翌日から当該売出しの受渡日の前日までの間にＡ種優先株主が普通株式対価取得請求をしたとき

は、取得価額算定期間は、当社が当該売出しを決定した旨を公表した日に先立つ120取引日目に始ま

る連続する20取引日とする。なお、取得価額算定期間中に下記ホ．に定める事由が生じた場合、上記

の終値（気配表示を含む。）の平均値は下記ホ．に準じて当社が適当と判断する値に調整される。

ホ．取得価額並びに上限取得価額及び下限取得価額の調整

(a）以下に掲げる事由が発生した場合には、それぞれ以下のとおり取得価額（なお、取得価額が本

ホ．により調整されるのは、取得価額算定期間の最終日における当社の普通株式の普通取引の終

値（気配表示を含む。）が確定してから普通株式対価取得請求がなされるまでの間に、以下に掲

げる事由が発生した場合に限る。）並びに上限取得価額及び下限取得価額を調整する。

ⅰ）普通株式につき株式の分割又は株式無償割当てをする場合、次の算式により取得価額を調整す

る。なお、株式無償割当ての場合には、次の算式における「分割前発行済普通株式数」は「無償

割当て前発行済普通株式数（但し、その時点で当社が保有する普通株式を除く。）」、「分割後

発行済普通株式数」は「無償割当て後発行済普通株式数（但し、その時点で当社が保有する普

通株式を除く。）」とそれぞれ読み替える。

調整後取得価額＝調整前取得価額×
分割前発行済普通株式数

分割後発行済普通株式数

調整後取得価額は、株式の分割に係る基準日又は株式無償割当ての効力が生ずる日（株式無償

割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日）の翌日以降これを適用する。

ⅱ）普通株式につき株式の併合をする場合、株式の併合の効力が生ずる日をもって次の算式によ

り、取得価額を調整する。

調整後取得価額＝調整前取得価額×
併合前発行済普通株式数

併合後発行済普通株式数
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ⅲ）下記(d)に定める普通株式１株当たりの時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行又は当

社が保有する普通株式を処分する場合（株式無償割当ての場合、普通株式の交付と引換えに取

得される株式若しくは新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本ホ．にお

いて同じ。）の取得による場合、普通株式を目的とする新株予約権の行使による場合又は合併、

株式交換若しくは会社分割により普通株式を交付する場合を除く。）、次の算式（以下本(1)に

おいて「取得価額調整式」という。）により取得価額を調整する。調整後取得価額は、払込期日

（払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日）の翌日以降、また株主への割当てに係る

基準日を定めた場合は当該基準日（以下本(1)において「株主割当日」という。）の翌日以降

これを適用する。なお、当社が保有する普通株式を処分する場合には、次の算式における「新た

に発行する普通株式の数」は「処分する当社が保有する普通株式の数」、「当社が保有する普

通株式の数」は「処分前において当社が保有する普通株式の数」とそれぞれ読み替える。

　
（発行済普通株式数

－当社が保有する普

通株式の数）

　

＋

新たに発行する

普通株式の数
×
１株当たり

払込金額

調整後取得価額＝調整前取得価額×

　

普通株式１株当たりの時価

（発行済普通株式数－当社が保有する普通株式の数）

＋新たに発行する普通株式の数

ⅳ）当社に取得をさせることにより又は当社に取得されることにより、下記(d)に定める普通株式

１株当たりの時価を下回る普通株式１株当たりの取得価額をもって普通株式の交付を受ける

ことができる株式を発行又は処分する場合（株式無償割当ての場合を含む。）、かかる株式の

払込期日（払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日。以下本ⅳ）において同じ。）に、

株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日（株式無償割当てに係る基準日を定めた場合

は当該基準日。以下本ⅳ）において同じ。）に、また株主割当日がある場合はその日に、発行又

は処分される株式の全てが当初の条件で取得され普通株式が交付されたものとみなし、取得価

額調整式において「１株当たり払込金額」としてかかる価額を使用して計算される額を、調整

後取得価額とする。調整後取得価額は、払込期日の翌日以降、株式無償割当ての場合にはその効

力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその日の翌日以降、これを適用する。

ⅴ）行使することにより又は当社に取得されることにより、普通株式１株当たりの新株予約権の払

込金額と新株予約権の行使に際して出資される財産の合計額が下記(d)に定める普通株式１株

当たりの時価を下回る価額をもって普通株式の交付を受けることができる新株予約権を発行

する場合（新株予約権無償割当ての場合を含む。）、かかる新株予約権の割当日に、新株予約権

無償割当ての場合にはその効力が生ずる日（新株予約権無償割当てに係る基準日を定めた場

合は当該基準日。以下本ⅴ）において同じ。）に、また株主割当日がある場合はその日に、発行

される新株予約権全てが当初の条件で行使され又は取得されて普通株式が交付されたものと

みなし、取得価額調整式において「１株当たり払込金額」として普通株式１株当たりの新株予

約権の払込金額と新株予約権の行使に際して出資される財産の普通株式１株当たりの価額の

合計額を使用して計算される額を、調整後取得価額とする。調整後取得価額は、かかる新株予約

権の割当日の翌日以降、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、ま

た株主割当日がある場合にはその翌日以降、これを適用する。

(b）上記(a)に掲げた事由によるほか、下記ⅰ）乃至ⅲ）のいずれかに該当する場合には、当社はＡ種

優先株主及びＡ種優先登録株式質権者に対して、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、

調整後取得価額、適用の日及びその他必要な事項を通知したうえ、取得価額の調整を適切に行う。

ⅰ）合併、株式交換、株式交換による他の株式会社の発行済株式の全部の取得、株式移転、吸収分割、

吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部の承継又は

新設分割のために取得価額の調整を必要とするとき。

ⅱ）取得価額を調整すべき事由が２つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の取得価額

の算出に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

ⅲ）その他、発行済普通株式数（但し、当社が保有する普通株式の数を除く。）の変更又は変更の可

能性を生ずる事由の発生によって取得価額の調整を必要とするとき。

(c）取得価額の調整に際して計算が必要な場合は、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位

を四捨五入する。
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(d）取得価額調整式に使用する普通株式１株当たりの時価は、調整後取得価額を適用する日に先立つ

45取引日目に始まる連続する30取引日の株式会社東京証券取引所における当社の普通株式の普

通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のない日数を除く。また、平均値の計算

は、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。）とする。

(e）取得価額の調整に際し計算を行った結果、調整後取得価額と調整前取得価額との差額が１円未満

にとどまるときは、取得価額の調整はこれを行わない。

ヘ．合理的な措置

　上記ハ．乃至ホ．に定める取得価額は、希釈化防止及び異なる種類の株式の株主間の実質的公平

の見地から解釈されるものとし、その算定が困難となる場合又は算定の結果が不合理となる場合に

は、当社の取締役会は、取得価額の適切な調整その他の合理的に必要な措置をとる。

⑤　Ｂ種優先株式を対価とする取得請求権

イ．Ｂ種優先株式対価取得請求権

　Ａ種優先株主は、Ａ種優先株式の払込金額の払込が行われた日以降いつでも、法令に従い、当社に

対して、下記ロ．に定める数のＢ種優先株式（以下「請求対象Ｂ種優先株式」という。）の交付と

引換えに、その有するＡ種優先株式の全部又は一部を取得することを請求することができるものと

し（以下「Ｂ種優先株式対価取得請求」という。）、当社は、当該Ｂ種優先株式対価取得請求に係る

Ａ種優先株式を取得するのと引換えに、法令の許容する範囲内において、請求対象Ｂ種優先株式を、

当該Ａ種優先株主に対して交付する。

ロ．Ａ種優先株式の取得と引換えに交付するＢ種優先株式の数

　Ａ種優先株式の取得と引換えに交付するＢ種優先株式の数は、Ｂ種優先株式対価取得請求に係る

Ａ種優先株式の数に0.1を乗じて得られる数とする。なお、Ｂ種優先株式対価取得請求に係るＡ種優

先株式の取得と引換えに交付するＢ種優先株式の合計数に１株に満たない端数があるときは、これ

を切り捨てるものとし、会社法第167条第３項に従い金銭を交付する。

⑥　株式の併合又は分割、募集株式の割当て等

ⅰ）当社は、株式の分割又は併合を行うときは、普通株式、Ａ種優先株式及びＢ種優先株式の種類ごとに

同時に同一割合でこれを行う。

ⅱ）当社は、株主に募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えるときは、それぞれの場

合に応じて、普通株主には普通株式又は普通株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利

を、Ａ種優先株主にはＡ種優先株式又はＡ種優先株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権

利を、Ｂ種優先株式を有する株主（以下「Ｂ種優先株主」という。）にはＢ種優先株式又はＢ種優

先株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を、それぞれ同時に同一割合で与える。

ⅲ）当社は、株主に株式無償割当て又は新株予約権の無償割当てを行うときは、それぞれの場合に応じ

て、普通株主には普通株式又は普通株式を目的とする新株予約権の無償割当てを、Ａ種優先株主に

はＡ種優先株式又はＡ種優先株式を目的とする新株予約権の無償割当てを、Ｂ種優先株主にはＢ種

優先株式又はＢ種優先株式を目的とする新株予約権の無償割当てを、それぞれ同時に同一割合で行

う。
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(2）Ｂ種優先株式の内容

①　剰余金の配当

イ．Ｂ種優先期末配当金

　当社は、期末配当金を支払うときは、当該期末配当金に係る基準日の最終の株主名簿に記載又は記

録されたＢ種優先株主又はＢ種優先株式の登録株式質権者（以下「Ｂ種優先登録株式質権者」と

いう。）に対し、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、Ｂ種優先株式１株につき、Ｂ種優先株

式１株当たりの払込金額相当額（2,000円。但し、Ｂ種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当

て、株式の併合又はこれらに類する事由があった場合には、適切に調整される。）に、下記ロ．に定

める配当年率（以下「Ｂ種優先配当年率」という。）を乗じて算出した額の金銭（円位未満小数第

３位まで算出し、その小数第３位を四捨五入する。）（以下「Ｂ種優先配当基準金額」という。）

を、剰余金の期末配当として支払う。但し、当該基準日の属する事業年度においてＢ種優先株主又は

Ｂ種優先登録株式質権者に対して下記ハ．に定めるＢ種優先中間配当金を支払ったときは、その額

を控除した額を配当する。

ロ．Ｂ種優先配当年率

Ｂ種優先配当年率＝日本円ＴＩＢＯＲ（12ヶ月物）＋0.5％

　なお、Ｂ種優先配当年率は、％未満小数第４位まで算出し、その小数第４位を四捨五入する。上記の

算式において「日本円ＴＩＢＯＲ（12ヶ月物）」とは、各事業年度の初日（但し、当該日が銀行休

業日の場合はその直前の銀行営業日）（以下「Ｂ種優先配当年率決定日」という。）の午前11時に

おける日本円12ヶ月物トーキョー・インター・バンク・オファード・レート（日本円ＴＩＢＯ

Ｒ）として全国銀行協会によって公表される数値又はこれに準ずるものと認められるものを指す。

当該日時に日本円ＴＩＢＯＲ（12ヶ月物）が公表されていない場合は、Ｂ種優先配当年率決定日

（当該日がロンドンにおける銀行休業日の場合にはその直前のロンドンにおける銀行営業日）に

おいて、ロンドン時間午前11時にReuters3750ページに表示されるロンドン・インター・バンク・

オファード・レート（ユーロ円ＬＩＢＯＲ12ヶ月物（360日ベース））として、英国銀行協会（Ｂ

ＢＡ）によって公表される数値又はこれに準ずるものと認められる数値を、日本円ＴＩＢＯＲ

（12ヶ月物）に代えて用いる。

ハ．Ｂ種優先中間配当金

　当社は、中間配当金を支払うときは、当該中間配当金に係る基準日の最終の株主名簿に記載又は記

録されたＢ種優先株主又はＢ種優先登録株式質権者に対し、普通株主又は普通登録株式質権者に先

立ち、Ｂ種優先株式１株につき、Ｂ種優先配当基準金額の２分の１を限度として、取締役会の決議で

定める額の金銭（以下「Ｂ種優先中間配当金」という。）を、剰余金の中間配当金として支払う。

ニ．非累積条項

　ある事業年度においてＢ種優先株主又はＢ種優先登録株式質権者に対して支払うＢ種優先株式１

株当たりの剰余金の配当の額がＢ種優先配当基準金額に達しないときは、そのＢ種優先株式１株当

たりの不足額は翌事業年度以降に累積しない。

ホ．非参加条項

　Ｂ種優先株主又はＢ種優先登録株式質権者に対しては、Ｂ種優先配当基準金額を超えて剰余金の

配当は行わない。但し、当社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第８号ロ若しくは同

法第760条第７号ロに規定される剰余金の配当又は当社が行う新設分割手続の中で行われる同法第

763条第12号ロ若しくは同法第765条第１項第８号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限

りではない。

ヘ．優先順位

　Ａ種優先株式及びＢ種優先株式の剰余金の配当の支払順位は、同順位とする。

②　残余財産の分配

イ．Ｂ種優先残余財産分配金

　当社は、残余財産の分配を行うときは、Ｂ種優先株主又はＢ種優先登録株式質権者に対し、普通株

主又は普通登録株式質権者に先立ち、Ｂ種優先株式１株につき、Ｂ種優先株式１株当たりの払込金

額相当額（但し、Ｂ種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれらに類す

る事由があった場合には、適切に調整される。）に、下記ハ．に定める経過Ｂ種優先配当金相当額を

加えた額の金銭を支払う。

ロ．非参加条項

　Ｂ種優先株主又はＢ種優先登録株式質権者に対しては、上記イ．のほか残余財産の分配を行わな

い。
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ハ．経過Ｂ種優先配当金相当額

　経過Ｂ種優先配当金相当額は、分配日において、分配日の属する事業年度の初日（同日を含む。）

から分配日（同日を含む。）までの日数に、Ｂ種優先配当基準金額を乗じて算出した額を365で除し

て得られる額（円位未満小数第３位まで算出し、その小数第３位を切上げる。）をいう。但し、分配

日の属する事業年度においてＢ種優先株主又はＢ種優先登録株式質権者に対してＢ種優先中間配

当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。

ニ．優先順位

　Ａ種優先株式及びＢ種優先株式の残余財産の分配の支払順位は、同順位とする。

③　議決権

　Ｂ種優先株主は、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会において議決権を有しない。Ｂ種優先

株式の１単元の株式数は10株とする。

④　普通株式を対価とする取得請求権

イ．普通株式対価取得請求権

　Ｂ種優先株主は、Ｂ種優先株式の払込金額の払込が行われた日以降いつでも、法令に従い、当社に

対して、下記ロ．に定める数の普通株式（以下本(2)において「請求対象普通株式」という。）の交

付と引換えに、その有するＢ種優先株式の全部又は一部を取得することを請求することができるも

のとし（以下本(2)において「普通株式対価取得請求」という。）、当社は、当該普通株式対価取得

請求に係るＢ種優先株式を取得するのと引換えに、法令の許容する範囲内において、請求対象普通

株式を、当該Ｂ種優先株主に対して交付する。

　但し、本項に基づくＢ種優先株主による普通株式対価取得請求がなされた日（以下本(2)において

「普通株式対価取得請求日」という。）において、剰余授権株式数（以下に定義される。以下本(2)

において同じ。）が請求対象普通株式総数（以下に定義される。以下本(2)において同じ。）を下回

る場合には、(ｉ)各Ｂ種優先株主による普通株式対価取得請求に係るＢ種優先株式の数に、(ⅱ)剰

余授権株式数を請求対象普通株式総数で除して得られる数を乗じた数（小数第１位まで算出し、そ

の小数第１位を切り捨てる。また、０を下回る場合は０とする。）のＢ種優先株式のみ、普通株式対

価取得請求の効力が生じるものとし、普通株式対価取得請求の効力が生じるＢ種優先株式以外の普

通株式対価取得請求に係るＢ種優先株式については、普通株式対価取得請求がなされなかったもの

とみなす。なお、当該一部取得を行うにあたり、取得するＢ種優先株式は、抽選、普通株式対価取得請

求がなされたＢ種優先株式の数に応じた比例按分その他当社の取締役会が定める合理的な方法に

よって決定される。

　「剰余授権株式数」とは、(Ｉ)当該普通株式対価取得請求日における当社の発行可能株式総数よ

り、(Ⅱ)(ｉ)当該普通株式対価取得請求日における発行済株式（自己株式（普通株式に限る。）を

除く。）の数及び(ⅱ)当該普通株式対価取得請求日における新株予約権（会社法第236条第１項第

４号の期間の初日が到来していないものを除く。）の新株予約権者が会社法第282条の規定により

取得することとなる株式の数の総数を控除した数をいう。

　「請求対象普通株式総数」とは、Ｂ種優先株主が当該普通株式対価取得請求日に普通株式対価取

得請求をしたＢ種優先株式の数に、Ｂ種優先株式１株当たりの払込金額相当額（但し、Ｂ種優先株

式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれらに類する事由があった場合には、適

切に調整される。）を乗じて得られる額を、当該普通株式対価取得請求日における下記ハ．乃至

ホ．で定める取得価額で除して得られる数（小数第１位まで算出し、その小数第１位を切り上げ

る。）をいう。

ロ．Ｂ種優先株式の取得と引換えに交付する普通株式の数

　Ｂ種優先株式の取得と引換えに交付する普通株式の数は、普通株式対価取得請求に係るＢ種優先

株式の数にＢ種優先株式１株当たりの払込金額相当額（但し、Ｂ種優先株式につき、株式の分割、株

式無償割当て、株式の併合又はこれらに類する事由があった場合には、適切に調整される。）を乗じ

て得られる額を、下記ハ．乃至ホ．で定める取得価額で除して得られる数とする。なお、普通株式対

価取得請求に係るＢ種優先株式の取得と引換えに交付する普通株式の合計数に１株に満たない端

数があるときは、これを切り捨てるものとし、会社法第167条第３項に従い金銭を交付する。

ハ．当初取得価額

　当初取得価額は、200円とする。
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ニ．取得価額の修正

　取得価額は、Ｂ種優先株式の払込金額の払込が行われた日の翌日以降、普通株式対価取得請求日に

おける時価（以下に定義される。）の90％に修正される（円位未満小数第２位まで算出し、その小

数第２位を四捨五入する。）（以下本(2)においてかかる修正後の取得価額を「修正後取得価額」

という。）。但し、修正後取得価額が300円（以下本(2)において「上限取得価額」という。）を上回

る場合には、修正後取得価額は上限取得価額とし、修正後取得価額が30円（以下本(2)において「下

限取得価額」という。）を下回る場合には、修正後取得価額は下限取得価額とする。なお、上限取得

価額及び下限取得価額は、下記ホ．の調整を受ける。

　「普通株式対価取得請求日における時価」は、各普通株式対価取得請求日の直前の５連続取引日

（以下本(2)において「取得価額算定期間」という。）の株式会社東京証券取引所における当社の

普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のない日数を除く。また、平

均値の計算は、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。）とする。但し、Ｂ

種優先株主及び当社が請求対象普通株式の売出しのために金融商品取引業者又は登録金融機関と

の間で金融商品取引法に規定する元引受契約を締結した場合（Ｂ種優先株主及び当社が請求対象

普通株式の外国における売出しのために外国証券業者との間で金融商品取引法に規定する元引受

契約に類する契約を締結した場合を含む。）、当該元引受契約を締結した旨を当社が公表した日の

翌日から当該売出しの受渡日の前日までの間にＢ種優先株主が普通株式対価取得請求をしたとき

は、取得価額算定期間は、当社が当該売出しを決定した旨を公表した日に先立つ120取引日目に始ま

る連続する20取引日とする。なお、取得価額算定期間中に下記ホ．に定める事由が生じた場合、上記

の終値（気配表示を含む。）の平均値は下記ホ．に準じて当社が適当と判断する値に調整される。

ホ．取得価額並びに上限取得価額及び下限取得価額の調整

(a）以下に掲げる事由が発生した場合には、それぞれ以下のとおり取得価額（なお、取得価額が本

ホ．により調整されるのは、取得価額算定期間の最終日における当社の普通株式の普通取引の終

値（気配表示を含む。）が確定してから普通株式対価取得請求がなされるまでの間に、以下に掲

げる事由が発生した場合に限る。）並びに上限取得価額及び下限取得価額を調整する。

ⅰ）普通株式につき株式の分割又は株式無償割当てをする場合、次の算式により取得価額を調整す

る。なお、株式無償割当ての場合には、次の算式における「分割前発行済普通株式数」は「無償

割当て前発行済普通株式数（但し、その時点で当社が保有する普通株式を除く。）」、「分割後

発行済普通株式数」は「無償割当て後発行済普通株式数（但し、その時点で当社が保有する普

通株式を除く。）」とそれぞれ読み替える。

調整後取得価額＝調整前取得価額×
分割前発行済普通株式数

分割後発行済普通株式数

調整後取得価額は、株式の分割に係る基準日又は株式無償割当ての効力が生ずる日（株式無償

割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日）の翌日以降これを適用する。

ⅱ）普通株式につき株式の併合をする場合、株式の併合の効力が生ずる日をもって次の算式によ

り、取得価額を調整する。

調整後取得価額＝調整前取得価額×
併合前発行済普通株式数

併合後発行済普通株式数
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ⅲ）下記(d)に定める普通株式１株当たりの時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行又は当

社が保有する普通株式を処分する場合（株式無償割当ての場合、普通株式の交付と引換えに取

得される株式若しくは新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本ホ．にお

いて同じ。）の取得による場合、普通株式を目的とする新株予約権の行使による場合又は合併、

株式交換若しくは会社分割により普通株式を交付する場合を除く。）、次の算式（以下本(2)に

おいて「取得価額調整式」という。）により取得価額を調整する。調整後取得価額は、払込期日

（払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日）の翌日以降、また株主への割当てに係る

基準日を定めた場合は当該基準日（以下本(2)において「株主割当日」という。）の翌日以降

これを適用する。なお、当社が保有する普通株式を処分する場合には、次の算式における「新た

に発行する普通株式の数」は「処分する当社が保有する普通株式の数」、「当社が保有する普

通株式の数」は「処分前において当社が保有する普通株式の数」とそれぞれ読み替える。

　
（発行済普通株

式数－当社が保

有する普通株式

の数）

＋

新たに発行する

普通株式の数
×１株当たり払込金額

調整後取得価額＝調整前取得価額×

普通株式１株当たりの時価

（発行済普通株式数－当社が保有する普通株式の数）

＋新たに発行する普通株式の数

ⅳ）当社に取得をさせることにより又は当社に取得されることにより、下記(d)に定める普通株式

１株当たりの時価を下回る普通株式１株当たりの取得価額をもって普通株式の交付を受ける

ことができる株式を発行又は処分する場合（株式無償割当ての場合を含む。）、かかる株式の

払込期日（払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日。以下本ⅳ）において同じ。）に、

株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日（株式無償割当てに係る基準日を定めた場合

は当該基準日。以下本ⅳ）において同じ。）に、また株主割当日がある場合はその日に、発行又

は処分される株式の全てが当初の条件で取得され普通株式が交付されたものとみなし、取得価

額調整式において「１株当たり払込金額」としてかかる価額を使用して計算される額を、調整

後取得価額とする。調整後取得価額は、払込期日の翌日以降、株式無償割当ての場合にはその効

力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその日の翌日以降、これを適用する。

ⅴ）行使することにより又は当社に取得されることにより、普通株式１株当たりの新株予約権の払

込金額と新株予約権の行使に際して出資される財産の合計額が下記(d)に定める普通株式１株

当たりの時価を下回る価額をもって普通株式の交付を受けることができる新株予約権を発行

する場合（新株予約権無償割当ての場合を含む。）、かかる新株予約権の割当日に、新株予約権

無償割当ての場合にはその効力が生ずる日（新株予約権無償割当てに係る基準日を定めた場

合は当該基準日。以下本ⅴ）において同じ。）に、また株主割当日がある場合はその日に、発行

される新株予約権全てが当初の条件で行使され又は取得されて普通株式が交付されたものと

みなし、取得価額調整式において「１株当たり払込金額」として普通株式１株当たりの新株予

約権の払込金額と新株予約権の行使に際して出資される財産の普通株式１株当たりの価額の

合計額を使用して計算される額を、調整後取得価額とする。調整後取得価額は、かかる新株予約

権の割当日の翌日以降、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、ま

た株主割当日がある場合にはその翌日以降、これを適用する。

(b）上記(a)に掲げた事由によるほか、下記ⅰ）乃至ⅲ）のいずれかに該当する場合には、当社はＢ種

優先株主及びＢ種優先登録株式質権者に対して、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、

調整後取得価額、適用の日及びその他必要な事項を通知したうえ、取得価額の調整を適切に行う。

ⅰ）合併、株式交換、株式交換による他の株式会社の発行済株式の全部の取得、株式移転、吸収分割、

吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部の承継又は

新設分割のために取得価額の調整を必要とするとき。

ⅱ）取得価額を調整すべき事由が２つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の取得価額

の算出に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

ⅲ）その他、発行済普通株式数（但し、当社が保有する普通株式の数を除く。）の変更又は変更の可

能性を生ずる事由の発生によって取得価額の調整を必要とするとき。

(c）取得価額の調整に際して計算が必要な場合は、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位

を四捨五入する。
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(d）取得価額調整式に使用する普通株式１株当たりの時価は、調整後取得価額を適用する日に先立つ

45取引日目に始まる連続する30取引日の株式会社東京証券取引所における当社の普通株式の普

通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のない日数を除く。また、平均値の計算

は、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。）とする。

(e）取得価額の調整に際し計算を行った結果、調整後取得価額と調整前取得価額との差額が１円未満

にとどまるときは、取得価額の調整はこれを行わない。

ヘ．合理的な措置

　上記ハ．乃至ホ．に定める取得価額は、希釈化防止及び異なる種類の株式の株主間の実質的公平

の見地から解釈されるものとし、その算定が困難となる場合又は算定の結果が不合理となる場合に

は、当社の取締役会は、取得価額の適切な調整その他の合理的に必要な措置をとる。

⑤　Ａ種優先株式を対価とする取得請求権

イ．Ａ種優先株式対価取得請求権

　Ｂ種優先株主は、Ｂ種優先株式の払込金額の払込が行われた日以降いつでも、法令に従い、当社に

対して、下記ロ．に定める数のＡ種優先株式（以下「請求対象Ａ種優先株式」という。）の交付と

引換えに、その有するＢ種優先株式の全部又は一部を取得することを請求することができるものと

し（以下「Ａ種優先株式対価取得請求」という。）、当社は、当該Ａ種優先株式対価取得請求に係る

Ｂ種優先株式を取得するのと引換えに、法令の許容する範囲内において、請求対象Ａ種優先株式を、

当該Ｂ種優先株主に対して交付する。

ロ．Ｂ種優先株式の取得と引換えに交付するＡ種優先株式の数

　Ｂ種優先株式の取得と引換えに交付するＡ種優先株式の数は、Ａ種優先株式対価取得請求に係る

Ｂ種優先株式の数に10を乗じて得られる数とする。

⑥　株式の併合又は分割、募集株式の割当て等

ⅰ）当社は、株式の分割又は併合を行うときは、普通株式、Ａ種優先株式及びＢ種優先株式の種類ごとに

同時に同一割合でこれを行う。

ⅱ）当社は、株主に募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えるときは、それぞれの場

合に応じて、普通株主には普通株式又は普通株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利

を、Ａ種優先株主にはＡ種優先株式又はＡ種優先株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権

利を、Ｂ種優先株主にはＢ種優先株式又はＢ種優先株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける

権利を、それぞれ同時に同一割合で与える。

ⅲ）当社は、株主に株式無償割当て又は新株予約権の無償割当てを行うときは、それぞれの場合に応じ

て、普通株主には普通株式又は普通株式を目的とする新株予約権の無償割当てを、Ａ種優先株主に

はＡ種優先株式又はＡ種優先株式を目的とする新株予約権の無償割当てを、Ｂ種優先株主にはＢ種

優先株式又はＢ種優先株式を目的とする新株予約権の無償割当てを、それぞれ同時に同一割合で行

う。

　

(2) 【新株予約権等の状況】

　該当事項なし。
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(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

①　Ａ種優先株式

　
第４四半期会計期間

（平成25年１月１日から
平成25年３月31日まで）

第89期
（平成24年４月１日から
平成25年３月31日まで）

当該期間に権利行使された当該行使価

額修正条項付新株予約権付社債券等の

数（個）

－ －

当該期間の権利行使に係る交付株式数

（株）
－ －

当該期間の権利行使に係る平均行使価

額等（円）
－ －

当該期間の権利行使に係る資金調達額

（百万円）
－ －

当該期間の末日における権利行使され

た当該行使価額修正条項付新株予約権

付社債券等の数の累計（個）

－ －

当該期間の末日における当該行使価額

修正条項付新株予約権付社債券等に係

る累計の交付株式数（株）

－ －

当該期間の末日における当該行使価額

修正条項付新株予約権付社債券等に係

る累計の平均行使価額等（円）

－ －

当該期間の末日における当該行使価額

修正条項付新株予約権付社債券等に係

る累計の資金調達額（百万円）

－ －

　

②　Ｂ種優先株式

　
第４四半期会計期間

（平成25年１月１日から
平成25年３月31日まで）

第89期
（平成24年４月１日から
平成25年３月31日まで）

当該期間に権利行使された当該行使価

額修正条項付新株予約権付社債券等の

数（個）

－ －

当該期間の権利行使に係る交付株式数

（株）
－ －

当該期間の権利行使に係る平均行使価

額等（円）
－ －

当該期間の権利行使に係る資金調達額

（百万円）
－ －

当該期間の末日における権利行使され

た当該行使価額修正条項付新株予約権

付社債券等の数の累計（個）

－ －

当該期間の末日における当該行使価額

修正条項付新株予約権付社債券等に係

る累計の交付株式数（株）

－ －

当該期間の末日における当該行使価額

修正条項付新株予約権付社債券等に係

る累計の平均行使価額等（円）

－ －

当該期間の末日における当該行使価額

修正条項付新株予約権付社債券等に係

る累計の資金調達額（百万円）

－ －

　

(4) 【ライツプランの内容】

　該当事項なし。
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(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
（千株）

発行済株式
総数残高
（千株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金
増減額
（百万円）

資本準備金残高
（百万円）

平成22年10月19日

（注）１
227,6301,580,497201,111877,545201,111 220,125

平成22年11月１日

（注）２
26,5201,607,01723,430 900,975 23,430 243,555

平成24年７月31日

（注）３
1,940,0003,547,017500,0001,400,975500,000 743,555

　（注）１．一般募集

発行価格　　　　　　1,843円

発行価額（払込金額）1,767円、総額402,222百万円

資本組入額　　　　 883.50円、総額201,111百万円

２．第三者割当（オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資）

発行価額（払込金額）1,767円、総額46,860百万円

資本組入額　　　　 883.50円、総額23,430百万円

割当先　　　　　　　野村證券㈱

３．第三者割当

Ａ種優先株式　発行価格（払込金額）200円、総額320,000百万円

資本組入額　　　　　100円、総額160,000百万円

割当先　　　　　　　原子力損害賠償支援機構

Ｂ種優先株式　発行価格（払込金額）2,000円、総額680,000百万円

資本組入額　　　　　1,000円、総額340,000百万円

割当先　　　　　　　原子力損害賠償支援機構
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(6) 【所有者別状況】

①　普通株式

 平成25年３月31日現在

区分

株式の状況（１単元の株式数100株） 単元未満株
式の状況
（株）

政府及び地
方公共団体

金融機関
金融商品取
引業者

その他の
法人

外国法人等
個人その他 計

個人以外 個人

株主数（人） 31 96 67 3,472 513 405 660,388664,972－
所有株式数
（単元）

434,0072,947,000369,402700,2512,684,0157,6788,860,14416,002,4976,767,831

所有株式数の
割合（％）

2.71 18.41 2.31 4.38 16.77 0.05 55.37 100.00－

（注）１．自己株式2,981,237株は、「個人その他」に29,811単元、「単元未満株式の状況」に137株含まれている。

なお、自己株式2,981,237株は株主名簿記載上の株式数であり、期末日現在の実質的な所有株式数は

2,980,167株である。

２．「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」には、証券保管振替機構名義の株式が、それぞれ146単元及び

13株含まれている。

　

②　Ａ種優先株式

　 平成25年３月31日現在

区分

株式の状況（１単元の株式数100株） 単元未満株
式の状況
（株）

政府及び地
方公共団体

金融機関
金融商品取
引業者

その他の
法人

外国法人等
個人その他 計

個人以外 個人
株主数（人） － － － 1 － － － 1 －
所有株式数
（単元）

－ － － 16,000,000－ － － 16,000,000－

所有株式数の
割合（％）

－ － － 100.00 － － － 100.00－

　

③　Ｂ種優先株式

　 平成25年３月31日現在

区分

株式の状況（１単元の株式数10株） 単元未満株
式の状況
（株）

政府及び地
方公共団体

金融機関
金融商品取
引業者

その他の
法人

外国法人等
個人その他 計

個人以外 個人
株主数（人） － － － 1 － － － 1 －
所有株式数
（単元）

－ － － 34,000,000－ － － 34,000,000－

所有株式数の
割合（％）

－ － － 100.00 － － － 100.00－

　

EDINET提出書類

東京電力株式会社(E04498)

有価証券報告書

 49/166



(7) 【大株主の状況】

 平成25年３月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

原子力損害賠償支援機構 東京都港区虎ノ門２丁目２番５号 1,940,000 54.69
東京電力従業員持株会 東京都千代田区内幸町１丁目１番３号 49,670 1.40
東京都 東京都新宿区西新宿２丁目８番１号 42,676 1.20
株式会社三井住友銀行 東京都千代田区丸の内１丁目１番２号 35,927 1.01
日本マスタートラスト信託銀
行株式会社（信託口）

東京都港区浜松町２丁目11番３号 33,184 0.94

日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内１丁目６番６号 26,400 0.74
株式会社みずほコーポレート
銀行

東京都千代田区丸の内１丁目３番３号 23,791 0.67

日本トラスティ・サービス信
託銀行株式会社（信託口）

東京都中央区晴海１丁目８番11号 22,667 0.64

SSBT OD05 OMNIBUS
ACCOUNT-TREATY CLIENTS
（常任代理人　香港上海銀行　
東京支店）

338 PITT STREET SYDNEY NSW 2000
AUSTRALIA
（東京都中央区日本橋３丁目11番１号）

15,657 0.44

日本トラスティ・サービス信
託銀行株式会社（信託口１）

東京都中央区晴海１丁目８番11号 15,182 0.43

計 － 2,205,157 62.17

　

　なお、所有株式に係る議決権の個数の多い順上位10名は、以下のとおりである。

　 平成25年３月31日現在

氏名又は名称 住所
所有議決権数
（個）

総株主の議決権に
対する所有議決権
数の割合（％）

原子力損害賠償支援機構 東京都港区虎ノ門２丁目２番５号 16,000,000 50.10
東京電力従業員持株会 東京都千代田区内幸町１丁目１番３号 496,705 1.56
東京都 東京都新宿区西新宿２丁目８番１号 426,767 1.34
株式会社三井住友銀行 東京都千代田区丸の内１丁目１番２号 359,275 1.13
日本マスタートラスト信託銀
行株式会社（信託口）

東京都港区浜松町２丁目11番３号 331,842 1.04

日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内１丁目６番６号 264,005 0.83
株式会社みずほコーポレート
銀行

東京都千代田区丸の内１丁目３番３号 237,911 0.74

日本トラスティ・サービス信
託銀行株式会社（信託口）

東京都中央区晴海１丁目８番11号 226,670 0.71

SSBT OD05 OMNIBUS
ACCOUNT-TREATY CLIENTS
（常任代理人　香港上海銀行　
東京支店）

338 PITT STREET SYDNEY NSW 2000
AUSTRALIA
（東京都中央区日本橋３丁目11番１号）

156,571 0.49

日本トラスティ・サービス信
託銀行株式会社（信託口１）

東京都中央区晴海１丁目８番11号 151,824 0.48

計 － 18,651,570 58.40

　（注）　前事業年度末において主要株主でなかった原子力損害賠償支援機構は、当事業年度末現在では主要株主となって

いる。
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(8) 【議決権の状況】

①【発行済株式】

 平成25年３月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式
Ｂ種優先株式

　340,000,000
－

「１(1)②発行済
株式」の記載を参
照

議決権制限株式（自己株式等） － － －
議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）

（自己保有株式）
普通株式　2,980,100

－ －
（相互保有株式）

普通株式　3,719,300

完全議決権株式（その他）

普通株式
1,593,550,300

15,935,503 －

Ａ種優先株式
1,600,000,000　

16,000,000
「１(1)②発行済
株式」の記載を参
照

単元未満株式 普通株式　6,767,831 －
１単元（100株）
未満の株式

発行済株式総数 3,547,017,351 － －
総株主の議決権 － 31,935,503 －

（注）　「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が14,600株含まれている。

また、「議決権の数」欄に、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数146個が含まれている。

②【自己株式等】

 平成25年３月31日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合

（％）

東京電力株式会社
東京都千代田区内幸
町１丁目１番３号

2,980,100 － 2,980,100 0.08

株式会社関電工
東京都港区芝浦４丁
目８番33号

2,369,800 － 2,369,800 0.07

株式会社東京エネシス
東京都港区新橋６丁
目９番７号

1,349,500 － 1,349,500 0.04

計 － 6,699,400 － 6,699,400 0.19

（注）　上記のほか、株主名簿上は当社名義となっているが、実質的に所有していない株式が1,000株（議決権の数

10個）ある。

なお、当該株式は上記「発行済株式」の「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式に含まれている。

(9) 【ストックオプション制度の内容】

　該当事項なし。
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２【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】　会社法第155条第７号に該当する普通株式の取得

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

　該当事項なし。

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

　該当事項なし。

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分 株式数（株） 価額の総額（円）

当事業年度における取得自己株式 34,644 5,867,845

当期間における取得自己株式 6,691 3,101,907

（注）　「当期間における取得自己株式」には、平成25年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株

式の買取りによる株式は含まれていない。

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分
当事業年度 当期間

株式数（株）
処分価額の総額
（円）

株式数（株）
処分価額の総額
（円）

引き受ける者の募集を行った取得自己株式 － － － －

消却の処分を行った取得自己株式 － － － －

合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得

自己株式
－ － － －

その他

（単元未満株式の買増請求による売渡）
3,920 647,525 633 328,152

保有自己株式数 2,980,167 － 2,986,225 －

（注）１．当期間における「その他（単元未満株式の買増請求による売渡）」には、平成25年６月１日からこの有価

証券報告書提出日までの単元未満株式の買増しによる株式は含まれていない。

２．当期間における「保有自己株式」には、平成25年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満

株式の買取り及び買増しによる株式は含まれていない。
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３【配当政策】

　当社では、株主のみなさまに対する利益配分を経営の最重要課題の一つと認識しているが、東北地方太平洋沖地

震以降の極めて厳しい経営環境及び収支状況に鑑み、現在は配当の基本方針を取り下げている。新しい基本方針

は、今後の状況に応じ改めて検討する。また、当社は、取締役会の決議により中間配当金を支払うことができる旨

を定款に定めており、剰余金の配当は中間配当金と期末配当金の年２回を基本的な方針とし、これらの決定機関

は、中間配当金は取締役会、期末配当金は株主総会である。

　当年度の業績については、原子力発電の減少や燃料価格の上昇などにより燃料費が増加したことなどから経常

損失となったことに加え、また、原子力損害賠償支援機構資金交付金などの特別利益を計上したものの、原子力損

害賠償費などの特別損失を計上したことなどから、大幅な当期純損失となった。そのため、当期の配当については

見送ることとした。

　次期の配当についても、引き続き厳しい経営環境等が見込まれることから、中間、期末とも見送る予定としてい

る。

　

４【株価の推移】

(1) 【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】

①　普通株式

回次 第85期 第86期 第87期 第88期 第89期
決算年月 平成21年３月 平成22年３月 平成23年３月 平成24年３月 平成25年３月

最高（円） 3,280 2,540 2,499 643 258

最低（円） 2,215 2,085 461 148 120

（注）　東京証券取引所（市場第一部）の株価による。

　

②　Ａ種優先株式及びＢ種優先株式

　Ａ種優先株式及びＢ種優先株式は非上場であるため、該当事項なし。

　

(2) 【最近６月間の月別最高・最低株価】

①　普通株式

月別 平成24年10月 11月 12月 平成25年１月 ２月 ３月

最高（円） 141 137 258 250 220 256

最低（円） 124 120 129 201 182 207

（注）　東京証券取引所（市場第一部）の株価による。

　

②　Ａ種優先株式及びＢ種優先株式

　Ａ種優先株式及びＢ種優先株式は非上場であるため、該当事項なし。
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５【役員の状況】

(1) 取締役

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（株）

取締役会長

監査委員会委員長

指名委員会委員

報酬委員会委員

下河邉　和彦 昭和22年12月12日生

昭和49年４月弁護士（現）

(注)２
普通株式

0

平成19年４月東京弁護士会会長・日本弁護

士連合会副会長

平成23年５月東京電力に関する経営・財務

調査委員会委員長

平成23年10月原子力損害賠償支援機構運営

委員長

平成24年６月当社取締役会長（現）

取締役 指名委員会委員 廣瀬　直己 昭和28年２月１日生

昭和51年４月当社入社

(注)２
普通株式

15,042

平成19年６月当社執行役員販売営業本部副

本部長

平成20年６月当社執行役員神奈川支店長

平成22年６月当社常務取締役

平成23年３月当社常務取締役福島原子力被

災者支援対策本部副本部長

平成24年６月当社取締役、代表執行役社長

平成24年９月当社取締役、代表執行役社長

原子力改革特別タスクフォー

ス長

平成25年４月当社取締役、代表執行役社長

原子力改革特別タスクフォー

ス長兼ソーシャル・コミュニ

ケーション室長

平成25年５月当社取締役、代表執行役社長

原子力改革特別タスクフォー

ス長兼ソーシャル・コミュニ

ケーション室長兼新成長タス

クフォース長

平成25年６月当社取締役、代表執行役社長

経営改革本部長兼原子力改革

特別タスクフォース長兼ソー

シャル・コミュニケーション

室長兼新成長タスクフォース

長（現）

取締役 　 山口　博 昭和26年２月15日生

昭和50年４月当社入社

(注)２
普通株式

24,059

平成18年６月当社執行役員電力流通本部副

本部長

平成19年６月当社常務取締役電力流通本部

副本部長

平成24年６月当社取締役、代表執行役副社

長電力流通本部長

平成25年４月当社取締役、代表執行役副社

長技術開発本部長

平成25年６月当社取締役、代表執行役副社

長（現）
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（株）

取締役　 　 相澤　善吾 昭和27年１月28日生

昭和50年４月当社入社

(注)２
普通株式

15,512

平成19年６月当社執行役員火力部長

平成20年６月当社常務取締役

平成23年６月当社代表取締役副社長原子力

・立地本部長

平成24年６月当社代表執行役副社長原子力

・立地本部長

平成24年９月当社代表執行役副社長原子力

改革特別タスクフォース長代

理兼原子力・立地本部長

平成25年６月当社取締役、代表執行役副社

長原子力改革特別タスク

フォース長代理兼原子力・立

地本部長（現）

取締役 指名委員会委員 嶋田　隆 昭和35年３月20日生

昭和57年４月通商産業省（現経済産業省）

入省

(注)２
普通株式

0

平成19年10月経済産業省大臣官房総務課長

平成20年７月経済産業省大臣官房政策評価

審議官

平成20年８月経済財政政策担当大臣政務秘

書官

平成21年２月財務大臣、金融担当大臣秘書

官

平成21年９月経済産業省経済産業研修所長

平成22年７月経済産業省通商政策局通商機

構部長

平成23年１月経済財政政策担当大臣政務秘

書官

平成23年９月原子力損害賠償支援機構理事

兼事務局長

平成24年６月原子力損害賠償支援機構連絡

調整室長（現）

平成24年６月当社取締役、執行役会長補佐

兼経営改革本部事務局長（共

同）（現）

取締役 監査委員会委員 内藤　義博 昭和25年７月22日生

昭和49年４月当社入社

(注)２
普通株式

23,642

平成18年６月当社執行役員千葉支店長

平成20年６月当社常務取締役

平成24年６月当社取締役、代表執行役副社

長福島原子力被災者支援対策

本部長

平成25年１月当社取締役、代表執行役副社

長福島本部副本部長兼原子力

・立地本部副本部長

平成25年６月当社取締役（現）
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（株）

取締役 指名委員会委員長 數土　文夫 昭和16年３月３日生

昭和39年４月川崎製鉄株式会社（現ジェイ

　エフ　イー　スチール株式会

社）入社

(注)２
普通株式

0

平成17年４月ジェイ　エフ　イー　ホール

ディングス株式会社代表取締

役社長

平成22年４月ジェイ　エフ　イー　ホール

ディングス株式会社取締役

平成22年６月ジェイ　エフ　イー　ホール

ディングス株式会社相談役

（現）

平成23年４月日本放送協会経営委員会委員

長

平成24年６月当社取締役（現）

取締役 報酬委員会委員長 能見　公一 昭和20年10月24日生

昭和44年４月農林中央金庫入庫

(注)２
普通株式

12,754

平成14年６月農林中央金庫専務理事

平成16年６月農林中金全共連アセットマネ

ジメント株式会社代表取締役

社長

平成18年６月株式会社あおぞら銀行取締役

副会長

平成18年９月株式会社あおぞら銀行代表取

締役副会長

平成19年２月株式会社あおぞら銀行代表取

締役会長兼ＣＥＯ

平成20年７月一橋大学大学院国際企業戦略

研究科客員教授

平成21年７月株式会社産業革新機構代表取

締役社長（現）

平成24年６月当社取締役（現）

取締役 指名委員会委員 小林　喜光 昭和21年11月18日生

昭和49年12月三菱化成工業株式会社（現三

菱化学株式会社）入社

(注)２
普通株式

11,972

平成19年４月株式会社三菱ケミカルホール

ディングス代表取締役社長

（現）

平成19年４月三菱化学株式会社代表取締役

社長

平成21年４月株式会社地球快適化インス

ティテュート代表取締役社長

（現）

平成24年４月三菱化学株式会社取締役会長

（現）

平成24年６月当社取締役（現）
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（株）

取締役 監査委員会委員 樫谷　隆夫 昭和23年11月７日生

昭和50年３月公認会計士（現）

(注)２
普通株式

13,224

昭和61年１月センチュリー監査法人（現新

日本有限責任監査法人）代表

社員

昭和61年４月東京エグゼクティブ株式会社

（現株式会社ブレイン・コ

ア）代表取締役社長（現）

平成元年３月 東京フロンティア株式会社

（現株式会社エフ・ピーブレ

イン）代表取締役社長（現）

平成元年７月 日本公認会計士協会理事

平成19年８月日本公認会計士協会常務理事

平成24年６月当社取締役（現）

取締役 報酬委員会委員 藤森　義明 昭和26年７月３日生

昭和50年４月日商岩井株式会社（現双日株

式会社）入社

(注)２
普通株式

11,872

昭和61年10月日本ゼネラル・エレクトリッ

ク株式会社（現日本ＧＥ株式

会社。以下同じ）入社

平成13年５月ゼネラル・エレクトリック・

カンパニー　シニア・バイス

・プレジデント

平成20年10月日本ゼネラル・エレクトリッ

ク株式会社代表取締役会長兼

社長兼ＣＥＯ

平成23年３月日本ＧＥ株式会社代表取締役

会長

平成23年６月株式会社住生活グループ（現

株式会社ＬＩＸＩＬグルー

プ。以下同じ）取締役

平成23年６月株式会社ＬＩＸＩＬ取締役

平成23年８月株式会社住生活グループ取締

役代表執行役社長兼ＣＥＯ

（現）

平成23年８月株式会社ＬＩＸＩＬ代表取締

役社長兼ＣＥＯ（現）

平成24年６月当社取締役（現）

　 　 　 　 計  128,077

　（注）１．取締役　下河邉　和彦、同　數土　文夫、同　能見　公一、同　小林　喜光、同　樫谷　隆夫及び同　藤森　義明は、社外取

締役である。

２．平成25年６月26日から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時ま

で。
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(2) 執行役

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（株）

代表執行役

社長

経営改革本部長兼

原子力改革特別タ

スクフォース長兼

ソーシャル・コ

ミュニケーション

室長兼新成長タス

クフォース長

廣瀬　直己
(1) 取締役に記載し

ている
同左 (注)１

普通株式

15,042

代表執行役

副社長
　 山口　博

(1) 取締役に記載し

ている
同左 (注)１

普通株式

24,059

代表執行役

副社長

原子力改革特別タ

スクフォース長代

理兼原子力・立地

本部長

相澤　善吾
(1) 取締役に記載し

ている
同左 (注)１

普通株式

15,512

代表執行役

副社長

福島復興本社代表

兼福島本部長兼原

子力・立地本部副

本部長

石崎　芳行 昭和28年８月８日生

昭和52年４月当社入社

(注)１
普通株式

19,898

平成19年６月当社執行役員原子力・立地本

部福島第二原子力発電所長

平成22年６月当社執行役員原子力・立地本

部副本部長兼立地地域部長

平成23年６月当社執行役員福島原子力被災

者支援対策本部副本部長兼原

子力・立地本部副本部長兼立

地地域部長

平成24年６月当社常務執行役福島原子力被

災者支援対策本部副本部長兼

原子力・立地本部副本部長

平成24年11月当社代表執行役副社長福島原

子力被災者支援対策本部副本

部長兼福島復興本社設立準備

担当兼原子力・立地本部副本

部長

平成25年１月当社代表執行役副社長福島復

興本社代表兼福島本部長兼原

子力・立地本部副本部長

（現）

常務執行役

フュエル＆パワー

・カンパニー・プ

レジデント

佐野　敏弘 昭和27年９月10日生

昭和52年４月当社入社

(注)１
普通株式

7,605

平成17年６月当社火力エンジニアリングセ

ンター所長

平成20年６月当社火力部長

平成21年６月当社執行役員火力部長

平成23年６月当社常務取締役技術開発本部

長

平成24年６月当社常務執行役

平成25年４月当社常務執行役フュエル＆パ

ワー・カンパニー・プレジデ

ント（現）
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（株）

常務執行役
経営改革本部事務

局長（共同）
村松　衛 昭和30年８月19日生

昭和53年４月当社入社

(注)１
普通株式

8,870

平成17年６月当社企画部電気事業連合会事

務局派遣

平成20年６月当社執行役員企画部長

平成24年６月当社常務執行役経営改革本部

事務局長（共同）（現）

常務執行役

福島本部副本部長

兼原子力・立地本

部副本部長

新妻　常正 昭和29年８月25日生

昭和53年４月当社入社

(注)１
普通株式

4,346

平成19年７月当社立地地域部（地区担当）

平成20年６月当社猪苗代電力所長

平成23年６月当社理事福島原子力被災者支

援対策本部副本部長（福島駐

在）

平成24年６月当社常務執行役福島原子力被

災者支援対策本部副本部長

（福島駐在）兼原子力・立地

本部副本部長

平成24年11月当社常務執行役福島原子力被

災者支援対策本部副本部長

（福島駐在）兼福島復興本社

設立準備担当兼原子力・立地

本部副本部長

平成25年１月当社常務執行役福島本部副本

部長兼原子力・立地本部副本

部長（現）

常務執行役

パワーグリッド・

カンパニー・プレ

ジデント

武部　俊郎 昭和31年９月16日生

昭和54年４月当社入社

(注)１
普通株式

14,986

平成18年６月当社工務部長

平成21年６月当社執行役員工務部長

平成22年６月当社執行役員栃木支店長

平成24年６月当社常務執行役技術開発本部

長兼電力流通本部副本部長

平成25年４月当社常務執行役パワーグリッ

ド・カンパニー・プレジデン

ト（現）

常務執行役

福島本部副本部長

兼原子力・立地本

部副本部長

増田　祐治 昭和32年３月16日生

昭和54年４月当社入社

(注)１
普通株式

8,620

平成19年６月当社総務部長

平成21年６月当社執行役員総務部長

平成22年６月当社執行役員東京支店長

平成24年６月当社常務執行役

平成25年１月当社常務執行役福島本部副本

部長

平成25年６月当社常務執行役福島本部副本

部長兼原子力・立地本部副本

部長
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（株）

常務執行役

カスタマーサービ

ス・カンパニー・

プレジデント

山崎　剛 昭和31年５月10日生

昭和55年４月当社入社

(注)１
普通株式

3,233

平成16年６月当社事業開発部東電タウンプ

ランニング株式会社出向

平成22年６月当社事業開発部ハウスプラス

住宅保証株式会社出向

平成22年12月当社グループ事業推進部ハウ

スプラス住宅保証株式会社出

向

平成23年６月当社グループ事業部ハウスプ

ラス住宅保証株式会社出向

平成25年４月当社常務執行役カスタマー

サービス・カンパニー・プレ

ジデント（現）

常務執行役 　 住吉　克之 昭和31年11月２日生

昭和55年４月当社入社

(注)１
普通株式

5,045

平成19年７月当社経理部部長代理

平成21年６月当社経理部長

平成24年６月当社執行役員経理部長

平成25年６月当社常務執行役（現）

常務執行役

原子力改革特別タ

スクフォース事務

局長兼原子力・立

地本部副本部長

姉川　尚史 昭和32年４月11日生

昭和58年４月当社入社

(注)１
普通株式

2,702

平成16年10月当社技術開発研究所電動推進

グループマネージャー

平成23年７月当社原子力設備管理部部長代

理兼技術開発研究所

平成23年12月当社原子力設備管理部長兼技

術開発研究所

平成24年９月当社原子力設備管理部長兼技

術開発研究所兼原子力改革特

別タスクフォース事務局長

平成25年６月当社常務執行役原子力改革特

別タスクフォース事務局長兼

原子力・立地本部副本部長

（現）

常務執行役 グループ事業担当 壹岐　素巳 昭和33年２月６日生

昭和56年４月当社入社

(注)１
普通株式

537

平成17年７月当社多摩支店八王子支社長

平成20年６月当社企画部総括調整グループ

マネージャー

平成21年６月当社企画部総括調整グループ

マネージャー兼企画グループ

マネージャー兼労務人事部

平成21年７月当社企画部総括調整グループ

マネージャー

平成23年10月当社グループ事業部長

平成25年６月当社常務執行役グループ事業

担当（現）

執行役

会長補佐兼経営改

革本部事務局長

（共同）

嶋田　隆
(1) 取締役に記載し

ている
同左 (注)１

普通株式

0

　 　 　 　 計  130,455
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　（注）１．平成25年６月26日から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結後最初に

招集される取締役会の終結の時まで。

２．当社は、業務執行の迅速性・効率性を高めるため、執行役員制度を導入している。執行役員は以下のとおりで

ある。

矢野　正吾 技術統括部長 原　英雄 パワーグリッド・カンパニー・バ

イスプレジデント

山田　敏雄 東京支店長 内藤　淳一 パワーグリッド・カンパニー・バ

イスプレジデント

横村　忠幸 原子力・立地本部柏崎刈羽原子力

発電所長

鈴木　紀臣 経営改革本部

久玉　敏郎 海外事業総括 伊藤　眞一 原子力・立地本部立地地域部長兼

福島本部

関　浩一 茨城支店長 石田　昌幸 フュエル＆パワー・カンパニー・

バイスプレジデント兼原子力品質

監査部長

村田　千春 カスタマーサービス・カンパニー

・バイスプレジデント

中村　直 フュエル＆パワー・カンパニー・

バイスプレジデント

山本　竜太郎 パワーグリッド・カンパニー・バ

イスプレジデント

可児　行夫 フュエル＆パワー・カンパニー・

バイスプレジデント兼ＰＥウィー

トストーン社出向

佐藤　梨江子 カスタマーサービス・カンパニー

・バイスプレジデント

見学　信一郎 ソーシャル・コミュニケーション

室副室長兼経営改革本部事務局

清水　俊彦 新成長タスクフォース事務局長 林　孝之 福島本部副本部長兼復興推進室長

高橋　毅 原子力・立地本部副本部長兼福島

第一安定化センター所長兼福島本

部

小野　明 原子力・立地本部福島第一安定化

センター福島第一原子力発電所長

兼福島本部

吉田　昌郎 原子力・立地本部 　 　
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６【コーポレート・ガバナンスの状況等】

（１）【コーポレート・ガバナンスの状況】

　当社は、コーポレート・ガバナンスの充実を重要な経営課題として位置付け、法令遵守・企業倫理の徹底、的確

かつ迅速な意思決定、効率的な業務執行、監査・監督機能の強化を図るための体制・施策の整備に努めている。

　当社は、平成24年６月の定時株主総会をもって委員会設置会社へ移行した。今後この経営体制のもと、経営の客

観性・透明性をより一層向上させていく。

①　企業統治の体制

イ．企業統治の概要

(a）取締役会（取締役）・執行役会等

　社外出身者を中心とする取締役会は、社外取締役６名を含む11名（定員は11名以内）で構成されており、

原則として毎月１回、また必要に応じて開催され、重要な業務執行について審議・決定するとともに、執行

役から定期的に、また必要に応じて職務執行の状況の報告を受けること等により、取締役及び執行役の職

務執行を監督している。また、委員会設置会社に関する会社法の規定に基づき指名・監査・報酬委員会を

設置している。

　社内出身者を中心とする執行役（14名）は、取締役会の方針に従って業務を執行し、取締役会に付議され

る事項を含め、経営に関する重要な事項については、原則として毎週開催される執行役会やその他の会議

体等において審議を行うなど、的確かつ迅速な意思決定を図り、効率的な会社運営を実施している。また、

執行役会での意思決定を補佐するため、組織を横断した社内委員会を適宜設置している。

　なお、当社は、特定の業務に対して責任を負い、その業務を執行する執行役員を設置している。

(b）指名委員会

　指名委員会は、社外取締役３名を含む５名の取締役で構成されており、１年に１回以上開催され、株主総

会に提出する取締役の選任及び解任に関する議案の内容を決定している。また、会社法に基づく権限では

ないが、指名委員会は、執行役等の人事に関する事項についても審議している。

(c）監査委員会

　監査委員会は、社外取締役２名を含む３名の取締役で構成されており、原則として毎月１回、また必要に

応じて開催され、取締役及び執行役の職務の執行の監査及び監査報告の作成等を行っている。なお、当該社

外取締役は、それぞれ、弁護士、公認会計士として、財務及び会計に関する相当程度の知見を有している。

　監査委員会は、取締役会、執行役会その他の重要な会議への出席、取締役及び執行役の職務執行状況の報

告聴取並びに本店及び主要な事業所における業務及び財産の状況の調査等により、厳正な監査を実施する

ほか、定期的に開催される代表執行役とのミーティング等を通じて取締役及び執行役等との意思疎通を

図っている。監査委員が実施した監査の方法、経過及び結果は監査委員会に報告され、監査委員会の職務執

行状況は、取締役会に遅滞なく報告されている。

　また、監査委員会を補助するため監査特命役員を置くとともに、監査委員会業務室を設置し、必要な人員

（人員11名）を配置している。なお、監査特命役員及び監査委員会業務室に属する者は、監査委員会の指揮

命令に服するものとし、その人事に関する事項については、事前に監査委員会と協議している。

(d）報酬委員会

　報酬委員会は、社外取締役３名で構成されており、１年に１回以上開催され、取締役及び執行役の個人別

の報酬等の内容に係る決定に関する方針、並びに取締役及び執行役の個人別の報酬等の内容を決定してい

る。

EDINET提出書類

東京電力株式会社(E04498)

有価証券報告書

 62/166



(e）会計監査人（監査法人）

　当社は新日本有限責任監査法人と監査契約を結び、厳正な会計監査を受けている。

　当社の会計監査業務を執行した公認会計士は以下のとおりである。

氏名 所属監査法人

高橋　秀法 新日本有限責任監査法人

白羽　龍三 新日本有限責任監査法人

春日　淳志 新日本有限責任監査法人

　なお、継続監査年数はいずれも７年以内である。

　会計監査業務に係わる補助者の構成は、公認会計士９名、その他５名となっている。

ロ．企業統治を採用する理由

　当社は、コーポレート・ガバナンスの体制として、経営の客観性・透明性をより一層向上させ、的確な意思

決定・業務執行を実現していくことを目的に、平成24年６月より委員会設置会社に移行している。

②　内部統制システムの整備等の状況

　当社は、取締役会で決議した内部統制システムの基本方針（「会社業務の適正を確保するための体制の整

備」、平成18年４月制定、平成25年６月改定）をもとに、「内部統制委員会」が中心となって、法令などの遵守

徹底、業務の有効性・効率性の向上など、会社業務の適正を確保するため、体制を整備・運用するとともに適宜

評価し、改善に取り組んでいる。

　また、金融商品取引法に基づく「財務報告に係る内部統制報告制度」についても、同委員会のもとで、適切な

制度運用、評価などを行い、財務報告の信頼性確保に努めている。

　取締役会等での決定事項に基づく業務執行は、「職制および職務権限規程」等において責任と権限を明確に

した上、代表執行役、執行役、執行役員、部長等が各職位に基づき適切かつ迅速に遂行している。また、規程・マ

ニュアル等の社内規程を整備し、法令遵守や会計の適正処理をはじめとする日常業務に関する品質の維持・向

上に努めている。

　取締役及び執行役は、当社グループの事業活動に関するリスクを定期的に、また必要に応じて把握・評価し、

毎年度の経営計画に反映している。当該リスクは、業務主管箇所が、職務執行の中で管理することを基本とし、

複数の所管に関わる場合は、組織横断的な委員会等で審議の上、適切に管理している。経営に重大な影響を及ぼ

すおそれのあるリスクについては、社長を委員長とする「リスク管理委員会」において、リスクの現実化の予

防に努めるとともに、万一現実化した場合には迅速かつ的確に対応することにより、経営に及ぼす影響を最小

限に抑制するよう努めている。特に、原子力については、取締役会の職務を補佐する専任の組織として「原子力

安全監視室」を設置し、第三者の専門的知見を活用した原子力安全に関する執行役の職務執行の評価、必要に

応じた助言、取締役会への報告を行うことで、取締役会による原子力安全に関わるリスク管理を強化している。

　内部監査については、品質・安全監査部（人員30名）、原子力品質監査部（人員30名）が中心となり、経営諸

活動の遂行状況を定期的かつ必要に応じて監査している。主要な内部監査結果は、執行役会等に報告され、所要

の改善措置がとられている。

　また、社会規範に沿った業務運営・企業倫理遵守の徹底を図るため、社外有識者を委員に含む企業倫理全般を

統括する「企業倫理委員会」や、法令・倫理上の悩みや疑問を気軽に相談できる「企業倫理相談窓口」等を設

置するとともに、あらゆる企業行動の規範となる「企業倫理遵守に関する行動基準」を制定し、その定着に向

けて全社員に対し教育・研修を実施している。

　さらに、経営の透明性を高め、社外の意見を経営に反映するため、株主や投資家のみなさまに向けた決算等の

説明会、インターネット・ホームページ等の媒体を通じた的確かつ迅速な経営情報の開示を行うとともに、国

内外の投資家のみなさまと経営層が直接意見交換を行うなど、積極的なＩＲ活動を展開している。
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③　内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　監査委員会、内部監査部門及び会計監査人はそれぞれの担当分野において厳正な監査を行うことはもとより、

監査計画や監査結果に関する意見交換を定期的に実施すること等により相互連携を図っている。また、内部統

制部門は、監査委員会に対して、内部統制システムの整備及び運用の状況等について適宜報告を行うとともに、

内部監査部門及び会計監査人に対しても必要に応じ監査に必要な情報提供を行っている。

④　社外取締役

イ．社外取締役の員数及び社外取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係

　当社の社外取締役は、下河邉和彦、數土文夫、能見公一、小林喜光、樫谷隆夫及び藤森義明の６名である。

　下河邉和彦氏は、当社の主要株主である原子力損害賠償支援機構（以下「機構」）の運営委員長であった

者であり、当社は、同機構から原子力損害賠償支援機構法第41条第１項に基づく資金援助を受けている。しか

しながら、同氏は、下記のとおり、一般株主との利益相反が生じるおそれはないものと考えられる。

・機構は、原子力事業者が損害を賠償するために必要な資金援助等を行うことにより、原子力損害の賠償

の迅速かつ適切な実施及び電気の安定供給その他の原子炉の運転等に係る事業の円滑な運営の確保を

図ること等を目的として、平成23年９月に国の認可を受けて設立された法人であり営利を目的としてい

ないこと。

・当社は、機構から、資金援助を受けているが、独立性に関する判断要素としての取引とは、売上高や仕入

高に影響を与えるような取引であって当事者が互いの裁量の下で行うものと考えられるところ、機構か

らの資金援助は原子力損害賠償支援機構法に基づくものであり上記のような取引には該当しないと考

えられること。

・同氏は、弁護士としての幅広い経験と見識等を有していることに加え、これまでに当社から弁護士とし

ての報酬等を一切受領していないこと。

　下河邉氏以外の社外取締役５名の出身元の会社等との取引関係等については、その規模（双方の売上高に

占める割合等）及び態様（一般消費者としての定型的な取引等）に鑑みて、特記すべき事項はない。

ロ．社外取締役の機能及び役割、独立性に関する基準又は方針、選任状況の考え方

　社外取締役は、それぞれの専門分野における幅広い経験と見識等を活かし、取締役会等を通じて、重要な経

営戦略の策定と業務執行の監督を行っている。

　また、当社では、社外取締役の独立性に関する基準又は方針は定めていないが、社外取締役６名はいずれも、

経営陣から著しい影響を受け得る、あるいは経営陣に対して著しい影響を及ぼし得る立場にはなく、一般株

主との利益相反が生じるおそれがないと考えられることから、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程

第436条の２に定める独立役員として届出を行っている。

　上記に鑑み、当社の社外取締役は、経営の客観性・透明性をより一層向上させる上で適任な人材であると考

えている。

ハ．社外取締役との責任限定契約

　当社は、社外取締役６名との間で、社外取締役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合は、そ

の社外取締役の会社法第423条第１項の責任を法令の限度において限定する契約を締結している。

ニ．社外取締役による監督と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関

係

　社外取締役は、取締役会等を通じて、執行役等の職務の執行を監督している。また、社外取締役２名を含む監

査委員会は、内部監査部門、会計監査人及び内部統制部門と、上記③に記載のとおり相互連携等を図りながら

監査を行うとともに、取締役会において当該監査結果を報告している。
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⑤　役員報酬等の内容

イ．役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

　当事業年度における当社の取締役、監査役及び執行役に対する報酬等の内容は、以下のとおりである。

(a）委員会設置会社移行前（平成24年４月から６月まで）

役員区分
報酬等の総額
（百万円）

報酬等の種類別の総額（百万円） 対象となる役員の員
数（人）基本報酬 賞与金

取締役 35 35 － 8

監査役 18 18 － 6

（注）　上記のうち、社外役員４名に対する報酬等の総額は９百万円である。

(b）委員会設置会社移行後（平成24年７月から平成25年３月まで）

役員区分

　
　　報酬等の総額
　　 （百万円）  対象となる役員の員

数（人）　 　

 基本報酬

取締役 26 26 5

執行役 146 146 13

（注）１．当社は、執行役を兼務する取締役に対しては、取締役としての報酬を支給していないため、上記の取締役

の員数には執行役を兼務する取締役の員数を含めていない。

２．上記のうち、社外役員４名に対する報酬等の総額は15百万円である。

　

ロ．役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針

　当社は、委員会設置会社に関する会社法の規定に基づき、報酬委員会において取締役及び執行役の個人別の報酬

等の内容に係る決定に関する方針を次のとおり定めている。

　当社取締役の主な職務は、当社経営の業務執行の監督であることから、取締役報酬については、社内外の優秀な

人材を確保すること、監督機能を有効に機能させることを取締役報酬の決定の基本方針とする。

　当社執行役の職務は、当社経営及び担当する部門の責任者として、総合特別事業計画を着実に実行することによ

り、「賠償・廃止措置・安定供給」を同時に達成し、「新しい東電」の実現に向けた改革を進めていくことにあ

ることから、これらを実行しうる優秀な人材を確保すること、業務執行に対するインセンティブを有効に機能さ

せることを執行役報酬の決定の基本方針とする。

　なお、当該方針については、今後の経営環境の変化等を踏まえ、必要に応じ見直していくこととする。

(a）取締役報酬

・常勤・非常勤の別、所属する委員会及び職務の内容に応じた額を基本報酬として支給する。

・株主価値への連動の観点から、総合特別事業計画の具体的な実行状況を踏まえ、今後、報酬委員会において

株式関連報酬の導入に向けた検討をすすめる。

・執行役を兼務する取締役に対しては、取締役としての報酬は支給しない。

(b）執行役報酬

・役職位、代表権の有無及び職務の内容に応じた額を基本報酬として支給する。

・総合特別事業計画の具体的な実行状況を踏まえ、今後、報酬委員会において業績連動報酬や株式関連報酬

の導入に向けた検討をすすめる。

(c）支給水準

・当社経営環境に加え、他企業等における報酬水準、従業員の処遇水準等を勘案し、当社役員に求められる能

力及び責任に見合った水準を設定する。

　なお、当社は、平成17年６月28日に取締役及び監査役に対する慰労金制度を廃止している。
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⑥　株式の保有状況

イ．投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額

151銘柄　　　　18,086百万円

　

ロ．保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的

（前事業年度）

特定投資株式

銘柄 株式数（株）
貸借対照表計上額
（百万円）

保有目的

ＡＯＣホールディングス㈱ 6,839,920 3,351当社事業の円滑な遂行

㈱日本製鋼所 3,714,000 2,105当社事業の円滑な遂行

日本空港ビルデング㈱ 357,000 388 当社事業の円滑な遂行

（当事業年度）

特定投資株式

銘柄 株式数（株）
貸借対照表計上額
（百万円）

保有目的

ＡＯＣホールディングス㈱ 6,839,920 2,393当社事業の円滑な遂行

㈱日本製鋼所 3,714,000 1,860当社事業の円滑な遂行

 

⑦　取締役の選任の決議要件

　当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が

出席し、その議決権の過半数をもって行い、当該決議は累積投票によらない旨を定款に定めている。

⑧　取締役会において決議することができる株主総会決議事項

イ．自己の株式の取得

　当社は、機動的な資本政策の遂行を可能とするため、取締役会の決議によって、自己の株式を買い受けることが

できる旨を定款に定めている。

ロ．取締役及び執行役の責任免除

　当社は、取締役及び執行役が期待される役割を十分に発揮できるようにするため、取締役及び執行役が職務を行

うにつき善意でかつ重大な過失がない場合は、取締役会の決議によって、取締役及び執行役の会社法第423条第１

項の責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めている。

ハ．中間配当

　当社は、株主への配当の機会を確保するため、取締役会の決議によって、会社法第454条第５項の規定による剰余

金の配当（中間配当）を行うことができる旨を定款に定めている。

⑨　株主総会の特別決議要件

　当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議について、株主総会を円滑に運営するため、議決権を行

使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う

旨を定款に定めている。
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⑩　種類株式の発行

　当社は、普通株式のほか、原子力損害賠償支援機構（以下「機構」）を割当先とするＡ種優先株式及びＢ種優先株

式を発行している。

　普通株式及びＡ種優先株式は、株主総会において議決権を有する株式であるが、Ｂ種優先株式は、法令に別段の定

めのある場合を除き、株主総会において議決権を有しない。これは、機構が、議決権付種類株式であるＡ種優先株式

（Ｂ種優先株式及び普通株式を対価とする取得請求権が付されている）により、総議決権の２分の１超を取得する

とともに、追加的に議決権を取得できる転換権付無議決権種類株式であるＢ種優先株式（Ａ種優先株式及び普通株

式を対価とする取得請求権が付されている）を引き受けることで、潜在的には総議決権の３分の２超の議決権を確

保するためである。

　また、株式ごとに異なる数の単元株式数を定めており、株主総会において議決権を有する普通株式及びＡ種優先株

式は、単元株式数を100株としているが、Ｂ種優先株式については、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会に

おいて議決権を有しないため、単元株式数を10株としている。

　なお、詳細については、「第４　提出会社の状況　１　株式等の状況　(1）株式の総数等　②　発行済株式」に記載して

いる。
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＜会社の機関・内部統制等の関係＞

　
（注１）本店（カンパニー各部・コーポレート各部・本部等）、店所（支店、火力事業所、電力所等）、第一線機関

（注２）防災対策委員会、リスク管理委員会、内部統制委員会　等

（注３）リスクコミュニケーションを行う専門職
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＜「会社業務の適正を確保するための体制の整備」についての取締役会決議（平成25年６月26日改定）＞

　当社は、会社業務の適正を確保するため、次の体制を整備・運用するとともに、適宜評価し改善に努める。

１．監査委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

(1）監査委員会の職務を補助すべき使用人として、監査特命役員を置く。また、監査委員会の職務を補助する専

任の組織を設置し、必要な人員を配置する。

(2）監査特命役員及び監査委員会の職務を補助する専任の組織に属する者は、監査委員会の指揮命令に服する

ものとし、その人事に関する事項については、事前に監査委員会と協議する。

(3）取締役及び執行役は、会社に著しい損害を与えるおそれのある事実を発見したときは、直ちに監査委員に

報告するとともに、監査委員会が選定する監査委員の求める事項について、必要な報告を行う。また、執行役、

執行役員及び従業員から、監査委員会に対し必要かつ適切な報告が行われるよう体制を整備する。

(4）監査委員が執行役会、経営改革会議及びその他の重要な会議に出席し、必要に応じて意見を述べることの

できる体制を整備する。また、会計監査人及び内部監査組織が監査委員会と連携を図るための環境を整える

等、監査委員会の監査の実効性を確保するための体制を整備する。

　

２．取締役及び執行役の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

(1）社会規範に沿った業務運営・企業倫理遵守の徹底を図るため、「東京電力グループ企業行動憲章」及び

「企業倫理遵守に関する行動基準」を定め、取締役及び執行役はこれを率先して実践するとともに、執行役

員及び従業員にこれを遵守させる。

　また、社外有識者を委員に含み、企業倫理全般を統括する「企業倫理委員会」を設置し、コンプライアンス

経営を推進する。

(2）取締役会は、原則として毎月１回、また必要に応じて開催し、法令及び定款に従い、重要な職務執行につい

て審議・決定するとともに、執行役から定期的に、また必要に応じて職務執行の状況の報告を受けること等

により、取締役及び執行役の職務執行を監督する。また、執行役員に対して、必要に応じて職務執行の状況に

ついて、取締役会への報告を求める。

(3）取締役会の機能を補完し、効率的かつ適切な意思決定を図るため、執行役会を設置する。執行役会は、原則

として毎週１回、また必要に応じて開催し、取締役会への付議事項を含む経営の重要事項について審議する。

(4）取締役及び執行役は、法令及び定款に適合した適切な経営判断を行うため、常に十分な情報の収集に努め

る。

　

３．執行役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

　執行役会の議事概要その他職務執行に係る情報については、法令及び社内規程に従い、その作成から、利活用、

保存、廃棄に至るまで適切に管理する。

　

４．リスク管理に関する規程その他の体制

(1）取締役及び執行役は、当社及びグループ会社の事業活動に関するリスクを定期的に、また必要に応じて把

握・評価し、毎年度の経営計画に適切に反映する。また、グループ全体のリスク管理が適切になされるよう社

内規程を整備する。

(2）当該リスクは、社内規程に従い、業務所管箇所が、職務執行の中で管理することを基本とし、複数の所管に

関わる場合は、組織横断的な委員会等で審議の上、適切に管理する。

(3）経営に重大な影響を及ぼすおそれのあるリスクについては、執行役社長を委員長とする「リスク管理委員

会」において、リスクの現実化の予防に努めるとともに、万一現実化した場合には迅速かつ的確に対応する

ことにより、経営に及ぼす影響を最小限に抑制するよう努める。

(4）大規模地震等の非常災害の発生に備え、対応組織の設置、情報連絡体制の構築及び定期的な防災訓練の実

施等、適切な体制を整備する。

(5）リスク管理体制の有効性については、内部監査組織が定期的に、また必要に応じて監査し、その結果を執行

役会等に報告する。執行役は、監査結果を踏まえ、所要の改善を図る。
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(6）会社の経営全般について情報の共有を図り、経営改革を推進するため、経営改革会議を設置する。経営改革

会議は、原則として毎週１回、また必要に応じて開催し、重点経営課題に関する対応方針や対応の方向性につ

いて審議する。

(7）福島第一原子力発電所の事故に対する反省を踏まえ、取締役会の職務を補佐する専任の組織として「原子

力安全監視室」を設置し、第三者の専門的知見を活用した原子力安全に関する執行役の職務執行の評価、必

要に応じた助言と取締役会への報告を行う体制を整備することで、取締役会による原子力安全に関わるリス

ク管理を強化する。

　また、原子力を含む事業活動全般に関し、社会との適切なコミュニケーションを行うための体制を整備す

る。

　

５．執行役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制

(1）経営上の重要事項については、取締役会のほか、執行役会、経営改革会議、その他の会議体において適宜審

議する等、効率的な意思決定を図る。

(2）執行役による職務執行については、社内規程において責任と権限を明確にし、執行役、執行役員、従業員が

それぞれ適切かつ迅速に執行する。

(3）情報のセキュリティ確保を前提に、職務執行の効率性向上や適正の確保に資するＩＴ環境の整備に努める。

　

６．従業員の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

(1）すべての従業員が「東京電力グループ企業行動憲章」及び「企業倫理遵守に関する行動基準」を遵守す

るよう、継続的に企業倫理研修を実施すること等により、その定着と徹底を図る。

(2）法令や企業倫理上の問題を匿名で相談できる「企業倫理相談窓口」を設置し、寄せられた事案については、

「企業倫理委員会」で審議の上、適切に対応する。なお、相談者のプライバシーについては、社内規程に従い、厳

重に保護する。

(3）社内規程において、職務執行に当たり遵守すべき法令等を明確にするとともに、教育研修等により当該規

程に基づく職務執行の徹底を図る。

(4）従業員の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するため、内部監査組織が、従業員の職務執行の

状況について、定期的に、また必要に応じて監査し、その結果を執行役会等に報告する。執行役は、監査結果を

踏まえ、所要の改善を図る。

(5）こうした取り組みを通じ、従業員一人ひとりが企業倫理を意識し自ら実践するとともに風通しの良い職場

をつくる「しない風土」、社内規程の継続的な改善とその徹底を図る「させない仕組み」、業務上の課題や

問題を自発的に言い出し、それを積極的に受け止める「言い出す仕組み」を充実・徹底させる。

　

７．当社及び子会社から成る企業グループにおける業務の適正を確保するための体制

(1）「東京電力グループ企業行動憲章」の下、グループとして目指すべき共通の方向性及び目標等を経営方針

として示し、その達成に向け、グループを挙げて取り組む。また、グループ会社において業務の適正を確保す

るための体制をグループ会社が自律的に整備・運用できるよう、適切な支援を行う。

(2）職務執行上重要な事項については、社内規程等に従い、グループ会社から事前協議や報告を受ける体制を

整備する。また、当社取締役及び執行役とグループ会社取締役が定期的な会議の中で意見交換を行うこと等

により、グループ会社の経営状況を把握するとともに、グループにおける経営課題の共有と解決に努める。

(3）グループ会社が「企業倫理相談窓口」を利用できる環境を整えるとともに、必要に応じて当社の内部監査

組織が監査を行うこと等により、グループ会社の業務の適正を確保するよう努める。
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（２）【監査報酬の内容等】

①【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

区分
前連結会計年度 当連結会計年度

監査証明業務に基づく
報酬（百万円）

非監査業務に基づく報
酬（百万円）

監査証明業務に基づく
報酬（百万円）

非監査業務に基づく報
酬（百万円）

提出会社 156 9 152 4

連結子会社 74 22 64 3

計 231 32 216 7

②【その他重要な報酬の内容】

（前連結会計年度）

　当社の連結子会社11社の、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているアーンスト・アンド・

ヤングに対する監査証明に相当すると認められる業務に基づく報酬は34百万円である。

（当連結会計年度）

　当社の連結子会社11社の、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているアーンスト・アンド・

ヤングに対する監査証明に相当すると認められる業務に基づく報酬は35百万円である。

③【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

（前連結会計年度）

　当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、「東京電力に関する経営・財務調

査委員会」の調査に際してのアドバイザリー業務などである。

（当連結会計年度）

　当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、送配電部門収支計算書に係る超過

利潤等管理表に関する証明書発行業務などである。

④【監査報酬の決定方針】

　監査報酬については、監査日数等を勘案し、会社法の定めに従い監査委員会の同意を得た上で決定している。
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第５【経理の状況】

１．連結財務諸表及び財務諸表の作成について

(1）当社の連結財務諸表は「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28号）

に準拠し「電気事業会計規則」（昭和40年通商産業省令第57号）に準じて作成している。

　

(2）当社の財務諸表は「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）及び

「電気事業会計規則」に準拠して作成している。

　

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、連結会計年度（平成24年４月１日から平成25年３月31日

まで）の連結財務諸表及び事業年度（平成24年４月１日から平成25年３月31日まで）の財務諸表について、新日本有限

責任監査法人による監査を受けている。

３．連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

　会計基準等の内容を適切に把握し、又は会計基準等の変更等に的確に対応することができる体制を整備するため、公益

財団法人財務会計基準機構へ加入している。

　また、同機構等が行う連結財務諸表等の適正性確保に資する各種研修に参加している。
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１【連結財務諸表等】
（１）【連結財務諸表】
①【連結貸借対照表】

(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当連結会計年度
(平成25年３月31日)

資産の部

固定資産 ※１，２
 13,250,222

※１，２
 12,248,110

電気事業固定資産 7,375,572 7,320,361

水力発電設備 645,543 631,071

汽力発電設備 850,157 846,988

原子力発電設備 726,295 745,537

送電設備 2,009,555 1,946,158

変電設備 787,380 764,362

配電設備 2,124,511 2,099,594

業務設備 142,697 134,362

その他の電気事業固定資産 89,431 152,287

その他の固定資産 ※４
 416,642

※４
 288,123

固定資産仮勘定 943,572 994,481

建設仮勘定及び除却仮勘定 943,572 994,481

核燃料 845,397 807,303

装荷核燃料 131,555 141,809

加工中等核燃料 713,841 665,494

投資その他の資産 3,669,037 2,837,839

長期投資 ※４
 160,792

※４
 151,598

使用済燃料再処理等積立金 1,125,997 1,070,846

未収原子力損害賠償支援機構資金交付金 1,762,671 891,779

その他 ※５
 620,326

※５
 724,195

貸倒引当金（貸方） △749 △580

流動資産 2,286,234 2,741,020

現金及び預金 ※４
 1,287,418

※４
 1,754,977

受取手形及び売掛金 432,925 475,752

たな卸資産 ※３，４
 189,527

※３，４
 227,672

その他 ※４
 379,598

※４
 286,097

貸倒引当金（貸方） △3,236 △3,480

合計 15,536,456 14,989,130
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当連結会計年度
(平成25年３月31日)

負債及び純資産の部

固定負債 12,391,463 11,804,252

社債 ※４
 3,677,464

※４，７
 3,768,108

長期借入金 ※４
 3,276,110

※４，７
 3,024,908

退職給付引当金 432,562 424,198

使用済燃料再処理等引当金 1,162,777 1,108,592

使用済燃料再処理等準備引当金 58,461 60,799

災害損失引当金 787,507 702,000

原子力損害賠償引当金 2,063,398 1,765,716

資産除去債務 803,299 826,577

その他 129,881 123,350

流動負債 2,318,963 2,042,284

1年以内に期限到来の固定負債 ※４
 932,510

※４，７
 1,127,182

短期借入金 441,765 11,240

支払手形及び買掛金 317,479 334,998

未払税金 65,140 87,748

その他 562,067 481,115

特別法上の引当金 13,552 4,780

渇水準備引当金 9,865 －

原子力発電工事償却準備引当金 3,687 4,780

負債合計 14,723,979 13,851,317

株主資本 848,736 1,163,467

資本金 900,975 1,400,975

資本剰余金 243,631 743,621

利益剰余金 △287,497 △972,773

自己株式 △8,372 △8,356

その他の包括利益累計額 △61,558 △46,762

その他有価証券評価差額金 1,288 2,452

繰延ヘッジ損益 △16,794 △18,261

土地再評価差額金 ※８
 △3,236

※８
 △3,254

為替換算調整勘定 △42,816 △27,699

少数株主持分 25,299 21,107

純資産合計 812,476 1,137,812

合計 15,536,456 14,989,130
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②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
【連結損益計算書】

(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成23年４月１日から
　平成24年３月31日まで)

当連結会計年度
(平成24年４月１日から
　平成25年３月31日まで)

営業収益 5,349,445 5,976,239

電気事業営業収益 4,995,626 5,660,091

その他事業営業収益 353,819 316,147

営業費用 ※１，２，３
 5,621,959

※１，２，３
 6,198,227

電気事業営業費用 5,309,162 5,914,996

その他事業営業費用 312,797 283,231

営業損失（△） △272,513 △221,988

営業外収益 52,151 61,574

受取配当金 10,384 5,554

受取利息 18,849 18,574

持分法による投資利益 － 12,662

その他 22,917 24,782

営業外費用 180,043 166,541

支払利息 129,915 120,041

持分法による投資損失 6,476 －

その他 43,651 46,500

当期経常収益合計 5,401,597 6,037,813

当期経常費用合計 5,802,002 6,364,768

当期経常損失（△） △400,405 △326,955

渇水準備金引当又は取崩し 980 △9,865

渇水準備金引当 980 －

渇水準備引当金取崩し（貸方） － △9,865

原子力発電工事償却準備金引当又は取崩し 1,402 1,093

原子力発電工事償却準備金引当 1,402 1,093

特別利益 2,516,891 913,972

原子力損害賠償支援機構資金交付金 ※４
 2,426,271

※４
 696,808

固定資産売却益 ※５
 41,609

※５
 115,210

有価証券売却益 28,841 3,671

関係会社株式売却益 20,169 24,649

退職給付制度改定益 － ※２
 73,633

特別損失 2,867,864 1,248,811

災害特別損失 ※２，６
 297,802

※２，６
 40,231

原子力損害賠償費 ※２，４
 2,524,930

※２，４
 1,161,970

有価証券売却損 40,421 －

関係会社株式売却損 4,710 －

核燃料加工契約変更損失 － ※７
 15,582

減損損失 － ※８
 12,115

固定資産売却損 － ※９
 18,911

税金等調整前当期純損失（△） △753,761 △653,022

法人税、住民税及び事業税 19,080 26,309

法人税等調整額 3,759 2,371

法人税等合計 22,839 28,681

少数株主損益調整前当期純損失（△） △776,601 △681,703

少数株主利益 5,040 3,589

当期純損失（△） △781,641 △685,292
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【連結包括利益計算書】
（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成23年４月１日から
　平成24年３月31日まで)

当連結会計年度
(平成24年４月１日から
　平成25年３月31日まで)

少数株主損益調整前当期純損失（△） △776,601 △681,703

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 20,341 △1,520

繰延ヘッジ損益 △181 40

為替換算調整勘定 △3,660 9,083

持分法適用会社に対する持分相当額 △7,066 8,537

その他の包括利益合計 ※１
 9,432

※１
 16,141

包括利益 △767,168 △665,561

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 △770,917 △670,479

少数株主に係る包括利益 3,748 4,917
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③【連結株主資本等変動計算書】
(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成23年４月１日から
　平成24年３月31日まで)

当連結会計年度
(平成24年４月１日から
　平成25年３月31日まで)

株主資本

資本金

当期首残高 900,975 900,975

当期変動額

新株の発行 － 500,000

当期変動額合計 － 500,000

当期末残高 900,975 1,400,975

資本剰余金

当期首残高 243,653 243,631

当期変動額

新株の発行 － 500,000

自己株式の処分 △22 △9

当期変動額合計 △22 499,990

当期末残高 243,631 743,621

利益剰余金

当期首残高 494,054 △287,497

当期変動額

当期純損失（△） △781,641 △685,292

土地再評価差額金の取崩 88 16

当期変動額合計 △781,552 △685,275

当期末残高 △287,497 △972,773

自己株式

当期首残高 △8,376 △8,372

当期変動額

自己株式の取得 △22 △5

自己株式の処分 26 9

その他 △0 11

当期変動額合計 3 16

当期末残高 △8,372 △8,356

株主資本合計

当期首残高 1,630,307 848,736

当期変動額

新株の発行 － 1,000,000

当期純損失（△） △781,641 △685,292

自己株式の取得 △22 △5

自己株式の処分 3 0

土地再評価差額金の取崩 88 16

その他 △0 11

当期変動額合計 △781,571 314,730

当期末残高 848,736 1,163,467

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

当期首残高 △20,064 1,288

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

21,353 1,164

当期変動額合計 21,353 1,164

当期末残高 1,288 2,452
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成23年４月１日から
　平成24年３月31日まで)

当連結会計年度
(平成24年４月１日から
　平成25年３月31日まで)

繰延ヘッジ損益

当期首残高 △11,127 △16,794

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△5,667 △1,467

当期変動額合計 △5,667 △1,467

当期末残高 △16,794 △18,261

土地再評価差額金

当期首残高 △3,695 △3,236

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

459 △18

当期変動額合計 459 △18

当期末残高 △3,236 △3,254

為替換算調整勘定

当期首残高 △37,306 △42,816

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△5,509 15,117

当期変動額合計 △5,509 15,117

当期末残高 △42,816 △27,699

その他の包括利益累計額合計

当期首残高 △72,193 △61,558

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

10,635 14,795

当期変動額合計 10,635 14,795

当期末残高 △61,558 △46,762

新株予約権

当期首残高 6 －

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △6 －

当期変動額合計 △6 －

当期末残高 － －

少数株主持分

当期首残高 44,358 25,299

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △19,059 △4,191

当期変動額合計 △19,059 △4,191

当期末残高 25,299 21,107

純資産合計

当期首残高 1,602,478 812,476

当期変動額

新株の発行 － 1,000,000

当期純損失（△） △781,641 △685,292

自己株式の取得 △22 △5

自己株式の処分 3 0

土地再評価差額金の取崩 88 16

その他 △0 11

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △8,430 10,604

当期変動額合計 △790,001 325,335

当期末残高 812,476 1,137,812
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④【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成23年４月１日から
　平成24年３月31日まで)

当連結会計年度
(平成24年４月１日から
　平成25年３月31日まで)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△） △753,761 △653,022

減価償却費 686,555 621,080

核燃料加工契約変更損失 － 15,582

減損損失 － 12,115

原子力発電施設解体費 6,911 7,103

核燃料減損額 12,314 －

固定資産除却損 33,721 25,025

退職給付引当金の増減額（△は減少） 95 △7,275

使用済燃料再処理等引当金の増減額（△は減
少）

△30,079 △54,185

使用済燃料再処理等準備引当金の増減額（△は
減少）

3,367 2,338

災害損失引当金の増減額（△は減少） 285,128 28,500

受取利息及び受取配当金 △29,233 △24,129

支払利息 129,915 120,041

持分法による投資損益（△は益） 6,476 △12,662

原子力損害賠償支援機構資金交付金 △2,426,271 △696,808

原子力損害賠償費 2,524,930 1,161,970

固定資産売却益 △41,609 △115,210

固定資産売却損 － 18,911

有価証券売却益 △28,841 △3,671

有価証券売却損 40,421 －

関係会社株式売却益 △20,169 △24,649

関係会社株式売却損 4,710 －

使用済燃料再処理等積立金の増減額（△は増
加）

△143,300 55,150

売上債権の増減額（△は増加） △74,580 △46,083

仕入債務の増減額（△は減少） 91,745 33,136

その他 △140,463 △27,205

小計 137,983 436,054

利息及び配当金の受取額 20,761 25,980

利息の支払額 △128,658 △122,381

東北地方太平洋沖地震による災害特別損失の支
払額

△234,525 △162,952

原子力損害賠償支援機構資金交付金の受取額 663,600 1,567,700

原子力損害賠償補償契約に基づく補償金の受取
額

120,000 －

原子力損害賠償金の支払額 △566,264 △1,476,381

法人税等の支払額 △15,788 △7,123

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,891 260,895
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成23年４月１日から
　平成24年３月31日まで)

当連結会計年度
(平成24年４月１日から
　平成25年３月31日まで)

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出 △730,326 △656,861

固定資産の売却による収入 54,481 160,801

工事負担金等受入による収入 11,968 5,801

投融資による支出 △23,973 △100,292

投融資の回収による収入 352,595 114,525

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却によ
る収入 ※２

 5,207
※２

 41,468

定期預金の預入による支出 △58,770 △656,626

定期預金の払戻による収入 63,644 452,393

その他 ※２
 △9,929

※２
 2,091

投資活動によるキャッシュ・フロー △335,101 △636,698

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債の発行による収入 － 728,346

社債の償還による支出 △548,971 △750,210

長期借入れによる収入 126,066 265,550

長期借入金の返済による支出 △218,302 △175,889

短期借入れによる収入 989,304 767,792

短期借入金の返済による支出 △952,618 △1,198,532

株式の発行による収入 － 997,449

その他 △10,213 △1,923

財務活動によるキャッシュ・フロー △614,734 632,583

現金及び現金同等物に係る換算差額 371 3,906

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △952,355 260,687

現金及び現金同等物の期首残高 2,206,233 1,253,877

現金及び現金同等物の期末残高 ※１
 1,253,877

※１
 1,514,564
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【注記事項】

（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項）

１．連結の範囲に関する事項

　連結子会社の数　59社（前連結会計年度は71社）

　連結子会社名は「第１　企業の概況　３．事業の内容の［事業系統図］」に記載している。

２．持分法の適用に関する事項

　持分法適用の関連会社数　17社（前連結会計年度は15社）

　主な持分法適用関連会社は、㈱関電工、日本原子力発電㈱他である。

　東京都市サービス㈱、㈱アット東京については、株式を一部売却したことにより、当連結会計年度において連結子会

社から持分法適用関連会社に変更している。グレート・エナジー・アライアンス社については、株式を売却したこと

により、当連結会計年度より持分法の適用範囲から除外している。㈱東光高岳ホールディングスについては、持分法適

用関連会社である東光電気㈱と㈱高岳製作所が株式移転を実施し共同持株会社として設立されたことにより、当連結

会計年度より持分法適用の範囲に含めている。

　持分法を適用していない関連会社（日本原子力防護システム㈱、原燃輸送㈱他）は、それぞれ連結純損益及び連結利

益剰余金等に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としてもその影響に重要性が乏しい。

３．連結子会社の事業年度等に関する事項

　連結子会社の決算日が連結決算日と異なる会社はテプコ・リソーシズ社、トウキョウ・エレクトリック・パワー・

カンパニー・インターナショナル社、テプコ・リインシュランス社、テプコ・オーストラリア社、東京ティモール・

シー・リソーシズ（米）社、トウキョウ・エレクトリック・パワー・カンパニー・インターナショナル・パイトンⅠ

社、ティーエムエナジー・オーストラリア社、テプコ・ダーウィン・エルエヌジー社、東京ティモール・シー・リソー

シズ（豪）社、トウキョウ・エレクトリック・パワー・カンパニー・インターナショナル・パイトンⅡ社、シピー・

ジーピー社、キャピタル・インドネシア・パワーⅠ・シーブイの12社（前連結会計年度は13社）であり、いずれも12

月31日を決算日としている。

　なお、連結財務諸表の作成にあたっては、各連結子会社の決算日現在の財務諸表を使用し、連結決算日との間に重要

な取引が生じた場合には、連結上必要な調整を行うこととしている。

４．会計処理基準に関する事項

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法

イ　長期投資（その他有価証券）

　時価のある有価証券は、決算日の市場価格等による時価法（売却原価は移動平均法）により評価し、その評価差

額は全部純資産直入法によっている。

　時価のない有価証券は、移動平均法による原価法によっている。

ロ　たな卸資産

　主として、収益性の低下に基づく簿価切下げを行う総平均法による原価法によっている。

ハ　デリバティブ

　時価法によっている。

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法

　有形固定資産は定率法によっている。

　無形固定資産は定額法によっている。

　この方法は、法人税法に規定する基準と同一である。

　なお、会計処理変更年度（平成17年度）以降取得分の送電線路に係る地役権の耐用年数は、送電線路の耐用年数に

準じた年数（36年）とし、それ以外の送電線路に係る地役権は平均残存耐用年数としている。

　また、有形固定資産には特定原子力発電施設の廃止措置に係る資産除去債務相当資産を計上しているが、当該廃止

措置に係る費用の計上方法については、(7)原子力発電施設解体費の計上方法に記載している。

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）

　法人税法の改正（「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法

　　　　　　律」（平成23年12月２日　法律第114号）及び「法人税法施行令の一部を改正する政令」（平成23年政令

第379号））に伴い、当連結会計年度より、平成24年４月１日以後に取得した有形固定資産については、改正後の

法人税法に基づく減価償却の方法に変更している。 

　なお、この変更に伴う影響は軽微である。 
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(3）重要な引当金の計上基準

イ　貸倒引当金

　売掛債権等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債

権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上する方法によっている。

ロ　退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上

している。

　数理計算上の差異は、主として発生した連結会計年度から３年間で定額法により計上している。

ハ　使用済燃料再処理等引当金

　核燃料の燃焼に応じて発生する使用済燃料（具体的な再処理計画を有しない使用済燃料を除く）に対して、そ

の再処理等に要する費用に充てるため、当該費用の現価相当額（割引率1.6％（前連結会計年度は1.6％））を計

上する方法によっている。

　なお、平成16年度末までに発生した当該使用済燃料の再処理等に要する費用の見積額のうち、平成17年度の引当

計上基準変更に伴い生じた差異は電気事業会計規則附則（平成17年経済産業省令第92号）第２条の規定により、

平成17年度より15年間にわたり営業費用として計上することとしており、平成31年度まで毎期均等額30,560百万

円を計上する。また、電気事業会計規則取扱要領第81に基づき、当連結会計年度末の未認識数理計算上の差異（

134,850百万円（前連結会計年度は99,152百万円））については、翌連結会計年度から再処理の具体的な計画を

有する使用済燃料が発生する期間にわたり営業費用として計上する。

ニ　使用済燃料再処理等準備引当金

　具体的な再処理計画を有しない使用済燃料に対して、その再処理等に要する費用に充てるため、当該費用の現価

相当額（割引率4.0％）を計上する方法によっている。

　なお、東北地方太平洋沖地震により被災した福島第一原子力発電所１～４号機の装荷核燃料に係る処理費用を

含んでいる。

ホ　災害損失引当金

①　新潟県中越沖地震による損失等に係るもの

　新潟県中越沖地震により被災した資産の復旧等に要する費用または損失に備えるため、当連結会計年度末に

おける見積額を計上している。

②　東北地方太平洋沖地震による損失等に係るもの

　東北地方太平洋沖地震により被災した資産の復旧等に要する費用または損失に備えるため、当連結会計年度

末における見積額を計上している。

　災害損失引当金に含まれる主な費用または損失の計上方法等については以下のとおりである。

ａ　福島第一原子力発電所の事故の収束及び廃止措置等に向けた費用または損失

　政府の原子力災害対策本部が設置する政府・東京電力統合対策室により策定された「東京電力福島第一原

子力発電所・事故の収束に向けた道筋　ステップ２完了報告書」（平成23年12月16日）を受け、政府の原子

力災害対策本部が設置する政府・東京電力中長期対策会議により「東京電力（株）福島第一原子力発電所

１～４号機の廃止措置等に向けた中長期ロードマップ」（平成23年12月21日。以下「中長期ロードマップ」

という）が策定された（平成24年７月30日改訂）。これらに係る費用または損失のうち、通常の見積りが可

能なものについては、具体的な目標期間と個々の対策内容に基づく見積額を計上している。

　なお、中長期ロードマップに係る費用または損失のうち、工事等の具体的な内容を現時点では想定できず、

通常の見積りが困難であるものについては、海外原子力発電所事故における実績額に基づく概算額を計上し

ている。

ｂ　福島第一原子力発電所１～４号機の廃止に関する費用または損失のうち加工中等核燃料の処理費用

　今後の使用が見込めない加工中等核燃料に係る処理費用について、使用済燃料再処理等準備引当金の計上

基準に準じた見積額を計上している。

　なお、装荷核燃料に係る処理費用は使用済燃料再処理等準備引当金に含めて表示している。

ｃ　福島第一原子力発電所５・６号機及び福島第二原子力発電所の原子炉の安全な冷温停止状態を維持するた

め等に要する費用または損失

　被災した福島第一原子力発電所５・６号機及び福島第二原子力発電所の今後の取扱いについては未定であ

るものの、原子炉の安全な冷温停止状態を維持するため等に要する費用または損失は、新潟県中越沖地震に

より被災した柏崎刈羽原子力発電所の復旧等に要する費用または損失と同程度と判断し、これに基づく見積

額を計上している。

ｄ　火力発電所の復旧等に要する費用または損失

　被災した火力発電所の復旧等に要する費用または損失に備えるため、当連結会計年度末における見積額を

計上している。
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（追加情報）

・災害損失引当金残高の内訳

　
前連結会計年度

（平成24年３月31日）　

当連結会計年度

（平成25年３月31日）　

①　新潟県中越沖地震による損失等に係るもの 37,208百万円 26,384百万円

②　東北地方太平洋沖地震による損失等に係るもの 750,299 675,616

うちａ　福島第一原子力発電所の事故の収束及び廃止措置等に向けた

費用または損失 512,343 482,879

ｂ　福島第一原子力発電所１～４号機の廃止に関する費用または

損失のうち加工中等核燃料の処理費用 4,651 4,837

ｃ　福島第一原子力発電所５・６号機及び福島第二原子力発電所

の原子炉の安全な冷温停止状態を維持するため等に要する費用

または損失 188,634 173,659

ｄ　火力発電所の復旧等に要する費用または損失 17,774 9,798

ｅ　その他 26,895 4,440

計 787,507 702,000

・福島第一原子力発電所の事故の収束及び廃止措置等に向けた費用または損失のうち中長期ロードマップに係る

費用または損失の見積り

　　原子力発電所の廃止措置の実施にあたっては予め原子炉内の燃料を取り出す必要があるが、その具体的な作業内

容等の決定は原子炉内の状況を確認するとともに必要となる研究開発等を踏まえての判断となる。従って、中長

期ロードマップに係る費用または損失については、燃料取り出しに係る費用も含め、今後変動する可能性がある

ものの、現時点の合理的な見積りが可能な範囲における概算額を計上している。

ヘ　原子力損害賠償引当金

前連結会計年度（平成23年４月１日から平成24年３月31日まで）

　東北地方太平洋沖地震により被災した福島第一原子力発電所の事故等に関する原子力損害に係る賠償に要す

る費用に備えるため、当連結会計年度末における見積額を計上している。

　当社は迅速かつ適切な賠償を行う観点から、原子力損害賠償紛争審査会で決定された平成23年８月５日の

「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針」

（以下「中間指針」という）、同年12月６日の中間指針追補及び平成24年３月16日の中間指針第二次追補を踏

まえ、これらの中間指針等で示された損害項目ごとに、賠償基準を策定している。また、平成23年12月26日には

政府の原子力災害対策本部により「ステップ２の完了を受けた警戒区域及び避難指示区域の見直しに関する

基本的考え方及び今後の検討課題について」が取りまとめられ、避難指示区域等の見直しに係る考え方が示さ

れている。これらにより、避難等対象者の避難費用や精神的損害、自主的避難等に係る損害、客観的な統計デー

タ等により合理的な見積りが可能となった避難指示等による就労不能に伴う損害や営業損害、農林漁業におけ

る出荷制限等に伴う損害、農林漁業や観光業における風評被害、一部を除く財物価値の喪失または減少等の賠

償見積額から「原子力損害賠償補償契約に関する法律」（昭和36年６月17日　法律第148号）の規定による補

償金の受入額を控除した金額を原子力損害賠償引当金に計上している。これらの賠償額の見積りについては、

参照するデータの精緻化や被害を受けられた皆さまとの合意等により、今後変動する可能性があるものの、現

時点の合理的な見積りが可能な範囲における概算額を計上している。
　

当連結会計年度（平成24年４月１日から平成25年３月31日まで）

　東北地方太平洋沖地震により被災した福島第一原子力発電所の事故等に関する原子力損害に係る賠償に要す

る費用に備えるため、当連結会計年度末における見積額を計上している。

　原子力損害賠償紛争審査会において、平成23年８月５日に「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事

故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針」（以下「中間指針」という）、同年12月６日に中間指

針追補、平成24年３月16日に中間指針第二次追補、平成25年１月30日に中間指針第三次追補が決定されるとと

もに、平成24年７月20日には政府の方針として、「避難指示区域の見直しに伴う賠償基準の考え方について」

が公表された。当社は迅速かつ適切な賠償を行う観点から、これらを踏まえ、中間指針等で示された損害項目ご

とに、賠償基準を策定している。また、平成23年12月26日には政府の原子力災害対策本部により「ステップ２の

完了を受けた警戒区域及び避難指示区域の見直しに関する基本的考え方及び今後の検討課題について」が取

りまとめられ、避難指示区域等の見直しに係る考え方が示されている。これらに加え、損害賠償請求実績や客観

的な統計データ等により見積った避難等対象者の避難費用や精神的損害、自主的避難等に係る損害、避難指示

等による就労不能に伴う損害や営業損害、農林漁業における出荷制限等に伴う損害、風評被害及び一部を除く

財物価値の喪失または減少等の賠償見積額から「原子力損害賠償補償契約に関する法律」（昭和36年６月17

日　法律第148号）の規定による補償金の受入額を控除した金額を原子力損害賠償引当金に計上している。これ

らの賠償額の見積りについては、参照するデータの精緻化や被害を受けられた皆さまとの合意等により、今後

変動する可能性があるものの、現時点の損害賠償請求実績や客観的な統計データ等に基づく合理的な見積りが

可能な範囲における概算額を計上している。　
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ト　渇水準備引当金

　渇水による損失に備えるため、電気事業法第36条の規定により、「渇水準備引当金に関する省令」（経済産業省

令）に基づき計上している。

チ　原子力発電工事償却準備引当金

　原子力発電所の運転開始直後に発生する減価償却費の負担を平準化するため、電気事業法第35条の規定により、

「原子力発電工事償却準備引当金に関する省令」（経済産業省令）に基づき計上している。

(4）重要なヘッジ会計の方法

イ　ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理によっている。また、振当処理の要件を満たしている為替予約及び通貨スワップについては振当

処理に、特例処理の要件を満たしている金利スワップについては特例処理によっている。

ロ　ヘッジ手段とヘッジ対象

ａ　ヘッジ手段　燃料価格に関するスワップ

ヘッジ対象　燃料購入に係る予定取引の一部

ｂ　ヘッジ手段　為替予約

ヘッジ対象　外貨建支払予定額の一部

ｃ　ヘッジ手段　通貨スワップ

ヘッジ対象　外貨建社債の元利金支払額

ｄ　ヘッジ手段　金利スワップ

ヘッジ対象　長期借入金（予定取引を含む）の利息支払額の一部

ハ　ヘッジ方針

　デリバティブ取引に関する社内規程に基づき、燃料購入価格変動、為替変動及び金利変動によるリスクをヘッジ

することを目的としている。　

ニ　ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動の累計を半期毎に比較し

てヘッジの有効性を評価している。ただし、振当処理によっている為替予約及び通貨スワップ、特例処理によって

いる金利スワップについては有効性の評価を省略している。

(5）のれんの償却方法及び償却期間

　のれんの償却は、主として５年間で均等償却している。

(6）連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

　連結キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及び現金同等物）は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び

容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の

到来する短期投資からなる。

(7）原子力発電施設解体費の計上方法

　「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」（昭和32年６月10日　法律第166号）に規定された特

定原子力発電施設の廃止措置について、「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第

21号　平成20年３月31日）第８項を適用し、「原子力発電施設解体引当金に関する省令」（経済産業省令）の規定

に基づき、原子力発電施設解体費の総見積額を発電設備の見込運転期間にわたり、原子力の発電実績に応じて費用

計上する方法によっている。また、総見積額の現価相当額を資産除去債務に計上している。

（追加情報）

・福島第一原子力発電所１～４号機の解体費用の見積り

　被災状況の全容の把握が困難であることから、今後変動する可能性があるものの、現時点の合理的な見積りが

可能な範囲における概算額を計上している。

(8）消費税等の会計処理

　消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっている。

　

EDINET提出書類

東京電力株式会社(E04498)

有価証券報告書

 84/166



（未適用の会計基準等）

・「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号　平成24年５月17日）　

・「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号　平成24年５月17日）

(1）概要

　本会計基準等は、財務報告を改善する観点及び国際的な動向を踏まえ、未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤

務費用の処理方法、退職給付債務及び勤務費用の計算方法並びに開示の拡充を中心に改正されたものである。 

(2）適用予定日

　適用時期は、現在検討中である。　　

(3）当該会計基準等の適用による影響

　影響額は、当連結財務諸表の作成時において評価中である。

（表示方法の変更）

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　前連結会計年度において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「連結の範囲の変更

を伴う子会社株式の売却による収入」、「定期預金の預入による支出」及び「定期預金の払戻による収入」は、金額

的重要性が増したため、当連結会計年度より区分掲記することとした。この表示方法の変更を反映させるため、前連結

会計年度の連結財務諸表の組替えを行っている。

　この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の

「その他」に表示していた152百万円は、「連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入」5,207百万円、

「定期預金の預入による支出」△58,770百万円、「定期預金の払戻による収入」63,644百万円、「その他」△9,929百

万円として組み替えている。
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（連結貸借対照表関係）

１．固定資産の工事費負担金等の受入れによる圧縮記帳額（累計）

　　
前連結会計年度

（平成24年３月31日）

当連結会計年度

（平成25年３月31日）

　 375,571百万円 375,711百万円

　

２．有形固定資産の減価償却累計額

　
前連結会計年度

（平成24年３月31日）

当連結会計年度

（平成25年３月31日）

　 21,998,576百万円 22,255,125百万円

　

３．たな卸資産の内訳

　
前連結会計年度

（平成24年３月31日）

当連結会計年度

（平成25年３月31日）

商品及び製品 5,995百万円 5,003百万円

仕掛品 11,948 9,271

原材料及び貯蔵品 171,583 213,397

　

４．担保資産及び担保付債務

(1）当社の総財産を社債及び㈱日本政策投資銀行借入金の一般担保に供している。

　
前連結会計年度

（平成24年３月31日）

当連結会計年度

（平成25年３月31日）

社債(１年以内に償還すべき金額を含む。) 4,495,134百万円 4,473,643百万円

うち内債 4,265,690 4,244,205

外債 159,444 159,438

金融商品に関する会計基準における

経過措置を適用した債務履行引受契

約により債務の履行を委任した社債

70,000 70,000

㈱日本政策投資銀行借入金(１年以内に返

済すべき金額を含む。)
417,543 611,269

　

(2）「原子力損害の賠償に関する法律」（昭和36年６月17日　法律第147号）に基づき、福島第一原子力発電所の原子

炉の冷却や滞留水の処理等に対して、原子力事業者が講ずべき損害賠償措置として供託している。

　
前連結会計年度

（平成24年３月31日）

当連結会計年度

（平成25年３月31日）

流動資産 　 　

その他　 120,000百万円 120,000百万円
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(3）一部の連結子会社が金融機関等からの借入金等の担保に供している資産並びに担保付債務

担保に供している資産

　
前連結会計年度

（平成24年３月31日）

当連結会計年度

（平成25年３月31日）

固定資産 　 　

その他の固定資産　 24,551百万円 20,808百万円

流動資産 　 　

現金及び預金 11,106 10,393

たな卸資産 405 405

計 36,063 31,606

　上記のうち、その他の固定資産4,441百万円（前連結会計年度4,685百万円）は、工場財団抵当に供している。

　

上記資産を担保としている債務

　
前連結会計年度

（平成24年３月31日）

当連結会計年度

（平成25年３月31日）

固定負債 　 　

長期借入金（１年以内に返済すべき金額

を含む。）
21,351百万円 17,640百万円

　上記のうち336百万円（前連結会計年度379百万円）は、工場財団抵当に係るものである。

　

(4）一部の連結子会社の出資会社における金融機関からの借入金等に対して担保に供している資産

　
前連結会計年度

（平成24年３月31日）

当連結会計年度

（平成25年３月31日）

固定資産 　 　

投資その他の資産 　 　

長期投資 56,894百万円 57,310百万円

　なお、出資会社が債務不履行となっても、連結子会社の負担は当該出資等の金額に限定されている。

　

５．関連会社に対する資産

　
前連結会計年度

（平成24年３月31日）

当連結会計年度

（平成25年３月31日）

株式 511,203百万円 531,155百万円

　

EDINET提出書類

東京電力株式会社(E04498)

有価証券報告書

 87/166



６．偶発債務

(1）保証債務

　
前連結会計年度

（平成24年３月31日）

当連結会計年度

（平成25年３月31日）

イ　以下の会社の金融機関からの借入金に対する保

証債務
　 　

日本原燃㈱ 239,489百万円 198,825百万円

原燃輸送㈱ 58 23

タス・フォレスト・ホールディングス社 195 －

ティームエナジー社 5,739 6,459

パイトン・エナジー社 992 －

エスケーゼット・ユー社 741 928

ロ　日本原燃㈱が発行している社債に対する保証債

務
9,597 9,597

ハ　アイティーエム・オーアンドエム社のアラビア

ン・パワー社との運転保守契約の履行に対する保

証債務

492 564

ニ　メコン・エナジー社のベトナム電力公社との売

電契約の履行及び同社の金融機関からの借入金に

対する保証債務

279 67

ホ　ティーム・スアル社のフィリピン電力公社との

売電契約の履行に対する保証債務
1,231 1,410

ヘ　ケプコ・イリハン社のフィリピン電力公社との

売電契約の履行に対する保証債務
887 1,015

ト　パイトン・エナジー社のインドネシア国有電力

会社との長期売電契約における損害賠償義務の履

行に対する保証債務

155 －

チ　㈱駒込ＳＰＣの金融機関との履行保証保険契約

の履行に対する保証債務
50 －

リ　ティーエムエナジー・オーストラリア社の

ティーエヌパワー社及びタロング・エナジー社

（現　スタンウェル社）との事業譲渡契約の履行

に対する保証債務

14,760 16,919

ヌ　トウキョウ・エレクトリック・パワー・カンパ

ニー・インターナショナル・パイトンⅠ社の金融

機関との金利スワップ契約の履行に対する保証債

務

1,202 1,376

ル　アイピーエム・オペレーション・アンド・メン

テナンス・インドネシア社のパイトン・エナジー

社との運転保守契約の履行に対する保証債務

549 628

ヲ　パイトン・エナジー社の三菱重工業㈱、三井物産

㈱及び東亜建設工業㈱とのプラント建設請負契約

における損害賠償義務の履行に対する保証債務

2,415 －

ワ　従業員の持ち家財形融資等による金融機関から

の借入金に対する保証債務
236,834 225,462

計 515,673 463,278

　

(2）社債の債務履行引受契約に係る偶発債務

　次の社債については、下記金融機関との間に金融商品に関する会計基準における経過措置を適用した債務履行引

受契約を締結し、債務の履行を委任した。しかし、社債権者に対する当社の社債償還義務は、社債償還完了時まで存

続する。

前連結会計年度（平成24年３月31日）

銘柄 債務履行引受金融機関 期末残高(百万円)

東京電力第426回社債 ㈱三井住友銀行 70,000

　

当連結会計年度（平成25年３月31日）

銘柄 債務履行引受金融機関 期末残高(百万円)

東京電力第426回社債 ㈱三井住友銀行 70,000
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(3）原子力損害の賠償に係る偶発債務

　前連結会計年度（平成24年３月31日）

　東北地方太平洋沖地震により被災した福島第一原子力発電所の事故等に関する原子力損害について、当社は事

故の当事者であることを真摯に受け止め、被害を受けられた皆さまへの賠償を早期に実現するとの観点から、国

の援助を受けながら「原子力損害の賠償に関する法律」（昭和36年６月17日　法律第147号）に基づく賠償を実

施することとした。そのなかで、当社は迅速かつ適切な賠償を行う観点から、原子力損害賠償紛争審査会で決定さ

れた平成23年８月５日の「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等

に関する中間指針」（以下「中間指針」という）、同年12月６日の中間指針追補及び平成24年３月16日の中間指

針第二次追補を踏まえ、これらの中間指針等で示された損害項目ごとに、賠償基準を策定している。また、平成23

年12月26日には政府の原子力災害対策本部により「ステップ２の完了を受けた警戒区域及び避難指示区域の見

直しに関する基本的考え方及び今後の検討課題について」が取りまとめられ、避難指示区域等の見直しに係る考

え方が示されている。これらにより、具体的算定方法及び客観的な統計データ等に基づき合理的な見積りが可能

な額については、当連結会計年度において原子力損害賠償引当金に計上しているが、中間指針等の記載内容や現

時点で入手可能なデータ等により合理的に見積ることができない農林漁業や観光業以外の風評被害、間接被害及

び一部の財物価値の喪失や減少等については計上していない。なお、「平成二十三年三月十一日に発生した東北

地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する

特別措置法」（平成23年８月30日　法律第110号）に基づき講ぜられる廃棄物の処理及び除染等の措置等に要す

る費用として当社に請求または求償される額については、現時点で当該措置の具体的な実施内容等を把握できる

状況になく、賠償額を合理的に見積ることができないことなどから、計上していない。
 　
当連結会計年度（平成25年３月31日）

　東北地方太平洋沖地震により被災した福島第一原子力発電所の事故等に関する原子力損害について、当社は事

故の当事者であることを真摯に受け止め、被害を受けられた皆さまへの賠償を早期に実現するとの観点から、国

の援助を受けながら「原子力損害の賠償に関する法律」（昭和36年６月17日　法律第147号）に基づく賠償を実

施することとした。その後、原子力損害賠償紛争審査会において、平成23年８月５日に「東京電力株式会社福島第

一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針」（以下「中間指針」という）、

同年12月６日に中間指針追補、平成24年３月16日に中間指針第二次追補、平成25年１月30日に中間指針第三次追

補が決定されるとともに、平成24年７月20日には政府の方針として、「避難指示区域の見直しに伴う賠償基準の

考え方について」が公表された。当社は迅速かつ適切な賠償を行う観点から、これらを踏まえ、中間指針等で示さ

れた損害項目ごとに、賠償基準を策定している。また、平成23年12月26日には政府の原子力災害対策本部により

「ステップ２の完了を受けた警戒区域及び避難指示区域の見直しに関する基本的考え方及び今後の検討課題に

ついて」が取りまとめられ、避難指示区域等の見直しに係る考え方が示されている。これらに加え、損害賠償請求

実績や客観的な統計データ等に基づき合理的な見積りが可能な額については、当連結会計年度において原子力損

害賠償引当金に計上しているが、中間指針等の記載内容や現時点で入手可能なデータ等により合理的に見積るこ

とができない間接被害や一部の財物価値の喪失または減少等については計上していない。また、「平成二十三年

三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環

境の汚染への対処に関する特別措置法」（平成23年８月30日　法律第110号）に基づき講ぜられる廃棄物の処理

及び除染等の措置等が、国の財政上の措置の下に進められている。そのうち、廃棄物の処理及び除染等の措置等に

要する費用として当社に請求または求償される額については、合意された一部を除き、現時点で当該措置の具体

的な実施内容等を把握できる状況になく、賠償額を合理的に見積ることができないことなどから、計上していな

い。

　

７．財務制限条項

当連結会計年度（平成25年３月31日）

　当社の社債（676,411百万円）、長期借入金（21,764百万円）及び１年以内に期限到来の固定負債（199,994百万

円）には、当社及び当社グループの財政状態、経営成績に係る財務制限条項が付されている。

　

８．土地再評価差額金　

前連結会計年度（平成24年３月31日）及び当連結会計年度（平成25年３月31日）

　「土地の再評価に関する法律」（平成10年３月31日公布　法律第34号）に基づき、一部の持分法適用関連会社にお

いて事業用土地の再評価を行ったことによる土地再評価差額金の持分相当額である。
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（連結損益計算書関係）

１．営業費用のうち販売費及び一般管理費の内訳

　電気事業営業費用（相殺消去後5,914,996百万円、相殺消去額△14,732百万円（前連結会計年度は相殺消去後

5,309,162百万円、相殺消去額△10,202百万円））に含まれる販売費及び一般管理費の金額（相殺消去前）は、

357,000百万円（前連結会計年度381,564百万円）であり、主要な費目及び金額は以下のとおりである。

　なお、電気事業における連結会社間の取引に係る相殺消去は電気事業営業費用総額で行っていることから、相殺消去

前の金額を記載している。

　
前連結会計年度

（平成23年４月１日から
平成24年３月31日まで）

当連結会計年度
（平成24年４月１日から
平成25年３月31日まで）

給料手当 107,556百万円 91,054百万円

退職給付引当金繰入額 21,102 22,934

委託費 78,520 75,941

賃借料 42,384 40,371

　

２．引当金繰入額

　
前連結会計年度

（平成23年４月１日から
平成24年３月31日まで）

当連結会計年度
（平成24年４月１日から
平成25年３月31日まで）

退職給付引当金 25,758百万円 △46,591百万円

使用済燃料再処理等引当金 76,649 49,392

使用済燃料再処理等準備引当金 3,367 2,338

災害損失引当金 308,751 40,352

原子力損害賠償引当金 2,524,930 1,161,970

　

３．研究開発費の総額

　
前連結会計年度

（平成23年４月１日から
平成24年３月31日まで）

当連結会計年度
（平成24年４月１日から
平成25年３月31日まで）

　 24,789百万円 20,642百万円
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４．原子力損害賠償費及び原子力損害賠償支援機構資金交付金の内容

前連結会計年度（平成23年４月１日から平成24年３月31日まで）

　東北地方太平洋沖地震により被災した福島第一原子力発電所の事故等に関する原子力損害について、当社は事故

の当事者であることを真摯に受け止め、被害を受けられた皆さまへの賠償を早期に実現するとの観点から、国の援

助を受けながら「原子力損害の賠償に関する法律」（昭和36年６月17日　法律第147号）に基づく賠償を実施する

こととした。その後、当社は迅速かつ適切な賠償を行う観点から、原子力損害賠償紛争審査会で決定された平成23年

８月５日の「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指

針」（以下「中間指針」という）、同年12月６日の中間指針追補及び平成24年３月16日の中間指針第二次追補を踏

まえ、これらの中間指針等で示された損害項目ごとに、賠償基準を策定している。また、平成23年12月26日には政府

の原子力災害対策本部により「ステップ２の完了を受けた警戒区域及び避難指示区域の見直しに関する基本的考

え方及び今後の検討課題について」が取りまとめられ、避難指示区域等の見直しに係る考え方が示されている。こ

れらにより、避難等対象者の避難費用や精神的損害、自主的避難等に係る損害、客観的な統計データ等により合理的

な見積りが可能となった避難指示等による就労不能に伴う損害や営業損害、農林漁業における出荷制限等に伴う損

害、農林漁業や観光業における風評被害、一部を除く財物価値の喪失または減少等の賠償見積額2,644,930百万円か

ら「原子力損害賠償補償契約に関する法律」（昭和36年６月17日　法律第148号）の規定による補償金（以下「補

償金」という）の受入額120,000百万円を控除した金額2,524,930百万円を原子力損害賠償費に計上している。これ

らの賠償額の見積りについては、参照するデータの精緻化や被害を受けられた皆さまとの合意等により、今後変動

する可能性があるものの、現時点の合理的な見積りが可能な範囲における概算額を計上している。

　一方、こうした賠償の迅速かつ適切な実施のため、「原子力損害賠償支援機構法」（平成23年８月10日　法律第94

号。以下「機構法」という）に基づき新設された原子力損害賠償支援機構（以下「機構」という）は、申請のあっ

た原子力事業者に対し必要な資金援助を行うこととされている。当社は機構に対し、機構法第43条第１項の規定に

基づき、平成24年３月29日に同日時点での要賠償額の見通し額2,546,271百万円への資金援助の額の変更を申請し、

同額から補償金の受入額120,000百万円を控除した金額2,426,271百万円を原子力損害賠償支援機構資金交付金に

計上している。

　なお、資金援助を受けるにあたっては、機構法第52条第１項の規定により機構が定める特別な負担金を支払うこと

とされているが、その金額については、当社の収支の状況に照らし連結会計年度ごとに機構における運営委員会の

議決を経て定められるとともに、主務大臣による認可が必要となることなどから、計上していない。
　
当連結会計年度（平成24年４月１日から平成25年３月31日まで）

　東北地方太平洋沖地震により被災した福島第一原子力発電所の事故等に関する原子力損害について、当社は事故

の当事者であることを真摯に受け止め、被害を受けられた皆さまへの賠償を早期に実現するとの観点から、国の援

助を受けながら「原子力損害の賠償に関する法律」（昭和36年６月17日 法律第147号）に基づく賠償を実施する

こととした。その後、原子力損害賠償紛争審査会において、平成23年８月５日に「東京電力株式会社福島第一、第二

原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針」（以下「中間指針」という）、同年12月６

日に中間指針追補、平成24年３月16日に中間指針第二次追補、平成25年１月30日に中間指針第三次追補が決定され

るとともに、平成24年７月20日には政府の方針として、「避難指示区域の見直しに伴う賠償基準の考え方につい

て」が公表された。当社は迅速かつ適切な賠償を行う観点から、これらを踏まえ、中間指針等で示された損害項目ご

とに、賠償基準を策定している。また、平成23年12月26日には政府の原子力災害対策本部により「ステップ２の完了

を受けた警戒区域及び避難指示区域の見直しに関する基本的考え方及び今後の検討課題について」が取りまとめ

られ、避難指示区域等の見直しに係る考え方が示されている。これらに加え、損害賠償請求実績や客観的な統計デー

タ等により見積もった、避難等対象者の避難費用や精神的損害、自主的避難等に係る損害、避難指示等による就労不

能に伴う損害や営業損害、農林漁業における出荷制限等に伴う損害、風評被害及び一部を除く財物価値の喪失また

は減少等の賠償見積額3,806,900百万円から「原子力損害賠償補償契約に関する法律」（昭和36年６月17日 法律

第148号）の規定による補償金（以下「補償金」という）の受入額120,000百万円を控除した金額3,686,900百万円

と前連結会計年度の見積額との差額1,161,970百万円を原子力損害賠償費に計上している。これらの賠償額の見積

りについては、参照するデータの精緻化や被害を受けられた皆さまとの合意等により、今後変動する可能性がある

ものの、現時点の合理的な見積りが可能な範囲における概算額を計上している。

　一方、こうした賠償の迅速かつ適切な実施のため、「原子力損害賠償支援機構法」（平成23年８月10日 法律第94

号。以下「機構法」という）に基づき新設された原子力損害賠償支援機構（以下「機構」という）は、申請のあっ

た原子力事業者に対し必要な資金援助を行うこととされている。当社は機構に対し、機構法第43条第１項の規定に

基づき、平成24年12月27日に同日時点での要賠償額の見通し額3,243,079百万円への資金援助の額の変更を申請し、

当連結会計年度において、同額から補償金の受入額120,000百万円を控除した金額3,123,079百万円と、同年５月９

日に損害賠償の履行に充てるための資金として交付することが決定された金額2,426,271百万円との差額696,808

百万円を原子力損害賠償支援機構資金交付金に計上している。

　なお、資金援助を受けるにあたっては、機構法第52条第１項の規定により機構が定める特別な負担金を支払うこと

とされているが、その金額については、当社の収支の状況に照らし連結会計年度ごとに機構における運営委員会の

議決を経て定められるとともに、主務大臣による認可が必要となることなどから、計上していない。
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５．固定資産売却益の内容

　
前連結会計年度

（平成23年４月１日から
平成24年３月31日まで）

当連結会計年度
（平成24年４月１日から
平成25年３月31日まで）

土地 39,337百万円 112,352百万円

その他 2,271 2,858

計 41,609 115,210

　

６．災害特別損失の内容

前連結会計年度（平成23年４月１日から平成24年３月31日まで）

　東北地方太平洋沖地震により被災した資産の復旧等に要する費用または損失を計上している。

(1) 災害特別損失に含まれる費用または損失の計上方法等

イ　福島第一原子力発電所の事故の収束及び廃止措置等に向けた費用または損失

　政府の原子力災害対策本部が設置する政府・東京電力統合対策室により策定された「東京電力福島第一原子

力発電所・事故の収束に向けた道筋　ステップ２完了報告書」（平成23年12月16日）を受け、政府の原子力災

害対策本部が設置する政府・東京電力中長期対策会議により「東京電力（株）福島第一原子力発電所１～４

号機の廃止措置等に向けた中長期ロードマップ」（平成23年12月21日。以下「中長期ロードマップ」という）

が策定された。これらに係る費用または損失のうち、通常の見積りが可能なものについては、具体的な目標期間

と個々の対策内容に基づく見積額を計上している。

　なお、中長期ロードマップに係る費用または損失については、燃料取り出しに係る費用も含め、今後変動する

可能性があるものの、現時点の合理的な見積りが可能な範囲における概算額を計上している。

(2) 災害特別損失の主な内訳

イ　福島第一原子力発電所の事故の収束及び廃止措置等に向けた費用又は損失 287,111百万円

ロ　その他　 10,691

計 297,802

　

当連結会計年度（平成24年４月１日から平成25年３月31日まで）

東北地方太平洋沖地震により被災した資産の復旧等に要する費用または損失を計上している。

(1) 災害特別損失に含まれる費用または損失の計上方法等

イ　福島第一原子力発電所の事故の収束及び廃止措置等に向けた費用または損失

　政府の原子力災害対策本部が設置する政府・東京電力統合対策室により策定された「東京電力福島第一原子

力発電所・事故の収束に向けた道筋　ステップ２完了報告書」（平成23年12月16日）を受け、政府の原子力災

害対策本部が設置する政府・東京電力中長期対策会議により「東京電力（株）福島第一原子力発電所１～４

号機の廃止措置等に向けた中長期ロードマップ」（平成23年12月21日。以下「中長期ロードマップ」という）

が策定された（平成24年７月30日改訂）。これらに係る費用または損失のうち、通常の見積りが可能なものに

ついては、具体的な目標期間と個々の対策内容に基づく見積額を計上している。

　なお、中長期ロードマップに係る費用または損失については、燃料取り出しに係る費用も含め、今後変動する

可能性があるものの、現時点の合理的な見積りが可能な範囲における概算額を計上している。

　

７．核燃料加工契約変更損失の内容

当連結会計年度（平成24年４月１日から平成25年３月31日まで）

　ＭＯＸ燃料（ウランと使用済燃料から取り出したプルトニウムを混ぜ合わせた燃料）の加工契約について、同契

約に基づき加工途中の状態で保管していたＭＯＸ燃料の解体を決定し、同契約の一部解約を含む契約変更を実施し

たことに伴う損失を計上している。　
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８．減損損失の内容

当連結会計年度（平成24年４月１日から平成25年３月31日まで）

イ　資産のグルーピングの方法　

①　電気事業に使用している固定資産は、発電から販売まですべての資産が一体となってキャッシュ・フロー

を生成していることから、廃止を決定し、代替的な投資も予定されていない資産のうち重要なものを除き全

体を１つの資産グループとしている。

②　電気事業以外の事業に使用している固定資産は、原則として事業毎、地点毎に１つの資産グループとしてい

る。

③　それ以外の固定資産については、原則として個別の資産毎としている。　

ロ　減損損失を認識した資産または資産グループ

用途 種類 場所 減損損失　

事業用資産 機械装置等 福島県双葉郡大熊町ほか 2,424百万円

売却予定資産 土地・建物等 東京都中央区ほか 7,367

遊休資産その他 建設仮勘定等 福島県双葉郡双葉町ほか 2,322

ハ　減損損失の認識に至った経緯

　主に売却予定資産について帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額12,115百万円を減損損失として

特別損失に計上している。

ニ　回収可能価額の算定方法

　回収可能価額は主として正味売却価額を使用しており、正味売却価額については売却見込額等により評価し

ている。

　

９．固定資産売却損の内容

　
前連結会計年度

（平成23年４月１日から
平成24年３月31日まで）

当連結会計年度
（平成24年４月１日から
平成25年３月31日まで）

土地 －百万円 4,518百万円

建物 － 13,476

その他 － 917

計 － 18,911
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（連結包括利益計算書関係）　

１．その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額 

　
前連結会計年度

（平成23年４月１日から
平成24年３月31日まで）

当連結会計年度
（平成24年４月１日から
平成25年３月31日まで）

その他有価証券評価差額金： 　 　

当期発生額 △2,023百万円 △1,204百万円

組替調整額 21,795 △417

税効果調整前 19,772 △1,622

税効果額 569 102

その他有価証券評価差額金 20,341 △1,520

繰延ヘッジ損益： 　 　

当期発生額 △904 △82

組替調整額 456 123

税効果調整前 △448 40

税効果額 266 －

繰延ヘッジ損益 △181 40

為替換算調整勘定： 　 　

当期発生額 △5,301 9,083

組替調整額 1,641 －

税効果調整前 △3,660 9,083

税効果額 － －

為替換算調整勘定 △3,660 9,083

持分法適用会社に対する持分相当額： 　 　

当期発生額 △11,083 4,290

組替調整額 4,017 4,247

持分法適用会社に対する持分相当額 △7,066 8,537

その他の包括利益合計 9,432 16,141
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（連結株主資本等変動計算書関係）

前連結会計年度（平成23年４月１日から平成24年３月31日まで）

　発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

種類

当連結会計年度期首

株式数

（千株）

当連結会計年度

増加株式数

（千株）

当連結会計年度

減少株式数

（千株）

当連結会計年度末

株式数

（千株）

発行済株式                 

普通株式 1,607,017 － － 1,607,017

合計 1,607,017 － － 1,607,017

自己株式                 

普通株式 4,478 65 10 4,533

合計 4,478 65 10 4,533

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加65千株は、単元未満株式の買取りによる取得等であり、減少10千株は、単元未

満株式の買増請求による売渡しである。

　　

当連結会計年度（平成24年４月１日から平成25年３月31日まで）

　発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

種類

当連結会計年度期首

株式数

（千株）

当連結会計年度

増加株式数

（千株）

当連結会計年度

減少株式数

（千株）

当連結会計年度末

株式数

（千株）

発行済株式                 

普通株式 1,607,017 － － 1,607,017

Ａ種優先株式 － 1,600,000 － 1,600,000

Ｂ種優先株式 － 340,000 － 340,000

合計 1,607,017 1,940,000 － 3,547,017

自己株式                 

普通株式 4,533 34 29 4,538

合計 4,533 34 29 4,538

（注）１．Ａ種優先株式の発行済株式総数の増加1,600,000千株は、第三者割当による新株の発行である。

２．Ｂ種優先株式の発行済株式総数の増加340,000千株は、第三者割当による新株の発行である。　　

３．普通株式の自己株式の株式数の増加34千株は、単元未満株式の買取りによる取得等であり、減少29千株は、持

分法適用関連会社の持分比率減少に伴う自己株式（当社株式）の当社帰属分の変動等である。
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）　

１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

　
前連結会計年度

（平成23年４月１日から
平成24年３月31日まで）

当連結会計年度
（平成24年４月１日から
平成25年３月31日まで）

現金及び預金勘定 1,287,418百万円 1,754,977百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △33,540　 △240,413　

現金及び現金同等物 1,253,877　 1,514,564　

　

２．株式の売却により連結子会社でなくなった会社の資産及び負債の主な内訳

　

前連結会計年度（平成23年４月１日から平成24年３月31日まで）

　株式の売却により㈱ユーラスエナジーホールディングス他87社が連結子会社でなくなったことに伴う売却時の資産

及び負債の内訳並びに株式の売却価額と売却による支出（純額）は次のとおりである。

　

固定資産 104,883百万円

流動資産 37,379　

固定負債 △81,526　

流動負債 △16,586　

その他の包括利益累計額 5,521　

少数株主持分 △14,538　

株式売却後の当社持分 △21,878　

株式売却損益 10,137　

株式の売却価額 23,392　

売却連結子会社の現金及び現金同等物 △24,306　

差引：売却による支出 △914　

（うち売却による収入）　　　　　　　（　 5,207）

（うち売却による支出）　　　　　　　（ △6,121）　

　

当連結会計年度（平成24年４月１日から平成25年３月31日まで）

　株式の売却により㈱アット東京他９社が連結子会社でなくなったことに伴う売却時の資産及び負債の内訳並びに株

式の売却価額と売却による収入（純額）は次のとおりである。

　

固定資産 83,556百万円

流動資産 20,206　

固定負債 △28,694　

流動負債 △24,298　

少数株主持分 △6,718　

株式売却後の当社持分 △14,941　

株式売却損益 22,513　

株式の売却価額 51,623　

売却連結子会社の現金及び現金同等物 △10,699　

差引：売却による収入 40,923　

（うち売却による収入）　　　　　　　（　41,468）

（うち売却による支出）　　　　　　　（ 　△544）　
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（リース取引関係）　

オペレーティング・リース取引

(1）借主側

①　未経過リース料 

　 （単位：百万円）

　
前連結会計年度

（平成24年３月31日）
当連結会計年度

（平成25年３月31日）

１年内 5,773 3,934

１年超 2,895 4,274

合計 8,669 8,209

　

(2）貸主側

①　未経過リース料

　 （単位：百万円）

　
前連結会計年度

（平成24年３月31日）
当連結会計年度

（平成25年３月31日）

１年内 832 506

１年超 1,617 843

合計 2,449 1,350
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（金融商品関係）　

１．金融商品の状況に関する事項

(1）金融商品に対する取組方針

東北地方太平洋沖地震により被災した福島第一原子力発電所の事故の発生に伴う格付の低下等により、資金調

達力が低下しているものの、金融機関からの借入及び社債の発行等により、電気事業等の運営上、必要な設備資金

等の確実な調達に努めている。

資金運用は短期的な預金等に限定している。

デリバティブ取引は、社内規程に基づきリスクヘッジの目的に限定して利用しており、トレーディング・投機

目的での取引はない。

(2）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

投資有価証券は主に株式であり、市場価格等の変動リスクに晒されている。なお、上場株式については四半期ご

とに時価の把握を行っている。

使用済燃料再処理等積立金は、特定実用発電用原子炉の運転に伴って生じる使用済燃料の再処理等を適正に実

施するために「原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律」

（平成17年５月20日　法律第48号）に基づき拠出した金銭である。

未収原子力損害賠償支援機構資金交付金(連結貸借対照表計上額891,779百万円)は、「原子力損害賠償支援機

構法」（平成23年８月10日　法律第94号）第41条第１項第１号に規定する資金の未収金である。当該未収金は、東

北地方太平洋沖地震による福島第一原子力発電所の事故等に伴う原子力損害に係る賠償の履行に充てるため、原

子力損害賠償支援機構から、その必要額の交付を受けるものであり、賠償に要する金額に基づいていることなど

から、時価等については記載していない。

受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されている。当該リスクに関しては、社内規程に従い、相手先ご

との期日管理及び残高管理を行うとともに、支払期日を経過してなお支払われない場合については、督促等を行

い回収に努めている。

有利子負債には、金利変動リスクに晒されている借入及び社債があり、一部は金利スワップ取引を行うことに

より当該リスクを回避している。また、外貨建社債については、為替変動リスクに晒されており、社債の発行時に、

通貨スワップ取引を行うことにより当該リスクを回避している。

支払手形及び買掛金は、そのほとんどが１年以内の支払期日である。

また、社債、借入金並びに支払手形及び買掛金は、流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリス

ク）を有するが、資金繰計画を作成・更新する等により管理している。

デリバティブ取引は、外貨建社債の為替変動リスクのヘッジ取引を目的とした通貨スワップ取引、借入金の支

払金利の変動リスクのヘッジ取引を目的とした金利スワップ取引等であり、社内規定に基づき執行箇所及び管理

箇所が定められている。これらは、取引相手の契約不履行による信用リスクを有するが、デリバティブ取引の相手

として、信用度の高い金融機関を選択しており、そのリスクは極めて低いと判断している。なお、ヘッジ会計に関

するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性の評価方法等については、前述の「会計処理基準に関す

る事項」の「重要なヘッジ会計の方法」に記載している。

(3）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含ま

れている。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、

当該価額が変動することがある。また、「デリバティブ取引関係」注記におけるデリバティブ取引に関する契約

額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではない。
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２．金融商品の時価等に関する事項

連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりである。なお、時価を把握することが極め

て困難と認められるものは、次表には含まれていない。（（注２）参照。）

前連結会計年度（平成24年３月31日）　

 
連結貸借対照表計上額
（※1）（百万円）

時価（※1）（百万円） 差額（百万円）

(1）投資有価証券（※2） 6,936 6,936 －

(2）使用済燃料再処理等積立金 1,125,997 1,125,997 －

(3）現金及び預金 1,287,418 1,287,418 －

(4）受取手形及び売掛金 432,925 432,925 －

(5）社債（※3） (4,425,574) (3,808,854) 616,720

(6）長期借入金（※3） (3,453,188) (3,268,631) 184,557

(7）短期借入金 (441,765) (441,765) －

(8）支払手形及び買掛金 (317,479) (317,479) －

(9）デリバティブ取引（※4） (328) (328) －

(※1)負債に計上されているものについては、（　）で示している。

(※2)連結貸借対照表上、「長期投資」に計上されている。

(※3)連結貸借対照表上、「１年以内に期限到来の固定負債」に計上されているものが含まれている。

(※4)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務を純額で表示している。

当連結会計年度（平成25年３月31日）　

 
連結貸借対照表計上額
（※1）（百万円）

時価（※1）（百万円） 差額（百万円）

(1）投資有価証券（※2） 4,486 4,486 －

(2）使用済燃料再処理等積立金 1,070,846 1,070,846 －

(3）現金及び預金 1,754,977 1,754,977 －

(4）受取手形及び売掛金 475,752 475,752 －

(5）社債（※3） (4,403,863) (4,233,216) 170,647

(6）長期借入金（※3） (3,509,715) (3,436,504) 73,210

(7）短期借入金 (11,240) (11,240) －

(8）支払手形及び買掛金 (334,998) (334,998) －

(9）デリバティブ取引（※4） (287) (287) －

(※1)負債に計上されているものについては、（　）で示している。

(※2)連結貸借対照表上、「長期投資」に計上されている。

(※3)連結貸借対照表上、「１年以内に期限到来の固定負債」に計上されているものが含まれている。

(※4)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務を純額で表示している。

（注１）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

(1）投資有価証券

株式は取引所の価格によっている。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関

係」注記参照。
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(2）使用済燃料再処理等積立金

特定実用発電用原子炉の運転に伴って生じる使用済燃料の再処理等を適正に実施するために「原子力発電に

おける使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律」（平成17年５月20日　法律第48

号）に基づき拠出した金銭である。

この取戻しにあたっては、経済産業大臣が承認した使用済燃料再処理等積立金の取戻しに関する計画に従う必

要があり、帳簿価額は、当連結会計年度末現在における当該計画の将来取戻し予定額の現価相当額に基づいてい

ることから、時価は当該帳簿価額によっている。

(3）現金及び預金、並びに(4）受取手形及び売掛金

短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっている。

(5）社債

当社の発行する社債のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映していることから、時価は帳簿価

額にほぼ等しいと考えられるため、当該帳簿価額によっている。固定金利によるもののうち市場価格のあるもの

の時価は、市場価格によっている。ただし、為替予約等の振当処理の対象とされている社債（「デリバティブ取引

関係」注記参照）については、円貨建固定利付社債とみて、元利金を同様の社債を発行した場合に適用されると

考えられる利率で割り引いて現在価値を算定している。市場価格のないものについては、元利金を同様の社債を

発行した場合に適用されると考えられる利率で割り引いて現在価値を算定している。

(6）長期借入金

長期借入金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映していることから、時価は帳簿価額にほぼ

等しいと考えられるため、当該帳簿価額によっている。固定金利によるものは、一定の期間ごとに区分した当該長

期借入金の元利金の合計額を同様の借入において想定される利率で割り引いて現在価値を算定している。ただ

し、金利スワップの特例処理の対象とされている長期借入金（「デリバティブ取引関係」注記参照）について

は、その金利スワップのレートを借入金利とみなして現在価値を算定している。

(7）短期借入金並びに(8）支払手形及び買掛金

短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっている。

(9）デリバティブ取引

「デリバティブ取引関係」注記参照。

（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

　 （単位：百万円）

区分
前連結会計年度

（平成24年３月31日）
当連結会計年度

（平成25年３月31日）

非上場株式 26,389 27,350

その他 5,419 9,252

合計 31,809 36,603

これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「(1）投資有価証券」に

は含めていない。
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（注３）金銭債権及び満期がある有価証券の連結決算日後の償還予定額

前連結会計年度（平成24年３月31日）

 
１年以内
（百万円）

１年超
５年以内
（百万円）

５年超
10年以内
（百万円）

10年超
（百万円）

投資有価証券                 

その他有価証券のうち満期があるもの                 

債券                 

国債・地方債等 3 － 83 －

社債 － － － －

その他 － － － －

その他 482 － － －

使用済燃料再処理等積立金（※1） 103,693 － － －

現金及び預金（※2） 1,287,418 － － －

受取手形及び売掛金 432,925 － － －

合計 1,824,523 － 83 －

（※1）使用済燃料再処理等積立金のうち、１年を超えて取戻される予定の金額（1,022,304百万円）については、契約上

の要請及び開示により不利益が生じることになる可能性があるため非開示としている。

（※2）現金及び預金の１年以内の償還予定額には現金を含んでいる。

　

当連結会計年度（平成25年３月31日）

 
１年以内
（百万円）

１年超
５年以内
（百万円）

５年超
10年以内
（百万円）

10年超
（百万円）

投資有価証券                 

その他有価証券のうち満期があるもの                 

債券                 

国債・地方債等 － － 85 －

社債 － － － －

その他 － － － －

その他 － － － －

使用済燃料再処理等積立金（※1） 100,541 － － －

現金及び預金（※2） 1,754,977 － － －

受取手形及び売掛金 475,752 － － －

合計 2,331,271 － 85 －

（※1）使用済燃料再処理等積立金のうち、１年を超えて取戻される予定の金額（970,305百万円）については、契約上の

要請及び開示により不利益が生じることになる可能性があるため非開示としている。

（※2）現金及び預金の１年以内の償還予定額には現金を含んでいる。
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（注４）社債、長期借入金及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額

前連結会計年度（平成24年３月31日）

　
１年以内
（百万円）

１年超
２年以内
（百万円）

２年超
３年以内
（百万円）

３年超
４年以内
（百万円）

４年超
５年以内
（百万円）

５年超
（百万円）

社債 748,110585,729446,400438,100367,0351,840,200

長期借入金 177,078336,919491,354320,629429,3991,697,809

短期借入金 441,765 － － － － －

合計 1,366,953922,648937,754758,729796,4343,538,009

　

当連結会計年度（平成25年３月31日）

　
１年以内
（百万円）

１年超
２年以内
（百万円）

２年超
３年以内
（百万円）

３年超
４年以内
（百万円）

４年超
５年以内
（百万円）

５年超
（百万円）

社債 635,754446,400438,100366,9971,298,3111,218,300

長期借入金 484,806489,576319,858429,548228,9911,556,932

短期借入金 11,240 － － － － －

合計 1,131,801935,976757,958796,5461,527,3022,775,232
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（有価証券関係）　

１．その他有価証券

前連結会計年度（平成24年３月31日）

種類
連結貸借対照表計上額

（百万円）
取得原価（百万円） 差額（百万円）

（連結貸借対照表計上額が取得原価

を超えるもの）
            

株式 777 339 437

債券             

国債・地方債等 83 79 3

社債 － － －

その他 － － －

その他 － － －

小計 860 419 441

（連結貸借対照表計上額が取得原価

を超えないもの）
            

株式 5,525 6,002 △477

債券             

国債・地方債等 3 3 －

社債 － － －

その他 － － －

その他 546 560 △14

小計 6,075 6,567 △492

合計 6,936 6,986 △50

　

当連結会計年度（平成25年３月31日）

種類
連結貸借対照表計上額

（百万円）
取得原価（百万円） 差額（百万円）

（連結貸借対照表計上額が取得原価

を超えるもの）
            

株式 78 72 6

債券             

国債・地方債等 85 79 5

社債 － － －

その他 － － －

その他 － － －

小計 164 152 12

（連結貸借対照表計上額が取得原価

を超えないもの）
            

株式 4,254 5,881 △1,626

債券             

国債・地方債等 － － －

社債 － － －

その他 － － －

その他 67 72 △4

小計 4,322 5,954 △1,631

合計 4,486 6,106 △1,619
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２．売却したその他有価証券　

前連結会計年度（平成23年４月１日から平成24年３月31日まで）

種類 売却額（百万円）
売却益の合計額

（百万円）

売却損の合計額

（百万円）

　株式 316,833 28,838 40,417

　債券    

　国債・地方債等 99 0 1

　社債 － － －

　その他 － － －

　その他 300 2 1

合計 317,233 28,841 40,421

　

当連結会計年度（平成24年４月１日から平成25年３月31日まで）

種類 売却額（百万円）
売却益の合計額

（百万円）

売却損の合計額

（百万円）

　株式 5,436 3,671 100

　債券    

　国債・地方債等 － － －

　社債 － － －

　その他 － － －

　その他 48 0 23

合計 5,484 3,671 124
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（デリバティブ取引関係）　

　ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

(1）通貨関連

前連結会計年度（平成24年３月31日）

ヘッジ会計
の方法

取引の種類
主なヘッジ
対象

契約額等
（百万円）

うち１年超
（百万円）

時価
（百万円）

時価の
算定方法

為替予約等の
振当処理

通貨スワップ取引 社債         

（※） －
支払円・受取ユーロ  134,270134,270
支払円・受取スイスフ
ラン

 25,050 25,050

合計 159,320159,320 －     
（※）　為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている社債と一体として処理されているため、

「金融商品関係」注記におけるデリバティブ取引の「連結貸借対照表計上額」、「時価」には含まれて
いない。

当連結会計年度（平成25年３月31日）

ヘッジ会計
の方法

取引の種類
主なヘッジ
対象

契約額等
（百万円）

うち１年超
（百万円）

時価
（百万円）

時価の
算定方法

為替予約等の
振当処理

通貨スワップ取引 社債         

（※） －
支払円・受取ユーロ  134,270 －
支払円・受取スイスフ
ラン

 25,050 25,050

合計 159,32025,050 －     
（※）　為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている社債と一体として処理されているため、

「金融商品関係」注記におけるデリバティブ取引の「連結貸借対照表計上額」、「時価」には含まれて
いない。

(2）金利関連

前連結会計年度（平成24年３月31日）

ヘッジ会計
の方法

取引の種類
主なヘッジ
対象

契約額等
（百万円）

うち１年超
（百万円）

時価
（百万円）

時価の
算定方法

原則的処理方
法

金利スワップ取引
支払固定・受取変動

長期借入金
　
 

    
4,944

    
4,835

    
△328

取引先金融機
関から提示さ
れた価格に
よっている。

金利スワップ
の特例処理

金利スワップ取引 長期借入金         
（※） －

支払固定・受取変動  67,228 49,376

合計 72,172 54,211 △328     
（※）　金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されてい

るため、「金融商品関係」注記におけるデリバティブ取引の「連結貸借対照表計上額」、「時価」には
含まれていない。

　
当連結会計年度（平成25年３月31日）

ヘッジ会計
の方法

取引の種類
主なヘッジ
対象

契約額等
（百万円）

うち１年超
（百万円）

時価
（百万円）

時価の
算定方法

原則的処理方
法

金利スワップ取引
支払固定・受取変動

長期借入金
　
 

    
5,383

    
4,881

    
△287

取引先金融機
関から提示さ
れた価格に
よっている。

金利スワップ
の特例処理

金利スワップ取引 長期借入金         
（※） －

支払固定・受取変動  45,712 44,316

合計 51,096 49,198 △287     
（※）　金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されてい

るため、「金融商品関係」注記におけるデリバティブ取引の「連結貸借対照表計上額」、「時価」には
含まれていない。
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（退職給付関係）　

１．採用している退職給付制度の概要

　当社及び連結子会社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度、厚生年金基金制度及び退職一時金制

度を設けているほか、確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けている。

　当社については、確定給付企業年金制度、確定拠出年金制度及び退職一時金制度を有している。　
　
２．退職給付債務に関する事項

　 　 　 （単位：百万円）

　
前連結会計年度

（平成24年３月31日）
当連結会計年度

（平成25年３月31日）

イ．退職給付債務 △1,003,594 △858,902

ロ．年金資産（注２） 582,550 547,528

ハ．退職給付引当金 432,562 424,198

ニ．前払年金費用 △14,503 △94,239

差引（イ＋ロ＋ハ＋ニ） △2,985 18,584

（差引分内訳）         

ホ．未認識数理計算上の差異等（注３） △2,985 18,584

（注）１．一部の退職給付制度では、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用している。

２．厚生年金基金の代行部分を含めて記載している。

３．未認識過去勤務債務（債務の減額）（前連結会計年度606百万円、当連結会計年度402百万円）を含んでい

る。
　
３．退職給付費用に関する事項

　 　 　 （単位：百万円）

　
前連結会計年度

（平成23年４月１日から
平成24年３月31日まで）

当連結会計年度
（平成24年４月１日から
平成25年３月31日まで）

イ．勤務費用（注１，２） 30,384 29,494

ロ．利息費用 19,889 19,518

ハ．期待運用収益 △14,480 △13,980

ニ．数理計算上の差異の費用処理額 △9,016 △6,997

ホ．過去勤務債務の費用処理額 △926 △73,836

ヘ．その他（注３） 6,935 10,454

ト．退職給付費用（イ＋ロ＋ハ＋ニ＋ホ＋ヘ） 32,785 △35,346

（注）１．簡便法を採用している退職給付制度の退職給付費用を含んでいる。

２．厚生年金基金に対する従業員拠出額を控除している。

３．確定拠出年金への掛金拠出等である。
　
４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

イ．退職給付見込額の期間配分方法

期間定額基準
　
ロ．割引率

前連結会計年度
（平成23年４月１日から
平成24年３月31日まで）

当連結会計年度
（平成24年４月１日から
平成25年３月31日まで）

主として2.0％ 主として2.0％

　
ハ．期待運用収益率

前連結会計年度
（平成23年４月１日から
平成24年３月31日まで）

当連結会計年度
（平成24年４月１日から
平成25年３月31日まで）

主として2.5％ 主として2.5％

　
ニ．数理計算上の差異の処理年数

　主として発生した年度より３年間で定額法により処理を行っている。　
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（税効果会計関係）　

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

　
前連結会計年度

（平成24年３月31日）
　

当連結会計年度
（平成25年３月31日）

繰延税金資産 　 　 　

原子力損害賠償引当金 680,442百万円　 566,274百万円

災害損失引当金 242,548　 216,185

繰越欠損金 129,991　 177,009

資産除去債務 129,590　 158,846

退職給付引当金 135,758　 132,845

その他 303,929　 324,062

繰延税金資産　小計 1,622,260　 1,575,223

評価性引当額 △959,132　 △1,177,443

繰延税金資産　合計 663,128　 397,779

繰延税金負債     　     

未収原子力損害賠償支援機構資金交付金 △587,498　 △297,229

その他 △64,751　 △92,266

繰延税金負債　合計 △652,249　 △389,496

繰延税金資産　純額 10,878　 8,283

（注）　前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれ

ている。

　
前連結会計年度

（平成24年３月31日）
　

当連結会計年度
（平成25年３月31日）

固定資産

－投資その他の資産－その他
16,547百万円　 13,455百万円

流動資産－その他 3,067 　 2,251

固定負債－その他 △8,736 　 △7,379

流動負債－その他 － 　 △43

　

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった

主要な項目別の内訳

前連結会計年度（平成24年３月31日）及び当連結会計年度（平成25年３月31日）

　税金等調整前当期純損失を計上しているため記載していない。
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（資産除去債務関係）　

資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの

イ　当該資産除去債務の概要

　主として、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」（昭和32年６月10日　法律第166号）に規定

された特定原子力発電施設の廃止措置について資産除去債務を計上している。

　なお、これに対応する除去費用は、「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号

　平成20年３月31日）第８項を適用し、「原子力発電施設解体引当金に関する省令」（経済産業省令）の規定に基

づき、原子力発電施設解体費の総見積額を発電設備の見込運転期間にわたり、原子力の発電実績に応じて費用計上

する方法によっている。

　

ロ　当該資産除去債務の金額の算定方法

　主として、特定原子力発電施設毎に発電設備の見込運転期間から運転開始後の期間を差引いた残存年数を支出発

生までの見込期間としている。割引率は、2.3％を適用している。

　

ハ　当該資産除去債務の総額の増減

　
前連結会計年度

（平成23年４月１日から
平成24年３月31日まで）

当連結会計年度
（平成24年４月１日から
平成25年３月31日まで）

期首残高 791,958百万円 803,421百万円

期中変動額 11,462 23,639

期末残高 803,421 827,061
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】　

１．報告セグメントの概要

　当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、当社の

執行役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものである。

　当社は平成22年度まで、「情報通信事業」、「エネルギー・環境事業」、「住環境・生活関連事業」及び「海外事

業」の４つの事業セグメントを戦略事業と位置づけ、「電気事業」とあわせて５つの事業を報告セグメントとして

きた。

　しかしながら、平成23年３月11日に発生した東北地方太平洋沖地震の影響を踏まえて平成23年５月20日に公表し

た「当面の事業運営・合理化方針」において、グループ体制についても見直しを行い、電気の安定供給に必要不可

欠なもの以外の事業について、大幅に縮小・再編することとなった。

　これに伴い、電気の安定供給に必要不可欠なもの以外の事業のセグメント情報については、継続して報告すべき重

要性が乏しくなっていることから、当社は平成23年度より、「電気事業」のみを報告セグメントとして、「情報通信

事業」、「エネルギー・環境事業」、「住環境・生活関連事業」及び「海外事業」を「その他」に一括して記載す

ることとしている。

　「電気事業」は、主に関東地方一円、山梨県及び静岡県の富士川以東の区域のお客さまへ電気の販売を行ってい

る。
　
　※当社は、今後予定される電力システム改革に対応し、各事業部門がコスト意識を高めるとともに自発的に収益拡大

に取り組むことで、競争力を高めていくことを目的に、平成25年４月１日より社内カンパニー制を導入した。これ

を受けたグループ会社を含めた新たな経営管理方法への移行に伴うセグメント情報の開示内容については、現在

検討中である。

　

２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額の算定方法

　報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」にお

ける記載と同一である。報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値である。セグメント間の売上高は、第三者

間取引価格に基づいている。

　

３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額に関する情報

前連結会計年度（平成23年４月１日から平成24年３月31日まで）
（単位：百万円）　

　
報告セグメント

その他
（注１）

合計
　

調整額
（注２）

　
連結財務諸表
計上額
（注３）

電気事業

売上高 　 　 　 　 　

外部顧客への売上高 4,995,626353,8195,349,445 － 5,349,445
セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ 298,287 298,287△298,287 －

計 4,995,626652,1065,647,733△298,2875,349,445

セグメント利益又は損失（△） △323,738 49,953 △273,784 1,270 △272,513

セグメント資産 14,548,2001,311,06415,859,265△322,80915,536,456

その他の項目                     

減価償却費　 645,854 44,934 690,788 △4,232 686,555
有形固定資産及び

無形固定資産の増加額(注４)
671,474 81,608 753,083 △3,071 750,011

　
（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、情報通信事業、エネルギー・環境事業、住環境・生活関連事

業、海外事業である。

２．セグメント利益又は損失（△）の調整額1,270百万円には、セグメント間取引消去1,231百万円等が含まれている。

セグメント資産の調整額△322,809百万円には、セグメント間取引消去△322,197百万円等が含まれている。

減価償却費の調整額△4,232百万円は、セグメント間取引消去である。

有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額△3,071百万円は、セグメント間取引消去である。

３．セグメント利益又は損失（△）は、連結財務諸表の営業損失と調整を行っている。

４．有形固定資産及び無形固定資産の増加額には、資産除去債務相当資産に計上した金額を含めていない。
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当連結会計年度（平成24年４月１日から平成25年３月31日まで）
（単位：百万円）　

　
報告セグメント

その他
（注１）

合計
　

調整額
（注２）

　
連結財務諸表
計上額
（注３）

電気事業

売上高 　 　 　 　 　

外部顧客への売上高 5,660,091316,1475,976,239 － 5,976,239
セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ 275,229 275,229△275,229 －

計 5,660,091591,3766,251,468△275,2295,976,239

セグメント利益又は損失（△） △269,637 43,963 △225,673 3,685 △221,988

セグメント資産 14,035,5741,245,53415,281,108△291,97814,989,130

その他の項目                     
減価償却費　 593,578 33,789 627,368 △6,287 621,080
有形固定資産及び

無形固定資産の増加額(注４)
647,317 31,097 678,414 △3,403 675,011

　

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、情報通信事業、エネルギー・環境事業、住環境・生活関連事

業、海外事業である。

２．セグメント利益又は損失（△）の調整額3,685百万円には、セグメント間取引消去3,682百万円等が含まれている。

セグメント資産の調整額△291,978百万円には、セグメント間取引消去△291,431百万円等が含まれている。

減価償却費の調整額△6,287百万円は、セグメント間取引消去である。

有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額△3,403百万円は、セグメント間取引消去である。

３．セグメント利益又は損失（△）は、連結財務諸表の営業損失と調整を行っている。

４．有形固定資産及び無形固定資産の増加額には、資産除去債務相当資産に計上した金額を含めていない。　
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【関連情報】　

前連結会計年度（平成23年４月１日から平成24年３月31日まで）及び当連結会計年度（平成24年４月１日から平成

25年３月31日まで）

１．製品及びサービスごとの情報

　単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略

している。

　

２．地域ごとの情報

(1）売上高

　本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略している。

　

(2）有形固定資産

　本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を

省略している。

　

３．主要な顧客ごとの情報

　外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載を省略してい

る。

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

前連結会計年度（平成23年４月１日から平成24年３月31日まで）

　重要性が乏しいため、記載を省略している。

　　

当連結会計年度（平成24年４月１日から平成25年３月31日まで）

　 （単位：百万円）
　 電気事業 その他 全社・消去 合計

減損損失 3,577 8,537 － 12,115

　　

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

前連結会計年度（平成23年４月１日から平成24年３月31日まで）及び当連結会計年度（平成24年４月１日から平成

25年３月31日まで）

　重要性が乏しいため、記載を省略している。

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

前連結会計年度（平成23年４月１日から平成24年３月31日まで）及び当連結会計年度（平成24年４月１日から平成

25年３月31日まで）

　重要性が乏しいため、記載を省略している。
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【関連当事者情報】

関連当事者との取引

連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引

(ア)連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等

当連結会計年度（平成24年４月１日から平成25年３月31日まで） 

種類
会社等の
名称又は
氏名

所在地
資本金又
は出資金
(百万円)

事業の内容
又は職業

議決権等の
所有(被所有)
割合

関連当事者との
関係

取引の内容
取引金額
(百万円)

科目
期末残高
（百万円）

主要株主
原子力　
損害賠償
支援機構

東京都
港区　
虎ノ門

14,000

原子力損害
賠償支援機
構法の規定
による負担
金の収納、
資金援助、
相談及びこ
れらに附帯
する業務

(被所有)
直接 
50.1％ 

原子力損害賠償支
援機構法に基づく
資金援助の受入れ
及び負担金の納付

原子力損害賠償

支援機構を引受

け先とする優先

株式の発行 

交付資金の受入

れ 

1,000,000

　

　

　

　

1,114,500

　

　

－

　

　　

未収原子

力損害賠

償支援機

構資金交

付金　

　

－

　

　

　

　

891,779

　

取引条件及び取引条件の決定方針等

（注）原子力損害賠償支援機構との取引は、原子力損害賠償支援機構法第41条第１項の規定に基づく資金援助である。

　

(イ)連結財務諸表提出会社の非連結子会社及び関連会社等

前連結会計年度（平成23年４月１日から平成24年３月31日まで）

種類
会社等の
名称又は
氏名

所在地
資本金又
は出資金
(百万円)

事業の内容
又は職業

議決権等の
所有(被所有)
割合

関連当事者との
関係

取引の内容
取引金額
(百万円)

科目
期末残高
（百万円）

関連会社
日本原燃
㈱

青森県
上北郡
六ヶ所
村

400,000

ウラン濃縮
事業、再処
理事業、廃
棄物管理事
業、廃棄物
埋設事業

（所有）
直接
　28.6％

ウランの濃縮、使
用済燃料の再処
理、高レベル放射
性廃棄物の一時保
管及び低レベル放
射性廃棄物の埋設
の委託
（役員の兼任等）
兼任１人、
転籍５人

債務保証（注) 249,086－ －

取引条件及び取引条件の決定方針等

（注）日本原燃㈱に対する債務保証は、金融機関からの借入金及び社債に対して保証したものである。

当連結会計年度（平成24年４月１日から平成25年３月31日まで）

種類
会社等の
名称又は
氏名

所在地
資本金又
は出資金
(百万円)

事業の内容
又は職業

議決権等の
所有(被所有)
割合

関連当事者との
関係

取引の内容
取引金額
(百万円)

科目
期末残高
（百万円）

関連会社
日本原燃
㈱

青森県
上北郡
六ヶ所
村

400,000

ウラン濃縮
事業、再処
理事業、廃
棄物管理事
業、廃棄物
埋設事業

（所有）
直接
　28.6％

ウランの濃縮、使
用済燃料の再処
理、高レベル放射
性廃棄物の一時保
管及び低レベル放
射性廃棄物の埋設
の委託
（役員の兼任等）
兼任１人、
転籍５人

債務保証（注) 208,422－ －

取引条件及び取引条件の決定方針等

（注）日本原燃㈱に対する債務保証は、金融機関からの借入金及び社債に対して保証したものである。
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（１株当たり情報）　

項目
前連結会計年度

（平成23年４月１日から
平成24年３月31日まで）

当連結会計年度
（平成24年４月１日から
平成25年３月31日まで）

１株当たり純資産額      491円22銭      72円83銭

１株当たり当期純損失（△）   △487円76銭   △427円64銭

　

（注）潜在株式調整後１株当たり

当期純利益については、潜在株

式が存在せず、また、１株当た

り当期純損失であるため記載

していない。

（注）潜在株式調整後１株当たり

当期純利益については、潜在株

式は存在するものの、１株当た

り当期純損失であるため記載

していない。

　（注）１．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりである。

 
前連結会計年度

(平成24年３月31日)
当連結会計年度

(平成25年３月31日)

純資産の部の合計額（百万円） 812,476 1,137,812

純資産の部の合計額から控除する金額（百万円） 25,299 1,021,107

うち優先株式の払込額（百万円） － 1,000,000

うち少数株主持分（百万円） 25,299 21,107

普通株式に係る期末の純資産額（百万円） 787,177 116,704

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の

普通株式の数（千株）
1,602,484 1,602,478

２．１株当たり当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりである。

 
前連結会計年度

(平成23年４月１日から
平成24年３月31日まで)

当連結会計年度
(平成24年４月１日から
平成25年３月31日まで)

当期純損失(△)（百万円） △781,641 △685,292

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る当期純損失(△)（百万円） △781,641 △685,292

普通株式の期中平均株式数（千株） 1,602,503 1,602,480

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株

当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株

式の概要

－

Ａ種優先株式

(発行済株式数　1,600,000千株)

Ｂ種優先株式

(発行済株式数　340,000千株)

なお、これらの詳細について

は、「第４　提出会社の状況　１

　株式等の状況」に記載のとお

りである。
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（重要な後発事象）　

　東北地方太平洋沖地震により被災した福島第一原子力発電所の事故等に関する原子力損害について、当社は事故の当事

者であることを真摯に受け止め、被害を受けられた皆さまへの賠償を早期に実現するとの観点から、国の援助を受けなが

ら「原子力損害の賠償に関する法律」（昭和36年６月17日　法律第147号）に基づく賠償を実施することとした。 

　こうしたなか、平成25年５月31日に、原子力損害賠償支援機構（以下「機構」という）に対し、「原子力損害賠償支援機

構法」（平成23年８月10日　法律第94号）第43条第１項の規定に基づき、資金援助額の変更を申請した。これを踏まえ、同

年６月６日に、同法第46条第１項の規定に基づき、特別事業計画の変更の認定について、機構の運営委員会による議決を経

て、機構と共同で主務大臣に対し申請していたが、同年６月25日に、同計画について認定を受けた。 

　今回の申請は、避難指示区域の見直しや中間指針第三次追補を踏まえた農林漁業等における賠償対象の拡大などの状況

変化が生じたことなどにより、要賠償額の見通し額から「原子力損害賠償補償契約に関する法律」（昭和36年６月17日　

法律第148号）の規定による補償金（以下「補償金」という）の受入額120,000百万円を控除した金額が、平成25年２月４

日の特別事業計画認定時の3,123,079百万円から666,255百万円増加し、3,789,334百万円となったことによるものである。

　なお、平成25年５月31日の機構に対する資金援助額の変更の申請にあたり、要介護状態にある方々等に対する精神的損害

の増額を決定したことなどにより、賠償見積額から補償金の受入額120,000百万円を控除した金額が、当連結会計年度末の

3,686,900百万円から102,433百万円増加した。結果として、原子力損害賠償支援機構資金交付金が666,255百万円、原子力

損害賠償費が102,433百万円増加する見込みである。 
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⑤【連結附属明細表】

【社債明細表】　

会社名 銘柄 発行年月日
当期首残高
（百万円）

当期末残高
（百万円）

利率
（％）

担保 償還期限 摘要

東京電力
普通社債
（内債）

平成６．２．28～
平成25．１．31

（747,890)

4,265,690
（501,294)

4,244,205
0.643～

5.05
一般担保

平成24．４．26～
平成52．５．28

 

東京電力
普通社債
（外債）

平成16．３．24～
平成22．３．24

　

159,444
（134,240)

159,438
2.125～

4.50
一般担保

平成26．３．24～
平成29．３．24

 
302,223

千スイス・フラン
301,770

千スイス・フラン
999,545
千ユーロ

999,782
千ユーロ

東電不動
産

普通社債
（内債）

平成16．３．31
（220)

440
（220)

220
1.29～1.32無担保

平成24．９．25～
平成26．３．26　

 

合計 －
（748,110)

4,425,574
（635,754)

4,403,863
－ － －  

（注）１．（　）内は、１年以内に償還が予定されている金額である。

２．東京電力　普通社債（外債）については、償却原価法に基づいて算定された金額である。

３．連結決算日後５年以内における償還予定額は以下のとおりである。
１年以内
（百万円）

１年超２年以内
（百万円）

２年超３年以内
（百万円）

３年超４年以内
（百万円）

４年超５年以内
（百万円）

635,754 446,400 438,100 366,997 1,298,311

【借入金等明細表】　

区分
当期首残高
（百万円）

当期末残高
（百万円）

平均利率
（％）

返済期限

長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く） 3,276,1103,024,9081.013
平成26．４．４～
　平成42．９．６ 

リース債務（１年以内に返済予定のものを除く） 9,145 12,939 －
平成26．４．４～
　平成42．１．31 

１年以内に返済予定の長期借入金 177,078 484,8060.880 －

１年以内に返済予定のリース債務 3,077 4,129 － －

短期借入金 441,765 11,2401.120 －

その他有利子負債 － － － －

合計 3,907,1773,538,024－ －

（注）１．平均利率は当期末残高により加重平均した利率を記載している。

２．リース債務については、主としてリース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で連結貸借対

照表に計上しているため、平均利率の記載を省略している。

３．長期借入金及びリース債務（１年以内に返済予定のものを除く）の連結決算日後５年以内における返

済予定額は以下のとおりである。

 
１年超２年以内
（百万円）

２年超３年以内
（百万円）

３年超４年以内
（百万円）

４年超５年以内
（百万円）

長期借入金 489,576 319,858 429,548 228,991

リース債務 3,679 2,912 1,806 1,603

【資産除去債務明細表】

区分
当期首残高
（百万円）

当期増加額
（百万円）

当期減少額
（百万円）

当期末残高
（百万円）

特定原子力発電施設

（原子力発電施設解体引当金）　
594,479 4,908 － 599,388

特定原子力発電施設

（その他）　
205,478 18,179 － 223,657

その他 3,463 934 382 4,015
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(2) 【その他】

当連結会計年度における四半期情報等

（累計期間） 第１四半期 第２四半期 第３四半期 当連結会計年度

売上高（百万円） 1,309,7272,875,9034,334,2485,976,239

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四
半期（当期）純損失（△）（百万円）

△281,396△287,362 16,183 △653,022

四半期（当期）純損失（△）（百万円） △288,394△299,483 △2,221 △685,292

１株当たり四半期（当期）純損失（△）（円） △179.97 △186.89 △1.39 △427.64

　

（会計期間） 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期

純損失（△）（円）
△179.97 △6.92 185.50 △426.26
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２【財務諸表等】
（１）【財務諸表】
①【貸借対照表】

(単位：百万円)

前事業年度
(平成24年３月31日)

当事業年度
(平成25年３月31日)

資産の部

固定資産 ※１，２，７
 13,019,916

※１，２，７
 12,099,663

電気事業固定資産 7,440,562 7,379,570

水力発電設備 647,632 632,833

汽力発電設備 851,854 848,663

原子力発電設備 729,796 749,169

内燃力発電設備 68,839 136,539

新エネルギー等発電設備 14,197 13,434

送電設備 2,019,467 1,954,231

変電設備 792,230 768,482

配電設備 2,167,114 2,139,063

業務設備 143,012 134,657

貸付設備 6,415 2,495

附帯事業固定資産 49,208 44,335

事業外固定資産 6,965 4,547

固定資産仮勘定 882,115 953,304

建設仮勘定 878,563 950,248

除却仮勘定 3,552 3,056

核燃料 845,754 807,639

装荷核燃料 131,696 141,957

加工中等核燃料 714,058 665,681

投資その他の資産 3,795,309 2,910,265

長期投資 126,246 117,711

関係会社長期投資 683,400 643,527

使用済燃料再処理等積立金 1,125,997 1,070,846

未収原子力損害賠償支援機構資金交付金 1,762,671 891,779

長期前払費用 97,584 186,851

貸倒引当金（貸方） △590 △450

流動資産 2,129,346 2,520,109

現金及び預金 1,202,251 1,583,620

売掛金 407,839 455,160

諸未収入金 55,570 50,696

貯蔵品 169,248 210,351

前払金 3,582 1,170

前払費用 4,578 2,591

関係会社短期債権 15,567 21,663

雑流動資産 ※３
 273,893

※３
 198,203

貸倒引当金（貸方） △3,183 △3,348

合計 15,149,263 14,619,772
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(単位：百万円)

前事業年度
(平成24年３月31日)

当事業年度
(平成25年３月31日)

負債及び純資産の部

固定負債 12,275,779 11,694,707

社債 ※３
 3,677,244

※３，８
 3,768,108

長期借入金 ※３
 3,216,377

※３，８
 2,980,428

長期未払債務 18,799 16,692

リース債務 747 488

関係会社長期債務 28,894 15,329

退職給付引当金 393,846 388,355

使用済燃料再処理等引当金 1,162,777 1,108,592

使用済燃料再処理等準備引当金 58,461 60,799

災害損失引当金 786,293 700,827

原子力損害賠償引当金 2,063,398 1,765,716

資産除去債務 799,958 823,046

雑固定負債 68,980 66,319

流動負債 2,332,451 2,088,536

1年以内に期限到来の固定負債 ※３，４
 919,919

※３，４，８
 1,114,117

短期借入金 440,250 9,500

買掛金 304,076 319,800

未払金 158,534 132,420

未払費用 233,966 201,890

未払税金 ※５
 56,268

※５
 68,999

預り金 5,063 5,616

関係会社短期債務 186,570 208,033

諸前受金 14,725 18,073

雑流動負債 13,077 10,084

特別法上の引当金 13,552 4,780

渇水準備引当金 9,865 －

原子力発電工事償却準備引当金 3,687 4,780

負債合計 14,621,783 13,788,023

株主資本 527,799 833,413

資本金 900,975 1,400,975

資本剰余金 243,631 743,621

資本準備金 243,555 743,555

その他資本剰余金 75 65

利益剰余金 △609,237 △1,303,618

利益準備金 169,108 169,108

その他利益剰余金 △778,346 △1,472,727

海外投資等損失準備金 435 397

特定災害防止準備金 94 94

別途積立金 1,076,000 1,076,000

繰越利益剰余金 △1,854,877 △2,549,219

自己株式 △7,569 △7,565

評価・換算差額等 △319 △1,664

その他有価証券評価差額金 △319 △1,664

純資産合計 527,479 831,749

合計 15,149,263 14,619,772
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②【損益計算書】
(単位：百万円)

前事業年度
(平成23年４月１日から
　平成24年３月31日まで)

当事業年度
(平成24年４月１日から
　平成25年３月31日まで)

営業収益 5,107,778 5,769,462

電気事業営業収益 4,995,626 5,660,091

電灯料 2,133,427 2,335,119

電力料 2,620,636 3,040,363

地帯間販売電力料 107,207 115,730

他社販売電力料 32,838 33,961

託送収益 46,012 48,734

事業者間精算収益 464 291

再エネ特措法交付金 － 26,205

電気事業雑収益 52,059 57,421

貸付設備収益 2,980 2,263

附帯事業営業収益 112,152 109,370

エネルギー設備サービス事業営業収益 2,452 2,435

不動産賃貸事業営業収益 7,887 7,384

ガス供給事業営業収益 97,003 94,127

その他附帯事業営業収益 4,808 5,423

営業費用 5,426,954 6,034,976

電気事業営業費用 5,319,364 5,929,729

水力発電費 78,721 79,470

汽力発電費 2,509,474 2,988,367

原子力発電費 428,745 429,682

内燃力発電費 75,871 87,160

新エネルギー等発電費 867 1,376

地帯間購入電力料 176,805 168,761

他社購入電力料 604,089 696,576

送電費 333,083 329,155

変電費 142,533 142,467

配電費 425,286 449,826

販売費 149,563 139,460

貸付設備費 2,862 1,030

一般管理費 ※１
 232,001

※１
 217,539

再エネ特措法納付金 － 32,269

電源開発促進税 104,933 105,511

事業税 54,697 61,947

電力費振替勘定（貸方） △173 △875

附帯事業営業費用 107,590 105,247

エネルギー設備サービス事業営業費用 1,849 1,729

不動産賃貸事業営業費用 4,344 4,073

ガス供給事業営業費用 97,580 95,036

その他附帯事業営業費用 3,815 4,407

営業損失（△） △319,176 △265,513
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(単位：百万円)

前事業年度
(平成23年４月１日から
　平成24年３月31日まで)

当事業年度
(平成24年４月１日から
　平成25年３月31日まで)

営業外収益 ※２
 76,572

※２
 49,052

財務収益 62,030 31,877

受取配当金 44,289 14,185

受取利息 17,740 17,692

事業外収益 14,542 17,174

雑収益 14,542 17,174

営業外費用 165,755 161,212

財務費用 127,232 122,153

支払利息 127,232 119,445

株式交付費 0 2,550

社債発行費 － 158

事業外費用 38,523 39,058

固定資産売却損 1,447 2,665

雑損失 37,076 36,393

当期経常収益合計 5,184,351 5,818,515

当期経常費用合計 5,592,710 6,196,188

当期経常損失（△） △408,359 △377,673

渇水準備金引当又は取崩し 980 △9,865

渇水準備金引当 980 －

渇水準備引当金取崩し（貸方） － △9,865

原子力発電工事償却準備金引当又は取崩し 1,402 1,093

原子力発電工事償却準備金引当 1,402 1,093

特別利益 2,517,462 892,369

原子力損害賠償支援機構資金交付金 ※３
 2,426,271

※３
 696,808

固定資産売却益 ※４
 41,176

※４
 79,396

有価証券売却益 50,014 42,532

退職給付制度改定益 － 73,633

特別損失 2,865,142 1,217,784

災害特別損失 ※５
 297,499

※５
 40,231

原子力損害賠償費 ※３
 2,524,930

※３
 1,161,970

有価証券売却損 42,712 －

核燃料加工契約変更損失 － ※６
 15,582

税引前当期純損失（△） △758,423 △694,316

法人税、住民税及び事業税 0 64

法人税等合計 0 64

当期純損失（△） △758,423 △694,380
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【電気事業営業費用明細表】

前事業年度（平成23年４月１日から平成24年３月31日まで）

区分

水力
発電
費
（百万
円）

汽力発電
費
（百万円）

原子力
発電費
（百万
円）

内燃力
発電費
（百万
円）

新エ
ネル
ギー
等発
電費
（百万
円）

地帯
間購
入電
力料
（百万
円）

他社
購入
電力
料
（百万
円）

送電費
（百万
円）

変電費
（百万
円）

配電費
（百万
円）

販売費
（百万
円）

貸付設
備費
（百万
円）

一般管理
費
（百万
円）

その他
（百万
円）

合計
（百万円）

役員給与 － － － － － － － － － － － － 257 － 257

給料手当 8,62919,09341,593407 9 － － 22,76621,18044,12962,256－ 45,737－ 265,802
給料手当振
替額(貸方)

△74 △169△120 △2 － － － △469△420 △59 △125 － △311 － △1,753

建設費へ
の振替額
(貸方)

△70 △163△120 △2 － － － △469△420 △58 △113 － △128 － △1,546

その他へ
の振替額
(貸方)

△4 △5 － － － － － － － △1 △11 － △182 － △206

退職給与金 － － － － － － － － － － － － 25,081－ 25,081

厚生費 1,510 3,5777,237 72 2 － － 4,0003,7007,71410,806－ 12,731－ 51,353
法定厚生
費

1,264 2,7645,777 61 2 － － 3,3323,0916,4158,954－ 7,194－ 38,858

一般厚生
費

246 8131,460 11 － － － 668 609 1,2981,851－ 5,537－ 12,495

委託検針費 － － － － － － － － － － 16,369－ － － 16,369

委託集金費 － － － － － － － － － － 3,662－ － － 3,662

雑給 158 2941,382 － － － － 327 390 540 590 － 2,437－ 6,122

燃料費 － 2,256,53612,36618,041－ － － － － － － － － － 2,286,944

石炭費 － 41,199－ － － － － － － － － － － － 41,199

燃料油費 － 536,936－ 8,840 － － － － － － － － － － 545,776
核燃料減
損額

－ － 12,314－ － － － － － － － － － － 12,314

ガス費 － 1,676,607－ 9,200 － － － － － － － － － － 1,685,807
助燃費及
び蒸気料

－ 1,216 － － － － － － － － － － － － 1,216

運炭費及
び運搬費

－ 577 － － － － － － － － － － － － 577

濃縮関連
費

－ － 52 － － － － － － － － － － － 52

使用済燃料
再処理等費

－ － 78,274－ － － － － － － － － － － 78,274

使用済燃
料再処理
等発電費

－ － 34,265－ － － － － － － － － － － 34,265

使用済燃
料再処理
等既発電
費

－ － 44,009－ － － － － － － － － － － 44,009

使用済燃料
再処理等準
備費

－ － 3,367 － － － － － － － － － － － 3,367

使用済燃
料再処理
等発電準
備費

－ － 3,367 － － － － － － － － － － － 3,367

廃棄物処理
費

－ 5,1526,229 3 57 － － － － － － － － － 11,443

特定放射性
廃棄物処分
費

－ － 16,580－ － － － － － － － － － － 16,580

消耗品費 179 2,3055,961 66 3 － － 396 610 9652,974－ 2,404－ 15,867

修繕費 9,17366,25327,5262,308211 － － 19,6869,980139,346－ 3364,052－ 278,876

水利使用料 4,012 － － － － － － － － － － － － － 4,012

補償費 431 2,367※5175,702 － － － 14,21432 371 35 28 377 － 24,078

賃借料 466 5,3047,30020,068－ － － 38,00911,93733,514－ 1042,384－ 158,996

託送料 － － － － － － － 20,699－ － － － － － 20,699
事業者間精
算費

－ － － － － － － 1,181 － － － － － － 1,181

委託費 2,737 7,91261,4821,623 54 － － 6,5103,33720,45639,5051139,014－ 182,647
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区分

水力
発電
費
（百万
円）

汽力発電
費
（百万円）

原子力
発電費
（百万
円）

内燃
力発
電費
（百万
円）

新エ
ネル
ギー
等発
電費
（百万
円）

地帯間
購入電
力料
（百万
円）

他社購
入電力
料
（百万
円）

送電費
（百万
円）

変電費
（百万
円）

配電費
（百万
円）

販売費
（百万
円）

貸付設
備費
（百万
円）

一般管理
費
（百万
円）

その他
（百万
円）

合計
（百万円）

損害保
険料

－ 727 517 24 － － － 909 433 723 － － 30 － 3,367

原子力
損害賠
償支援
機構負
担金

－ － 28,370－ － － － － － － － － － － 28,370

原子
力損
害賠
償支
援機
構一
般負
担金

－ － 28,370－ － － － － － － － － － － 28,370

普及開
発関係
費

－ － － － － － － － － － 2,307－ 3,395 － 5,702

養成費 － － － － － － － － － － － － 2,597 － 2,597
研究費 － － － － － － － － － － － － 21,838－ 21,838
諸費 422 2,1148,971 39 2 － － 1,0031,3888866,673－ 13,181－ 34,684
電気料
貸倒損

－ － － － － － － － － － 2,907－ － － 2,907

諸税 10,18916,45713,087111 10 － － 24,08413,39131,4711,6001044,368 － 114,876
固定
資産
税

10,17815,81712,458108 10 － － 23,90212,52031,453－ 87 2,783 － 109,321

雑税 10 639 628 3 － － － 181 870 18 1,60017 1,585 － 5,555
減価償
却費

38,385113,41397,07119,930515 － － 167,98070,579123,160－ 2,37012,140－ 645,547

普通
償却
費

38,040113,41397,07119,594388 － － 167,98070,579123,160－ 2,37012,140－ 644,738

試運
転償
却費

345 － － 336 127 － － － － － － － － － 808

固定資
産除却
費

1,7307,3004,0567,473－ － － 11,1585,99022,041－ － 2,188 － 61,941

除却
損

955 4,7732,4277,398－ － － 3,7263,2554,946 － － 1,500 － 28,983

除却
費用

775 2,5271,628 75 － － － 7,4322,73517,095－ － 688 － 32,957

原子力
発電施
設解体
費

－ － 6,957 － － － － － － － － － － － 6,957

共有設
備費等
分担額

779 917 13 － － － － 624 － 23 － － － － 2,359

共有設
備費等
分担額
(貸方)

△10 △12 － － － － － － － － － － － － △22

地帯間
購入電
源費

－ － － － － 175,991－ － － － － － － － 175,991

地帯間
購入送
電費

－ － － － － 615 － － － － － － － － 615

融通使
用済燃
料再処
理等準
備費

－ － － － － 198 － － － － － － － － 198

他社購
入電源
費

－ － － － － － 603,384－ － － － － － － 603,384

新エ
ネル
ギー
等電
源費

－ － － － － － 49,313－ － － － － － － 49,313

その
他の
電源
費

－ － － － － － 554,071－ － － － － － － 554,071

他社購
入送電
費

－ － － － － － 575 － － － － － － － 575
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卸使用
済燃料
再処理
等準備
費

－ － － － － － 129 － － － － － － － 129

建設分
担関連
費振替
額(貸
方)

－ － － － － － － － － － － － △1,272 － △1,272

附帯事
業営業
費用分
担関連
費振替
額(貸
方)

－ △74 － － － － － － － － － － △635 － △709

電源開
発促進
税

－ － － － － － － － － － － － － 104,933104,933

事業税 － － － － － － － － － － － － － 54,69754,697
電力費
振替勘
定(貸
方)

－ － － － － － － － － － － － － △173 △173

合計 78,7212,509,474428,74575,871867176,805604,089333,083142,533425,286149,5632,862232,001159,4575,319,364

　（注）１．補償費の※印には、原子力損害の賠償に関する法律（昭和36年法律第147号）第３条の規定による賠償の責めに任ず
べき損害賠償費のうち同法第７条第１項に規定する損害賠償措置額120,000百万円及びその受入補償金△120,000
百万円が含まれている。

２．「退職給与金」には、社員に対する退職給付引当金の繰入額21,089百万円が含まれている。
３．「使用済燃料再処理等費」には、使用済燃料再処理等引当金の繰入額76,649百万円が含まれている。
４．「使用済燃料再処理等準備費」には、使用済燃料再処理等準備引当金の繰入額3,367百万円が含まれている。
５．「特定放射性廃棄物処分費」は、「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律」に基づく拠出金である。
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【電気事業営業費用明細表】

当事業年度（平成24年４月１日から平成25年３月31日まで）

区分

水力発
電費
（百万
円）

汽力発電
費
（百万円）

原子力
発電費
（百万
円）

内燃力
発電費
（百万
円）

新エ
ネル
ギー
等発
電費
（百万
円）

地帯
間購
入電
力料
（百万
円）

他社
購入
電力
料
（百万
円）

送電費
（百万
円）

変電費
（百万
円）

配電費
（百万
円）

販売費
（百万
円）

貸付設
備費
（百万
円）

一般管理
費
（百万
円）

その他
（百万
円）

合計
（百万円）

役員給与 － － － － － － － － － － － － 227 － 227

給料手当 7,97617,20848,594347 9 － － 20,76519,27341,58353,314－ 38,090－ 247,163
給料手当
振替額(貸
方)

△71 △327 △33 △2 － － － △516△509 △67 △56 － △294 － △1,880

建設費
への振
替額(貸
方)

△69 △323 △33 △2 － － － △516△509 △65 △50 － △93 － △1,664

その他
への振
替額(貸
方)

△2 △4 － － － － － － － △2 △6 － △200 － △215

退職給与
金

－ － － － － － － － － － － － 26,879－ 26,879

厚生費 1,298 3,0568,379 59 1 － － 3,3713,1046,7378,795－ 10,758－ 45,561
法定厚
生費

1,089 2,3456,725 48 1 － － 2,8012,6065,5797,224－ 5,877－ 34,299

一般厚
生費

209 7101,654 10 － － － 569 498 1,1581,570－ 4,880－ 11,262

委託検針
費

－ － － － － － － － － － 16,782－ － － 16,782

委託集金
費

－ － － － － － － － － － 3,585－ － － 3,585

雑給 124 2133,885 21 － － － 216 294 586 470 － 1,746－ 7,560

燃料費 － 2,746,870－ 41,686－ － － － － － － － － － 2,788,557

石炭費 － 35,124－ － － － － － － － － － － － 35,124
燃料油
費

－ 734,167－ 10,807－ － － － － － － － － － 744,974

ガス費 － 1,976,312－ 30,878－ － － － － － － － － － 2,007,191
助燃費
及び蒸
気料

－ 990 － － － － － － － － － － － － 990

運炭費
及び運
搬費

－ 275 － － － － － － － － － － － － 275

使用済燃
料再処理
等費

－ － 51,011－ － － － － － － － － － － 51,011

使用済
燃料再
処理等
発電費

－ － 20,450－ － － － － － － － － － － 20,450

使用済
燃料再
処理等
既発電
費

－ － 30,560－ － － － － － － － － － － 30,560

使用済燃
料再処理
等準備費

－ － 2,338 － － － － － － － － － － － 2,338

使用済
燃料再
処理等
発電準
備費

－ － 2,338 － － － － － － － － － － － 2,338

廃棄物処
理費

－ 4,6075,301 7 53 － － － － － － － － － 9,970

特定放射
性廃棄物
処分費

－ － 11,493－ － － － － － － － － － － 11,493

消耗品費 191 2,3566,305 67 3 － － 406 606 1,2082,884－ 2,452－ 16,483

修繕費 12,42083,92232,3421,735237 － － 28,73517,613167,548－ 1094,410－ 349,075
水利使用
料

3,977 － － － － － － － － － － － － － 3,977

補償費 246 2,691 83△1,223 － － － 4,667 12 355 51 5 3,126－ 10,017

賃借料 429 5,3438,04714,526 1 － － 38,00011,90233,897－ 1040,371－ 152,532

託送料 － － － － － － － 19,566－ － － － － － 19,566
事業者間
精算費

－ － － － － － － 3,143 － － － － － － 3,143

委託費 2,497 7,19499,568731 47 － － 6,8393,38720,67841,0771534,863－ 216,901
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区分

水力
発電
費
（百万
円）

汽力発電
費
（百万円）

原子力
発電費
（百万
円）

内燃
力発
電費
（百万
円）

新エ
ネル
ギー
等発
電費
（百万
円）

地帯間
購入電
力料
（百万
円）

他社購
入電力
料
（百万
円）

送電費
（百万
円）

変電費
（百万
円）

配電費
（百万
円）

販売費
（百万
円）

貸付設
備費
（百万
円）

一般管理
費
（百万
円）

その他
（百万
円）

合計
（百万円）

損害保
険料

－ 727 966 23 － － － 910 431 726 － － 45 － 3,831

原子力
損害賠
償支援
機構負
担金

－ － 38,819－ － － － － － － － － － － 38,819

原子
力損
害賠
償支
援機
構一
般負
担金

－ － 38,819－ － － － － － － － － － － 38,819

普及開
発関係
費

－ － － － － － － － － － 1,305－ 736 － 2,042

養成費 － － － － － － － － － － － － 2,300 － 2,300
研究費 － － － － － － － － － － － － 18,390－ 18,390
諸費 628 2,1287,527 33 4 － － 1,079319 8086,329－ 18,200－ 37,059
電気料
貸倒損

－ － － － － － － － － － 2,605－ － － 2,605

諸税 9,73715,09912,6291,244225 － － 23,23012,67731,1252,3121154,642 － 113,039
固定
資産
税

9,72614,47612,0411,224203 － － 23,06011,87831,107－ 96 2,677 － 106,494

雑税 10 622 587 20 21 － － 170 799 18 2,31218 1,964 － 6,545
減価償
却費

36,98492,53079,95326,349787 － － 161,46964,603118,811－ 77310,913－ 593,176

普通
償却
費

36,75387,36779,95325,889787 － － 161,46964,603118,811－ 77310,913－ 587,322

試運
転償
却費

230 5,162 － 459 － － － － － － － － － － 5,853

固定資
産除却
費

2,2213,6885,3501,552 5 － － 16,4698,74925,803－ － 1,658 － 65,498

除却
損

1,2802,0991,809258 1 － － 5,9714,2556,059 － － 1,132 － 22,868

除却
費用

941 1,5883,5411,294 4 － － 10,4974,49419,743－ － 525 － 42,629

原子力
発電施
設解体
費

－ － 7,103 － － － － － － － － － － － 7,103

共有設
備等分
担額

819 1,127 14 － － － － 798 － 22 － － － － 2,782

共有設
備等分
担額(貸
方)

△11 △16 － － － － － － － － － － － － △27

地帯間
購入電
源費

－ － － － － 168,163－ － － － － － － － 168,163

地帯間
購入送
電費

－ － － － － 392 － － － － － － － － 392

融通使
用済燃
料再処
理等準
備費

－ － － － － 206 － － － － － － － － 206

他社購
入電源
費

－ － － － － － 695,863－ － － － － － － 695,863

新エ
ネル
ギー
等電
源費

－ － － － － － 70,233－ － － － － － － 70,233

その
他の
電源
費

－ － － － － － 625,630－ － － － － － － 625,630

他社購
入送電
費

－ － － － － － 578 － － － － － － － 578
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卸使用
済燃料
再処理
等準備
費

－ － － － － － 134 － － － － － － － 134

建設分
担関連
費振替
額(貸
方)

－ － － － － － － － － － － － △1,478 － △1,478

附帯事
業営業
費用分
担関連
費振替
額(貸
方)

－ △54 － － － － － － － － － － △501 － △555

再エネ
特措法
納付金

－ － － － － － － － － － － － － 32,26932,269

電源開
発促進
税

－ － － － － － － － － － － － － 105,511105,511

事業税 － － － － － － － － － － － － － 61,94761,947
電力費
振替勘
定(貸
方)

－ － － － － － － － － － － － － △875 △875

合計 79,4702,988,367429,68287,1601,376168,761696,576329,155142,467449,826139,4601,030217,539198,8525,929,729

　（注）１．「退職給与金」には、社員に対する退職給付引当金の繰入額22,896百万円が含まれている。
２．「使用済燃料再処理等費」には、使用済燃料再処理等引当金の繰入額49,392百万円が含まれている。
３．「使用済燃料再処理等準備費」には、使用済燃料再処理等準備引当金の繰入額2,338百万円が含まれている。
４．「特定放射性廃棄物処分費」は、「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律」に基づく拠出金である。
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【電気通信事業営業費用明細表】

前事業年度（平成23年４月１日から平成24年３月31日まで）

区分 事業費（百万円） 管理費（百万円） 計（百万円） 摘要

人件費 － － － 　

経費 － － － 　

小計 － － － 　

減価償却費 　 　 － 　

固定資産除却費 　 　 － 　

租税公課 　 　 － 　

合計 　 　 － 　

（注）　本明細表は電気通信事業の登録条件として総務省から提示を受けた「財務諸表等の作成に当たって準拠す

べき基準」に基づき作成し、添付している。
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【電気通信事業営業費用明細表】

当事業年度（平成24年４月１日から平成25年３月31日まで）

区分 事業費（百万円） 管理費（百万円） 計（百万円） 摘要

人件費 － － － 　

経費 － － － 　

小計 － － － 　

減価償却費 　 　 － 　

固定資産除却費 　 　 － 　

租税公課 　 　 － 　

合計 　 　 － 　

（注）　本明細表は電気通信事業の登録条件として総務省から提示を受けた「財務諸表等の作成に当たって準拠す

べき基準」に基づき作成し、添付している。
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③【株主資本等変動計算書】
(単位：百万円)

前事業年度
(平成23年４月１日から
　平成24年３月31日まで)

当事業年度
(平成24年４月１日から
　平成25年３月31日まで)

株主資本

資本金

当期首残高 900,975 900,975

当期変動額

新株の発行 － 500,000

当期変動額合計 － 500,000

当期末残高 900,975 1,400,975

資本剰余金

資本準備金

当期首残高 243,555 243,555

当期変動額

新株の発行 － 500,000

当期変動額合計 － 500,000

当期末残高 243,555 743,555

その他資本剰余金

当期首残高 97 75

当期変動額

自己株式の処分 △22 △9

当期変動額合計 △22 △9

当期末残高 75 65

利益剰余金

利益準備金

当期首残高 169,108 169,108

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 169,108 169,108

その他利益剰余金

海外投資等損失準備金

当期首残高 440 435

当期変動額

海外投資等損失準備金の積立 31 －

海外投資等損失準備金の取崩 △36 △37

当期変動額合計 △4 △37

当期末残高 435 397

特定災害防止準備金

当期首残高 65 94

当期変動額

特定災害防止準備金の積立 32 －

特定災害防止準備金の取崩 △2 －

当期変動額合計 29 －

当期末残高 94 94

別途積立金

当期首残高 1,076,000 1,076,000

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,076,000 1,076,000
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(単位：百万円)

前事業年度
(平成23年４月１日から
　平成24年３月31日まで)

当事業年度
(平成24年４月１日から
　平成25年３月31日まで)

繰越利益剰余金

当期首残高 △1,096,428 △1,854,877

当期変動額

海外投資等損失準備金の積立 △31 －

海外投資等損失準備金の取崩 36 37

特定災害防止準備金の積立 △32 －

特定災害防止準備金の取崩 2 －

当期純損失（△） △758,423 △694,380

当期変動額合計 △758,448 △694,342

当期末残高 △1,854,877 △2,549,219

自己株式

当期首残高 △7,573 △7,569

当期変動額

自己株式の取得 △22 △5

自己株式の処分 26 9

当期変動額合計 4 4

当期末残高 △7,569 △7,565

株主資本合計

当期首残高 1,286,240 527,799

当期変動額

新株の発行 － 1,000,000

当期純損失（△） △758,423 △694,380

自己株式の取得 △22 △5

自己株式の処分 3 0

当期変動額合計 △758,441 305,614

当期末残高 527,799 833,413

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

当期首残高 △21,418 △319

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

21,099 △1,344

当期変動額合計 21,099 △1,344

当期末残高 △319 △1,664

純資産合計

当期首残高 1,264,822 527,479

当期変動額

新株の発行 － 1,000,000

当期純損失（△） △758,423 △694,380

自己株式の取得 △22 △5

自己株式の処分 3 0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 21,099 △1,344

当期変動額合計 △737,342 304,269

当期末残高 527,479 831,749
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【注記事項】　

（重要な会計方針）

１．有価証券の評価基準及び評価方法

(1）長期投資のうちその他有価証券

　時価のある有価証券は、決算日の市場価格等による時価法（売却原価は移動平均法）により評価し、その評価差額

は全部純資産直入法によっている。

　時価のない有価証券は、移動平均法による原価法によっている。

(2）関係会社長期投資のうち有価証券

　移動平均法による原価法によっている。

２．たな卸資産の評価基準及び評価方法

　主として、収益性の低下に基づく簿価切下げを行う総平均法による原価法によっている。

３．デリバティブの評価基準及び評価方法

　時価法によっている。

４．固定資産の減価償却の方法

　有形固定資産は定率法によっている。

　無形固定資産は定額法によっている。

　この方法は、法人税法に規定する基準と同一である。

　なお、会計処理変更年度（平成17年度）以降取得分の送電線路に係る地役権の耐用年数は、送電線路の耐用年数に準

じた年数（36年）とし、それ以外の送電線路に係る地役権は平均残存耐用年数としている。

　また、有形固定資産には特定原子力発電施設の廃止措置に係る資産除去債務相当資産を計上しているが、当該廃止措

置に係る費用の計上方法については、８．原子力発電施設解体費の計上方法に記載している。

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）

　法人税法の改正（「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法

律」（平成23年12月２日　法律第114号）及び「法人税法施行令の一部を改正する政令」（平成23年政令第379

号））に伴い、当事業年度より、平成24年４月１日以後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基

づく減価償却の方法に変更している。 

　なお、この変更に伴う影響は軽微である。 

５．繰延資産の処理方法

　株式交付費及び社債発行費は支出期に全額費用として計上している。

６．引当金の計上基準

(1）貸倒引当金

　売掛債権等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権

については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上する方法によっている。

(2）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上してい

る。

　数理計算上の差異は、発生した事業年度から３年間で定額法により計上している。

(3）使用済燃料再処理等引当金

　核燃料の燃焼に応じて発生する使用済燃料（具体的な再処理計画を有しない使用済燃料を除く）に対して、その

再処理等に要する費用に充てるため、当該費用の現価相当額（割引率1.6％（前事業年度は1.6％））を計上する方

法によっている。

　なお、平成16年度末までに発生した当該使用済燃料の再処理等に要する費用の見積額のうち、平成17年度の引当計

上基準変更に伴い生じた差異は電気事業会計規則附則（平成17年経済産業省令第92号）第２条の規定により、平成

17年度より15年間にわたり営業費用として計上することとしており、平成31年度まで毎期均等額30,560百万円を計

上する。また、電気事業会計規則取扱要領第81に基づき、当事業年度末の未認識数理計算上の差異（134,850百万円

（前事業年度は99,152百万円））については、翌事業年度から再処理の具体的な計画を有する使用済燃料が発生す

る期間にわたり営業費用として計上する。

(4）使用済燃料再処理等準備引当金

　具体的な再処理計画を有しない使用済燃料に対して、その再処理等に要する費用に充てるため、当該費用の現価相

当額（割引率4.0％）を計上する方法によっている。

　なお、東北地方太平洋沖地震により被災した福島第一原子力発電所１～４号機の装荷核燃料に係る処理費用を含

んでいる。
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(5）災害損失引当金

イ　新潟県中越沖地震による損失等に係るもの

　新潟県中越沖地震により被災した資産の復旧等に要する費用または損失に備えるため、当事業年度末における

見積額を計上している。

ロ　東北地方太平洋沖地震による損失等に係るもの

　東北地方太平洋沖地震により被災した資産の復旧等に要する費用または損失に備えるため、当事業年度末にお

ける見積額を計上している。

　災害損失引当金に含まれる主な費用または損失の計上方法等については以下のとおりである。

①　福島第一原子力発電所の事故の収束及び廃止措置等に向けた費用または損失

　政府の原子力災害対策本部が設置する政府・東京電力統合対策室により策定された「東京電力福島第一原

子力発電所・事故の収束に向けた道筋　ステップ２完了報告書」（平成23年12月16日）を受け、政府の原子

力災害対策本部が設置する政府・東京電力中長期対策会議により「東京電力（株）福島第一原子力発電所

１～４号機の廃止措置等に向けた中長期ロードマップ」（平成23年12月21日。以下「中長期ロードマップ」

という）が策定された（平成24年７月30日改訂）。これらに係る費用または損失のうち、通常の見積りが可

能なものについては、具体的な目標期間と個々の対策内容に基づく見積額を計上している。

　なお、中長期ロードマップに係る費用または損失のうち、工事等の具体的な内容を現時点では想定できず、

通常の見積りが困難であるものについては、海外原子力発電所事故における実績額に基づく概算額を計上し

ている。

②　福島第一原子力発電所１～４号機の廃止に関する費用または損失のうち加工中等核燃料の処理費用

　今後の使用が見込めない加工中等核燃料に係る処理費用について、使用済燃料再処理等準備引当金の計上

基準に準じた見積額を計上している。

　なお、装荷核燃料に係る処理費用は使用済燃料再処理等準備引当金に含めて表示している。

③　福島第一原子力発電所５・６号機及び福島第二原子力発電所の原子炉の安全な冷温停止状態を維持するた

め等に要する費用または損失

　被災した福島第一原子力発電所５・６号機及び福島第二原子力発電所の今後の取扱いについては未定であ

るものの、原子炉の安全な冷温停止状態を維持するため等に要する費用または損失は、新潟県中越沖地震に

より被災した柏崎刈羽原子力発電所の復旧等に要する費用または損失と同程度と判断し、これに基づく見積

額を計上している。

④　火力発電所の復旧等に要する費用または損失

　被災した火力発電所の復旧等に要する費用または損失に備えるため、当事業年度末における見積額を計上

している。

（追加情報）　　　　　　　　

・災害損失引当金残高の内訳

　
前事業年度

（平成24年３月31日）
当事業年度

（平成25年３月31日）

イ　新潟県中越沖地震による損失等に係るもの 37,208百万円 26,384百万円

ロ　東北地方太平洋沖地震による損失等に係るもの 749,085 674,443

うち①　福島第一原子力発電所の事故の収束及び廃止措置等に向けた

費用または損失 512,343 482,879

②　福島第一原子力発電所１～４号機の廃止に関する費用または

損失のうち加工中等核燃料の処理費用 4,651 4,837

③　福島第一原子力発電所５・６号機及び福島第二原子力発電所

の原子炉の安全な冷温停止状態を維持するため等に要する費用

または損失 188,634 173,659

④　火力発電所の復旧等に要する費用または損失 17,774 9,798

⑤　その他 25,680 3,267

計 786,293 700,827

・福島第一原子力発電所の事故の収束及び廃止措置等に向けた費用または損失のうち中長期ロードマップに係る

費用または損失の見積り

　原子力発電所の廃止措置の実施にあたっては予め原子炉内の燃料を取り出す必要があるが、その具体的な作業

内容等の決定は原子炉内の状況を確認するとともに必要となる研究開発等を踏まえての判断となる。従って、中

長期ロードマップに係る費用または損失については、燃料取り出しに係る費用も含め、今後変動する可能性があ

るものの、現時点の合理的な見積りが可能な範囲における概算額を計上している。
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(6）原子力損害賠償引当金

前事業年度（平成23年４月１日から平成24年３月31日まで）

　東北地方太平洋沖地震により被災した福島第一原子力発電所の事故等に関する原子力損害に係る賠償に要する

費用に備えるため、当事業年度末における見積額を計上している。

　当社は迅速かつ適切な賠償を行う観点から、原子力損害賠償紛争審査会で決定された平成23年８月５日の「東

京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針」（以下

「中間指針」という）、同年12月６日の中間指針追補及び平成24年３月16日の中間指針第二次追補を踏まえ、こ

れらの中間指針等で示された損害項目ごとに、賠償基準を策定している。また、平成23年12月26日には政府の原子

力災害対策本部により「ステップ２の完了を受けた警戒区域及び避難指示区域の見直しに関する基本的考え方

及び今後の検討課題について」が取りまとめられ、避難指示区域等の見直しに係る考え方が示されている。これ

らにより、避難等対象者の避難費用や精神的損害、自主的避難等に係る損害、客観的な統計データ等により合理的

な見積りが可能となった避難指示等による就労不能に伴う損害や営業損害、農林漁業における出荷制限等に伴う

損害、農林漁業や観光業における風評被害、一部を除く財物価値の喪失または減少等の賠償見積額から「原子力

損害賠償補償契約に関する法律」（昭和36年６月17日　法律第148号）の規定による補償金の受入額を控除した

金額を原子力損害賠償引当金に計上している。これらの賠償額の見積りについては、参照するデータの精緻化や

被害を受けられた皆さまとの合意等により、今後変動する可能性があるものの、現時点の合理的な見積りが可能

な範囲における概算額を計上している。
　
当事業年度（平成24年４月１日から平成25年３月31日まで）

　東北地方太平洋沖地震により被災した福島第一原子力発電所の事故等に関する原子力損害に係る賠償に要する

費用に備えるため、当事業年度末における見積額を計上している。

　原子力損害賠償紛争審査会において、平成23年８月５日に「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故

による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針」（以下「中間指針」という）、同年12月６日に中間指針追

補、平成24年３月16日に中間指針第二次追補、平成25年１月30日に中間指針第三次追補が決定されるとともに、平

成24年７月20日には政府の方針として、「避難指示区域の見直しに伴う賠償基準の考え方について」が公表され

た。当社は迅速かつ適切な賠償を行う観点から、これらを踏まえ、中間指針等で示された損害項目ごとに、賠償基

準を策定している。また、平成23年12月26日には政府の原子力災害対策本部により「ステップ２の完了を受けた

警戒区域及び避難指示区域の見直しに関する基本的考え方及び今後の検討課題について」が取りまとめられ、避

難指示区域等の見直しに係る考え方が示されている。これらに加え、損害賠償請求実績や客観的な統計データ等

により見積った避難等対象者の避難費用や精神的損害、自主的避難等に係る損害、避難指示等による就労不能に

伴う損害や営業損害、農林漁業における出荷制限等に伴う損害、風評被害及び一部を除く財物価値の喪失または

減少等の賠償見積額から「原子力損害賠償補償契約に関する法律」（昭和36年６月17日　法律第148号）の規定

による補償金の受入額を控除した金額を原子力損害賠償引当金に計上している。これらの賠償額の見積りについ

ては、参照するデータの精緻化や被害を受けられた皆さまとの合意等により、今後変動する可能性があるものの、

現時点の損害賠償請求実績や客観的な統計データ等に基づく合理的な見積りが可能な範囲における概算額を計

上している。

(7）渇水準備引当金

　渇水による損失に備えるため、電気事業法第36条の規定により、「渇水準備引当金に関する省令」（経済産業省

令）に基づき計上している。

(8）原子力発電工事償却準備引当金

　原子力発電所の運転開始直後に発生する減価償却費の負担を平準化するため、電気事業法第35条の規定により、

「原子力発電工事償却準備引当金に関する省令」（経済産業省令）に基づき計上している。

７．ヘッジ会計の方法

(1）ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理によっている。また、振当処理の要件を満たしている為替予約及び通貨スワップについては振当処

理に、特例処理の要件を満たしている金利スワップについては特例処理によっている。

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

イ　ヘッジ手段　燃料価格に関するスワップ

ヘッジ対象　燃料購入に係る予定取引の一部

ロ　ヘッジ手段　為替予約

ヘッジ対象　電気事業に係る外貨建支払予定額の一部

ハ　ヘッジ手段　通貨スワップ

ヘッジ対象　外貨建社債の元利金支払額

ニ　ヘッジ手段　金利スワップ

ヘッジ対象　長期借入金の利息支払額の一部
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(3）ヘッジ方針

　デリバティブ取引に関する社内規程に基づき、燃料購入価格変動、為替変動及び金利変動によるリスクをヘッジす

ることを目的としている。

(4）ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動の累計を半期毎に比較して

ヘッジの有効性を評価している。ただし、振当処理によっている為替予約及び通貨スワップ、特例処理によっている

金利スワップについては有効性の評価を省略している。

８．原子力発電施設解体費の計上方法

　　「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」（昭和32年６月10日　法律第166号）に規定された特定原

子力発電施設の廃止措置について、「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号　

平成20年３月31日）第８項を適用し、「原子力発電施設解体引当金に関する省令」（経済産業省令）の規定に基づ

き、原子力発電施設解体費の総見積額を発電設備の見込運転期間にわたり、原子力の発電実績に応じて費用計上する

方法によっている。また、総見積額の現価相当額を資産除去債務に計上している。

（追加情報）

・福島第一原子力発電所１～４号機の解体費用の見積り

　被災状況の全容の把握が困難であることから、今後変動する可能性があるものの、現時点の合理的な見積りが可

能な範囲における概算額を計上している。

９．消費税等の会計処理

　消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっている。
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（貸借対照表関係）

１．固定資産の工事費負担金等の受入れによる圧縮記帳額（累計）

　
前事業年度

（平成24年３月31日）
当事業年度

（平成25年３月31日）

電気事業固定資産 362,176百万円 363,970百万円

水力発電設備 9,955 9,972

汽力発電設備 54,013 53,987

原子力発電設備 4,461 4,459

内燃力発電設備 99 95

新エネルギー等発電設備 4,954 4,954

送電設備 170,680 172,260

変電設備 48,880 49,412

配電設備 46,220 47,053

業務設備 21,819 21,374

貸付設備 1,092 398

附帯事業固定資産 402 399

事業外固定資産 1,179 1,238

計 363,759 365,608

　

２．有形固定資産の減価償却累計額

　
前事業年度

（平成24年３月31日）
当事業年度

（平成25年３月31日）

　 21,621,731百万円 22,016,253百万円

　

３．担保資産及び担保付債務

(1）総財産を社債及び㈱日本政策投資銀行借入金の一般担保に供している。

　
前事業年度

（平成24年３月31日）
当事業年度

（平成25年３月31日）

社債(１年以内に償還すべき金額を含む。) 4,495,144百万円 4,473,643百万円

うち内債 4,265,700 4,244,205

外債 159,444 159,438

金融商品に関する会計基準における

経過措置を適用した債務履行引受契

約により債務の履行を委任した社債

70,000 70,000

㈱日本政策投資銀行借入金(１年以内に返

済すべき金額を含む。)
417,543 611,269

　

(2）「原子力損害の賠償に関する法律」（昭和36年６月17日　法律第147号）に基づき、福島第一原子力発電所の原子

炉の冷却や滞留水の処理等に対して、原子力事業者が講ずべき損害賠償措置として供託している。

　
前事業年度

（平成24年３月31日）
当事業年度

（平成25年３月31日）

雑流動資産 120,000百万円 120,000百万円

　

４．１年以内に期限到来の固定負債の内訳

　
前事業年度

（平成24年３月31日）
当事業年度

（平成25年３月31日）

社債 747,900百万円 635,534百万円

長期借入金 163,773 473,599

長期未払債務 2,123 2,154

リース債務 360 333

雑固定負債 5,762 2,495
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５．未払税金の内訳

　
前事業年度

（平成24年３月31日）
当事業年度

（平成25年３月31日）

法人税及び住民税 449百万円 429百万円

電源開発促進税 19,290 18,331

事業税 29,813 35,199

消費税等 4,751 13,620

その他 1,963 1,417

　

６．偶発債務

(1）保証債務

　
前事業年度

（平成24年３月31日）
当事業年度

（平成25年３月31日）

イ　以下の会社の金融機関からの借入金に

対する保証債務
        

日本原燃㈱ 239,489百万円 198,825百万円

日立熱エネルギー㈱ 5 －

　

　当社以外にも連帯保証人がいる保証

債務であり、保証人間の契約に基づく

当社負担額は３百万円である。

　

原燃輸送㈱ 58 23

東電不動産㈱ 35 －

森ヶ崎エナジーサービス㈱ 114 96

東京ティモール・シー・リソーシズ

（米）社　
2,644 2,162

テプコ・ダーウィン・エルエヌジー社

　
3,876 3,759

伊勢原エネルギーサービス㈱ 315 －

トウキョウ・エレクトリック・パワー

・カンパニー・インターナショナル・

パイトンⅠ社

5,165 5,574

リサイクル燃料貯蔵㈱ 8,197 7,605

ティームエナジー社 5,739 6,459

パイトン・エナジー社 992 －

エスケーゼット・ユー社 741 928

ロ　日本原燃㈱が発行している社債に対す

る保証債務
9,597 9,597

ハ　アイティーエム・オーアンドエム社の

アラビアン・パワー社との運転保守契約

の履行に対する保証債務

492 564

ニ　ティーム・スアル社のフィリピン電力

公社との売電契約の履行に対する保証債

務

1,231 1,410

ホ　ケプコ・イリハン社のフィリピン電力

公社との売電契約の履行に対する保証債

務

887 1,015

ヘ　パイトン・エナジー社のインドネシア

国有電力会社との長期売電契約における

損害賠償義務の履行に対する保証債務

155 －

ト　㈱駒込ＳＰＣの金融機関との履行保証

保険契約の履行に対する保証債務
50 －
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前事業年度

（平成24年３月31日）
当事業年度

（平成25年３月31日）

チ　ティーエムエナジー・オーストラリア

社のティーエヌパワー社及びタロング・

エナジー社（現 スタンウェル社）との

事業譲渡契約の履行に対する保証債務

14,760百万円 16,919百万円

リ　トウキョウ・エレクトリック・パワー

・カンパニー・インターナショナル・パ

イトンⅠ社の金融機関との金利スワップ

契約の履行に対する保証債務

1,202 1,376

ヌ　アイピーエム・オペレーション・アン

ド・メンテナンス・インドネシア社のパ

イトン・エナジー社との運転保守契約の

履行に対する保証債務

549 628

ル　パイトン・エナジー社の三菱重工業㈱、

三井物産㈱及び東亜建設工業㈱とのプラ

ント建設請負契約における損害賠償義務

の履行に対する保証債務

2,415 －

ヲ　従業員の持ち家財形融資等による金融

機関からの借入金に対する保証債務
232,720 221,755

計 531,439 478,702

　うち、当社以外にも連帯保証人がいる保証債務が前事業年度５百万円（当事業年度は該当なし）、保証人間の契約に基づ

く当社負担額が前事業年度３百万円（当事業年度は該当なし）である。

　

(2）社債の債務履行引受契約に係る偶発債務

　次の社債については、下記金融機関との間に金融商品に関する会計基準における経過措置を適用した債務履行引

受契約を締結し、債務の履行を委任した。しかし、社債権者に対する当社の社債償還義務は、社債償還完了時まで存

続する。

前事業年度（平成24年３月31日）

銘柄 債務履行引受金融機関 期末残高(百万円)

東京電力第426回社債 ㈱三井住友銀行 70,000

　

当事業年度（平成25年３月31日）

銘柄 債務履行引受金融機関 期末残高(百万円)

東京電力第426回社債 ㈱三井住友銀行 70,000
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(3）原子力損害の賠償に係る偶発債務

前事業年度（平成24年３月31日）

　東北地方太平洋沖地震により被災した福島第一原子力発電所の事故等に関する原子力損害について、当社は事

故の当事者であることを真摯に受け止め、被害を受けられた皆さまへの賠償を早期に実現するとの観点から、国

の援助を受けながら「原子力損害の賠償に関する法律」（昭和36年６月17日　法律第147号）に基づく賠償を実

施することとした。そのなかで、当社は迅速かつ適切な賠償を行う観点から、原子力損害賠償紛争審査会で決定さ

れた平成23年８月５日の「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等

に関する中間指針」（以下「中間指針」という）、同年12月６日の中間指針追補及び平成24年３月16日の中間指

針第二次追補を踏まえ、これらの中間指針等で示された損害項目ごとに、賠償基準を策定している。また、平成23

年12月26日には政府の原子力災害対策本部により「ステップ２の完了を受けた警戒区域及び避難指示区域の見

直しに関する基本的考え方及び今後の検討課題について」が取りまとめられ、避難指示区域等の見直しに係る考

え方が示されている。これらにより、具体的算定方法及び客観的な統計データ等に基づき合理的な見積りが可能

な額については、当事業年度において原子力損害賠償引当金に計上しているが、中間指針等の記載内容や現時点

で入手可能なデータ等により合理的に見積ることができない農林漁業や観光業以外の風評被害、間接被害及び一

部の財物価値の喪失や減少等については計上していない。なお、「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方

太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別

措置法」（平成23年８月30日　法律第110号）に基づき講ぜられる廃棄物の処理及び除染等の措置等に要する費

用として当社に請求または求償される額については、現時点で当該措置の具体的な実施内容等を把握できる状況

になく、賠償額を合理的に見積ることができないことなどから、計上していない。
　
当事業年度（平成25年３月31日）

　東北地方太平洋沖地震により被災した福島第一原子力発電所の事故等に関する原子力損害について、当社は事

故の当事者であることを真摯に受け止め、被害を受けられた皆さまへの賠償を早期に実現するとの観点から、国

の援助を受けながら「原子力損害の賠償に関する法律」（昭和36年６月17日　法律第147号）に基づく賠償を実

施することとした。その後、原子力損害賠償紛争審査会において、平成23年８月５日に「東京電力株式会社福島第

一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針」（以下「中間指針」という）、

同年12月６日に中間指針追補、平成24年３月16日に中間指針第二次追補、平成25年１月30日に中間指針第三次追

補が決定されるとともに、平成24年７月20日には政府の方針として、「避難指示区域の見直しに伴う賠償基準の

考え方について」が公表された。当社は迅速かつ適切な賠償を行う観点から、これらを踏まえ、中間指針等で示さ

れた損害項目ごとに、賠償基準を策定している。また、平成23年12月26日には政府の原子力災害対策本部により

「ステップ２の完了を受けた警戒区域及び避難指示区域の見直しに関する基本的考え方及び今後の検討課題に

ついて」が取りまとめられ、避難指示区域等の見直しに係る考え方が示されている。これらに加え、損害賠償請求

実績や客観的な統計データ等に基づき合理的な見積りが可能な額については、当事業年度において原子力損害賠

償引当金に計上しているが、中間指針等の記載内容や現時点で入手可能なデータ等により合理的に見積ることが

できない間接被害や一部の財物価値の喪失または減少等については計上していない。また、「平成二十三年三月

十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の

汚染への対処に関する特別措置法」（平成23年８月30日　法律第110号）に基づき講ぜられる廃棄物の処理及び

除染等の措置等が、国の財政上の措置の下に進められている。そのうち、廃棄物の処理及び除染等の措置等に要す

る費用として当社に請求または求償される額については、合意された一部を除き、現時点で当該措置の具体的な

実施内容等を把握できる状況になく、賠償額を合理的に見積ることができないことなどから、計上していない。
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７．損益計算書に記載されている附帯事業に係る固定資産の金額

　
前事業年度

（平成24年３月31日）
当事業年度

（平成25年３月31日）

エネルギー設備サービス事業 　 　

専用固定資産 5,062百万円 4,243百万円

他事業との共用固定資産の配賦額 11 12

計 5,073 4,256

不動産賃貸事業 　 　

専用固定資産 39,943百万円 36,447百万円

他事業との共用固定資産の配賦額 2,441 4,332

計　 42,384 40,780

ガス供給事業 　 　

専用固定資産 3,637百万円 3,101百万円

他事業との共用固定資産の配賦額 7,493 6,156

計 11,130 9,258

　

８．財務制限条項

当事業年度（平成25年３月31日）

　当社の社債（676,411百万円）、長期借入金（21,764百万円）及び１年以内に期限到来の固定負債（199,994百万

円）には、当社及び当社グループの財政状態、経営成績に係る財務制限条項が付されている。
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（損益計算書関係）

１．研究開発費の総額

　一般管理費に含まれている研究開発費

前事業年度
（平成23年４月１日から
平成24年３月31日まで）

当事業年度
（平成24年４月１日から
平成25年３月31日まで）

24,603百万円 20,336百万円

　

２．関係会社に係る受取配当金

前事業年度
（平成23年４月１日から
平成24年３月31日まで）

当事業年度
（平成24年４月１日から
平成25年３月31日まで）

　 35,708百万円 　 11,914百万円

　

３．原子力損害賠償費及び原子力損害賠償支援機構資金交付金の内容

前事業年度（平成23年４月１日から平成24年３月31日まで）

　東北地方太平洋沖地震により被災した福島第一原子力発電所の事故等に関する原子力損害について、当社は事故

の当事者であることを真摯に受け止め、被害を受けられた皆さまへの賠償を早期に実現するとの観点から、国の援

助を受けながら「原子力損害の賠償に関する法律」（昭和36年６月17日　法律第147号）に基づく賠償を実施する

こととした。その後、当社は迅速かつ適切な賠償を行う観点から、原子力損害賠償紛争審査会で決定された平成23年

８月５日の「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指

針」（以下「中間指針」という）、同年12月６日の中間指針追補及び平成24年３月16日の中間指針第二次追補を踏

まえ、これらの中間指針等で示された損害項目ごとに、賠償基準を策定している。また、平成23年12月26日には政府

の原子力災害対策本部により「ステップ２の完了を受けた警戒区域及び避難指示区域の見直しに関する基本的考

え方及び今後の検討課題について」が取りまとめられ、避難指示区域等の見直しに係る考え方が示されている。こ

れらにより、避難等対象者の避難費用や精神的損害、自主的避難等に係る損害、客観的な統計データ等により合理的

な見積りが可能となった避難指示等による就労不能に伴う損害や営業損害、農林漁業における出荷制限等に伴う損

害、農林漁業や観光業における風評被害、一部を除く財物価値の喪失または減少等の賠償見積額2,644,930百万円か

ら「原子力損害賠償補償契約に関する法律」（昭和36年６月17日　法律第148号）の規定による補償金（以下「補

償金」という）の受入額120,000百万円を控除した金額2,524,930百万円を原子力損害賠償費に計上している。これ

らの賠償額の見積りについては、参照するデータの精緻化や被害を受けられた皆さまとの合意等により、今後変動

する可能性があるものの、現時点の合理的な見積りが可能な範囲における概算額を計上している。

　一方、こうした賠償の迅速かつ適切な実施のため、「原子力損害賠償支援機構法」（平成23年８月10日　法律第94

号。以下「機構法」という）に基づき新設された原子力損害賠償支援機構（以下「機構」という）は、申請のあっ

た原子力事業者に対し必要な資金援助を行うこととされている。当社は機構に対し、機構法第43条第１項の規定に

基づき、平成24年３月29日に同日時点での要賠償額の見通し額2,546,271百万円への資金援助の額の変更を申請し、

同額から補償金の受入額120,000百万円を控除した金額2,426,271百万円を原子力損害賠償支援機構資金交付金に

計上している。

　なお、資金援助を受けるにあたっては、機構法第52条第１項の規定により機構が定める特別な負担金を支払うこと

とされているが、その金額については、当社の収支の状況に照らし事業年度ごとに機構における運営委員会の議決

を経て定められるとともに、主務大臣による認可が必要となることなどから、計上していない。
　
当事業年度（平成24年４月１日から平成25年３月31日まで）

　東北地方太平洋沖地震により被災した福島第一原子力発電所の事故等に関する原子力損害について、当社は事故

の当事者であることを真摯に受け止め、被害を受けられた皆さまへの賠償を早期に実現するとの観点から、国の援

助を受けながら「原子力損害の賠償に関する法律」（昭和36年６月17日　法律第147号）に基づく賠償を実施する

こととした。その後、原子力損害賠償紛争審査会において、平成23年８月５日に「東京電力株式会社福島第一、第二

原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針」（以下「中間指針」という）、同年12月６

日に中間指針追補、平成24年３月16日に中間指針第二次追補、平成25年１月30日に中間指針第三次追補が決定され

るとともに、平成24年７月20日には政府の方針として、「避難指示区域の見直しに伴う賠償基準の考え方につい

て」が公表された。当社は迅速かつ適切な賠償を行う観点から、これらを踏まえ、中間指針等で示された損害項目ご

とに、賠償基準を策定している。また、平成23年12月26日には政府の原子力災害対策本部により「ステップ２の完了

を受けた警戒区域及び避難指示区域の見直しに関する基本的考え方及び今後の検討課題について」が取りまとめ

られ、避難指示区域等の見直しに係る考え方が示されている。これらに加え、損害賠償請求実績や客観的な統計デー

タ等により見積もった、避難等対象者の避難費用や精神的損害、自主的避難等に係る損害、避難指示等による就労不

能に伴う損害や営業損害、農林漁業における出荷制限等に伴う損害、風評被害及び一部を除く財物価値の喪失また

は減少等の賠償見積額3,806,900百万円から「原子力損害賠償補償契約に関する法律」（昭和36年６月17日　法律

第148号）の規定による補償金（以下「補償金」という）の受入額120,000百万円を控除した金額3,686,900百万円

と前事業年度の見積額との差額1,161,970百万円を原子力損害賠償費に計上している。これらの賠償額の見積りに

ついては、参照するデータの精緻化や被害を受けられた皆さまとの合意等により、今後変動する可能性があるもの

の、現時点の合理的な見積りが可能な範囲における概算額を計上している。

　一方、こうした賠償の迅速かつ適切な実施のため、「原子力損害賠償支援機構法」（平成23年８月10日　法律第94

号。以下「機構法」という）に基づき新設された原子力損害賠償支援機構（以下「機構」という）は、申請のあっ
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た原子力事業者に対し必要な資金援助を行うこととされている。当社は機構に対し、機構法第43条第１項の規定に

基づき、平成24年12月27日に同日時点での要賠償額の見通し額3,243,079百万円への資金援助の額の変更を申請し、

当事業年度において、同額から補償金の受入額120,000百万円を控除した金額3,123,079百万円と、同年５月９日に

損害賠償の履行に充てるための資金として交付することが決定された金額2,426,271百万円との差額696,808百万

円を原子力損害賠償支援機構資金交付金に計上している。

　なお、資金援助を受けるにあたっては、機構法第52条第１項の規定により機構が定める特別な負担金を支払うこと

とされているが、その金額については、当社の収支の状況に照らし事業年度ごとに機構における運営委員会の議決

を経て定められるとともに、主務大臣による認可が必要となることなどから、計上していない。

　

４．固定資産売却益の内容

　
前事業年度

（平成23年４月１日から
平成24年３月31日まで）

当事業年度
（平成24年４月１日から
平成25年３月31日まで）

土地 39,145百万円 79,333百万円

その他 2,031 62

計 41,176 79,396

　

５．災害特別損失の内容

前事業年度（平成23年４月１日から平成24年３月31日まで）

　東北地方太平洋沖地震により被災した資産の復旧等に要する費用または損失を計上している。

(1）災害特別損失に含まれる費用または損失の計上方法等

イ　福島第一原子力発電所の事故の収束及び廃止措置等に向けた費用または損失

　政府の原子力災害対策本部が設置する政府・東京電力統合対策室により策定された「東京電力福島第一原子

力発電所・事故の収束に向けた道筋　ステップ２完了報告書」（平成23年12月16日）を受け、政府の原子力災

害対策本部が設置する政府・東京電力中長期対策会議により「東京電力（株）福島第一原子力発電所１～４

号機の廃止措置等に向けた中長期ロードマップ」（平成23年12月21日。以下「中長期ロードマップ」という）

が策定された。これらに係る費用または損失のうち、通常の見積りが可能なものについては、具体的な目標期間

と個々の対策内容に基づく見積額を計上している。

　なお、中長期ロードマップに係る費用または損失については、燃料取り出しに係る費用も含め、今後変動する

可能性があるものの、現時点の合理的な見積りが可能な範囲における概算額を計上している。

　

(2）災害特別損失の主な内訳

イ　福島第一原子力発電所の事故の収束及び廃止措置等に向けた費用又は損失 287,111百万円

ロ　その他 10,388

計 297,499

　

当事業年度（平成24年４月１日から平成25年３月31日まで）

　東北地方太平洋沖地震により被災した資産の復旧等に要する費用または損失を計上している。

(1）災害特別損失に含まれる費用または損失の計上方法等

イ　福島第一原子力発電所の事故の収束及び廃止措置等に向けた費用または損失

　政府の原子力災害対策本部が設置する政府・東京電力統合対策室により策定された「東京電力福島第一原子

力発電所・事故の収束に向けた道筋　ステップ２完了報告書」（平成23年12月16日）を受け、政府の原子力災

害対策本部が設置する政府・東京電力中長期対策会議により「東京電力（株）福島第一原子力発電所１～４

号機の廃止措置等に向けた中長期ロードマップ」（平成23年12月21日。以下「中長期ロードマップ」という）

が策定された（平成24年７月30日改訂）。これらに係る費用または損失のうち、通常の見積りが可能なものに

ついては、具体的な目標期間と個々の対策内容に基づく見積額を計上している。

　なお、中長期ロードマップに係る費用または損失については、燃料取り出しに係る費用も含め、今後変動する

可能性があるものの、現時点の合理的な見積りが可能な範囲における概算額を計上している。

　

６．核燃料加工契約変更損失の内容

当事業年度（平成24年４月１日から平成25年３月31日まで）

　ＭＯＸ燃料（ウランと使用済燃料から取り出したプルトニウムを混ぜ合わせた燃料）の加工契約について、同契

約に基づき加工途中の状態で保管していたＭＯＸ燃料の解体を決定し、同契約の一部解約を含む契約変更を実施し

たことに伴う損失を計上している。
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（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（平成23年４月１日から平成24年３月31日まで）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
当事業年度期首株
式数（千株）

当事業年度増加株
式数（千株）

当事業年度減少株
式数（千株）

当事業年度末株式
数（千株）

普通株式 2,894 64 10 2,949

合計 2,894 64 10 2,949

　（注）　普通株式の自己株式の株式数の増加64千株は、単元未満株式の買取りによる取得であり、減少10千株は、

単元未満株式の買増請求による売渡しである。

当事業年度（平成24年４月１日から平成25年３月31日まで）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
当事業年度期首株
式数（千株）

当事業年度増加株
式数（千株）

当事業年度減少株
式数（千株）

当事業年度末株式
数（千株）

普通株式 2,949 34 3 2,980

合計 2,949 34 3 2,980

　（注）　普通株式の自己株式の株式数の増加34千株は、単元未満株式の買取りによる取得であり、減少３千株は、

単元未満株式の買増請求による売渡しである。
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（リース取引関係）

１．オペレーティング・リース取引

(1）借主側

①　未経過リース料

　 （単位：百万円）

　
前事業年度

（平成24年３月31日）
当事業年度

（平成25年３月31日）

１年内 5,722 3,885

１年超 2,812 4,204

合計 8,535 8,089

　

(2）貸主側

①　未経過リース料

（単位：百万円）

　
前事業年度

（平成24年３月31日）
当事業年度

（平成25年３月31日）

１年内 426 106

１年超 823 266

合計 1,250 373

　

（有価証券関係）　

子会社及び関連会社株式

前事業年度（平成24年３月31日）

区分
貸借対照表計上額
（百万円）

時価（百万円） 差額（百万円）

①　子会社株式 － － －

②　関連会社株式 12,307 55,250 42,943

合計 12,307 55,250 42,943

　

当事業年度（平成25年３月31日）

区分
貸借対照表計上額
（百万円）

時価（百万円） 差額（百万円）

①　子会社株式 － － －

②　関連会社株式 12,307 53,599 41,292

合計 12,307 53,599 41,292

　

　（注）　時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額

　 （単位：百万円）

区分
前事業年度

（平成24年３月31日）
当事業年度

（平成25年３月31日）

子会社株式 186,039 170,541

関連会社株式 358,255 365,215

　これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「子会社及び関連会

社株式」には含めていない。
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（税効果会計関係）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

　
前事業年度

（平成24年３月31日）
　

当事業年度
（平成25年３月31日）

繰延税金資産 　 　 　

原子力損害賠償引当金 680,442百万円 　 566,274百万円

災害損失引当金 242,021　 215,714

繰越欠損金 122,072　 169,385

資産除去債務 129,257　 157,963

退職給付引当金 121,309　 119,535

その他 279,039　 301,052

繰延税金資産　小計 1,574,142　 1,529,926

評価性引当額 △932,508　 △1,149,311

繰延税金資産　合計 641,633　 380,615

繰延税金負債 　 　 　

未収原子力損害賠償支援機構資金交付金 △587,498　 △297,229

その他 △54,135 　 △83,385

繰延税金負債　合計 △641,633　 △380,615

繰延税金資産　純額 － 　 －

　

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった

主要な項目別の内訳

　前事業年度（平成24年３月31日）及び当事業年度（平成25年３月31日）　

　税引前当期純損失を計上しているため記載していない。
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（資産除去債務関係）

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

イ　当該資産除去債務の概要

　「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」（昭和32年６月10日　法律第166号）に規定された特

定原子力発電施設の廃止措置について資産除去債務を計上している。

　なお、これに対応する除去費用は、「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号

　平成20年３月31日）第８項を適用し、「原子力発電施設解体引当金に関する省令」（経済産業省令）の規定に基

づき、原子力発電施設解体費の総見積額を発電設備の見込運転期間にわたり、原子力の発電実績に応じて費用計上

する方法によっている。

　

ロ　当該資産除去債務の金額の算定方法

　特定原子力発電施設毎に発電設備の見込運転期間から運転開始後の期間を差引いた残存年数を支出発生までの見

込期間としている。割引率は、2.3％を適用している。

　

ハ　当該資産除去債務の総額の増減　

　
前事業年度

（平成23年４月１日から
平成24年３月31日まで）

当事業年度
（平成24年４月１日から
平成25年３月31日まで）

期首残高 785,007百万円 799,958百万円

期中変動額 14,950 23,087

期末残高 799,958 823,046
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（１株当たり情報）

項目
前事業年度

（平成23年４月１日から
平成24年３月31日まで）

当事業年度
（平成24年４月１日から
平成25年３月31日まで）

１株当たり純資産額 328円84銭 △104円89銭

１株当たり当期純損失（△） △472円81銭 △432円89銭

　 （注）潜在株式調整後１株当たり

当期純利益については、潜在株

式が存在せず、また、１株当た

り当期純損失であるため記載

していない。

（注）潜在株式調整後１株当たり

当期純利益については、潜在株

式は存在するものの、１株当た

り当期純損失であるため記載

していない。

　（注）１．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりである。

 
前事業年度

（平成24年３月31日）
当事業年度

（平成25年３月31日）

純資産の部の合計額（百万円） 527,479 831,749

純資産の部の合計額から控除する金額（百万円） － 1,000,000

うち優先株式の払込額（百万円） － 1,000,000

普通株式に係る期末の純資産額（百万円） 527,479 △168,250

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の

普通株式の数（千株）
1,604,068 1,604,037

２．１株当たり当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりである。

 
前事業年度

（平成23年４月１日から
平成24年３月31日まで）

当事業年度
（平成24年４月１日から
平成25年３月31日まで）

当期純損失（△）（百万円） △758,423 △694,380

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る当期純損失（△）（百万円） △758,423 △694,380

普通株式の期中平均株式数（千株） 1,604,086 1,604,051

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株

当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株

式の概要

－

Ａ種優先株式

(発行済株式数　1,600,000千株)

Ｂ種優先株式

(発行済株式数　340,000千株)

なお、これらの詳細について

は、「第４　提出会社の状況　１

　株式等の状況」に記載のとお

りである。
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（重要な後発事象）

　東北地方太平洋沖地震により被災した福島第一原子力発電所の事故等に関する原子力損害について、当社は事故の当事

者であることを真摯に受け止め、被害を受けられた皆さまへの賠償を早期に実現するとの観点から、国の援助を受けなが

ら「原子力損害の賠償に関する法律」（昭和36年６月17日　法律第147号）に基づく賠償を実施することとした。

　こうしたなか、平成25年５月31日に、原子力損害賠償支援機構（以下「機構」という）に対し、「原子力損害賠償支援機

構法」（平成23年８月10日　法律第94号）第43条第１項の規定に基づき、資金援助額の変更を申請した。これを踏まえ、同

年６月６日に、同法第46条第１項の規定に基づき、特別事業計画の変更の認定について、機構の運営委員会による議決を経

て、機構と共同で主務大臣に対し申請していたが、同年６月25日に、同計画について認定を受けた。

　今回の申請は、避難指示区域の見直しや中間指針第三次追補を踏まえた農林漁業等における賠償対象の拡大などの状況

変化が生じたことなどにより、要賠償額の見通し額から「原子力損害賠償補償契約に関する法律」（昭和36年６月17日　

法律第148号）の規定による補償金（以下「補償金」という）の受入額120,000百万円を控除した金額が、平成25年２月４

日の特別事業計画認定時の3,123,079百万円から666,255百万円増加し、3,789,334百万円となったことによるものである。

　なお、平成25年５月31日の機構に対する資金援助額の変更の申請にあたり、要介護状態にある方々等に対する精神的損害

の増額を決定したことなどにより、賠償見積額から補償金の受入額120,000百万円を控除した金額が、当事業年度末の

3,686,900百万円から102,433百万円増加した。結果として、原子力損害賠償支援機構資金交付金が666,255百万円、原子力

損害賠償費が102,433百万円増加する見込みである。
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④【附属明細表】

【（その１）固定資産期中増減明細表】

　平成24年４月１日から平成25年３月31日まで

区　分
 
 
 
科　目

期首残高 期中増減額 期末残高 期末残
高のう
ち土地
の帳簿
原価
（再
掲）
(百万円)

帳簿原価
(百万円)

工事費
負担金
等
(百万円)

減価償却
累計額
(百万円)

差引帳簿
価額
(百万円)

帳簿原
価増加
額
(百万円)

工事
費負
担金
等増
加額
(百万
円)

減価償
却累計
額増加
額
(百万円)

帳簿原
価減少
額
(百万円)

工事
費負
担金
等減
少額
(百万
円)

減価償
却累計
額減少
額
(百万円)

帳簿原価
(百万円)

工事費
負担金
等
(百万円)

減価償却
累計額
(百万円)

差引帳簿
価額
(百万円)

電気
事業
固定
資産

29,588,044362,17621,785,3057,440,562619,8695,415622,229
266,087
(1,903)

3,621209,24929,941,826363,97022,198,2857,379,570659,135

 
水力
発電
設備

1,773,2519,9551,115,663647,63224,1292037,4786,1512 4,7181,791,2309,9721,148,424632,83312,289

 
汽力
発電
設備

5,561,88654,0134,656,018851,85495,165－ 94,50629,6322525,7565,627,41953,9874,724,768848,663202,718

 

原子
力発
電設
備

5,375,1524,4614,640,894729,796104,783－ 81,248
13,324
(1,903)

1 9,1605,466,6124,4594,712,982749,16922,948

 

内燃
力発
電設
備

119,70899 50,76868,83995,375－ 26,4383,6574 2,415211,42695 74,791136,5391,192

 

新エ
ネル
ギー
等発
電設
備

22,7374,954 3,58514,19725 － 787 13 － 11 22,7494,954 4,36013,4348,745

 
送電
設備

7,361,069170,6805,170,9222,019,467109,7732,967164,51854,6681,38645,7587,416,174172,2605,289,6821,954,231170,904

 
変電
設備

3,401,63248,8802,560,521792,23047,16963964,94337,12510731,6823,411,67749,4122,593,782768,482182,327

 
配電
設備

5,455,19346,2203,241,8582,167,114103,8001,097122,66049,81926441,4615,509,17447,0533,323,0572,139,0636,140

 
業務
設備

485,76021,819320,928143,01239,53868628,85652,7461,13133,264472,55121,374316,519134,65751,455

 
貸付
設備

31,6511,09224,1446,415106 3 79118,94869715,01912,809398 9,9162,495413

附帯
事業
固定
資産

99,172402 49,56049,2081,208－ 3,636
4,528
(22)

3 2,07995,852399 51,11744,33514,315

事業
外固
定資
産

20,8321,17912,6866,96526,36972520,155
22,852
(1,134)

66614,27924,3491,23818,5634,5472,586

固定
資産
仮勘
定

882,460－ 345882,115708,775－ －
637,931
(539)

－ 345 953,304－ － 953,304－

 
建設
仮勘
定

878,908－ 345878,563662,095－ －
590,755
(539)

－ 345 950,248－ － 950,248－

 
除却
仮勘
定

3,552 － － 3,55246,680－ － 47,176－ － 3,056 － － 3,056 －

区　分
 

科　目
期首残高（百万円）

期中増減額
期末残高（百万円） 摘要

増加額（百万円） 減少額（百万円）

核燃
料

845,754 17,430 55,545 807,639 

 
装荷
核燃
料

131,696 10,261 － 141,957 

 

加工
中等
核燃
料

714,058 7,169 55,545 665,681 

長期
前払
費用

97,584 149,243 59,976 186,851 
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　（注）１．「工事費負担金等増加額」には、法人税法第45条による工事費負担金、法人税法第47条による保険金等、租税特別措

置法第64条による収用補償金等の圧縮額が含まれている。

２．原子力発電設備の「期末残高」のうち特定原子力発電施設に係る資産除去債務相当資産の帳簿原価（再掲）：

175,574百万円。

３．「期中増減額」の「帳簿原価減少額」欄の（　）内は内書きで、減損損失の計上額である。

４．附帯事業固定資産のうち、電気通信事業固定資産の内訳は次のとおりである。

なお、本内訳は電気通信事業の登録条件として総務省から提示を受けた「財務諸表等の作成に当たって準拠すべき

基準」に基づき作成し、注記している。

附帯事業固定資産のうち電気通信事業固定資産の内訳

資産の種類
期首残高
（百万円）

当期増加額
（百万円）

当期減少額
（百万円）

期末残高
（百万円）

減価償却累計額
差引期末残
高

（百万円）
摘要

又は償却
累計額
（百万
円）

当期償却額
（百万円）

有形固定資産 － － － － － － －  

無形固定資産 － － － － － － －  

合計 － － － － － － －  
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【（その２）固定資産期中増減明細表（無形固定資産再掲）】

　平成24年４月１日から平成25年３月31日まで

無形固定資産の種類
取得価額

減価償却累計額
（百万円）

期末残高（百万
円）

摘要
期首残高（百万

円）
期中増加額（百
万円）

期中減少額（百
万円）

ダム使用権 3,601 － － 2,477 1,123  

水利権 14,638 － 18 9,004 5,614  

商標権 6 － － 4 1  

ソフトウェア 235 10 77 106 61  

電気ガス供給施設利
用権

26,621 3,482 － 16,182 13,921  

熱供給施設利用権 20 － 18 1 －  

水道施設利用権 1,610 － 14 339 1,256  

工業用水道施設利用
権

11,537 10 － 7,511 4,036  

電気通信施設利用権 51 － 3 14 33  

電圧変更補償費 29 － － 19 10  

諸施設利用権 111,928 11,561 1,525 76,774 45,189  

電話加入権 338 － － － 339  

地上権 18,565 233 85 － 18,713  

地役権 269,873 652
693
(159)

139,276
130,557
(130,419)

（注）

土地賃借権 8,377 8
37
(30)

－ 8,348（注）

排出クレジット － 8,638 8,638 － －  

合計 467,436 24,598 11,113 251,713 229,208  

　（注）１．「取得価額」の「期中減少額」欄の（　）内は内書きで、減損損失の計上額である。

２．「期末残高」欄の（　）内は内書きで、減価償却対象分の残高である。
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【（その３）減価償却費等明細表】

平成24年４月１日から平成25年３月31日まで

区分
期末取得価額
（百万円）

当期償却額
（百万円）

償却累計額
（百万円）

期末帳簿価額
（百万円）

償却累計率［％］

電

　

気

　

事

　

業

　

固

　

定

　

資

　

産

有

　

形

　

固

　

定

　

資

　

産

建物 1,724,938 31,916 1,388,607 336,330 80.5

　 水力発電設備 67,848 1,062 53,879 13,968 79.4

　 汽力発電設備 336,343 6,088 284,262 52,080 84.5

　 原子力発電設備 568,769 8,502 502,287 66,481 88.3

　 内燃力発電設備 11,416 494 6,626 4,789 58.0

　 新エネルギー等発電設備 231 6 155 76 67.0

　 送電設備 45,764 1,156 31,397 14,367 68.6

　 変電設備 387,116 7,543 286,709 100,406 74.1

　 配電設備 20,593 467 15,332 5,261 74.5

　 業務設備 286,084 6,586 207,312 78,771 72.5

　 その他の設備 772 9 644 127 83.5

構築物 12,620,603 265,947 8,593,9614,026,641 68.1

　 水力発電設備 1,016,598 19,256 552,963 463,634 54.4

　 汽力発電設備 528,913 10,220 365,378 163,535 69.1

　 原子力発電設備 292,338 6,671 172,183 120,154 58.9

　 新エネルギー等発電設備 1,379 19 1,201 178 87.0

　 送電設備 6,108,730 117,887 4,606,3661,502,363 75.4

　 配電設備 4,672,317 111,884 2,895,6951,776,622 62.0

　 その他の設備 325 7 172 152 53.1

機械装置 13,825,759 258,746 11,831,2081,994,550 85.6

　 水力発電設備 665,093 15,767 527,823 137,269 79.4

　 汽力発電設備 4,480,787 75,380 4,046,218 434,568 90.3

　 原子力発電設備 4,330,418 58,277 3,993,183 337,235 92.2

　 内燃力発電設備 195,808 25,686 67,938 127,869 34.7

　 新エネルギー等発電設備 7,428 760 2,995 4,433 40.3

　 送電設備 522,807 17,636 422,045 100,761 80.7

　 変電設備 2,789,299 56,703 2,294,580 494,718 82.3

　 配電設備 734,458 4,709 392,873 341,585 53.5

　 業務設備 88,759 3,067 74,452 14,306 83.9

　 その他の設備 10,898 756 9,095 1,802 83.5

備品 147,469 7,093 124,910 22,558 84.7

　 水力発電設備 2,433 100 2,268 165 93.2

　 汽力発電設備 16,751 383 15,807 944 94.4

　 原子力発電設備 50,940 3,613 37,696 13,243 74.0

　 内燃力発電設備 72 7 65 7 89.8

　 新エネルギー等発電設備 10 － 9 1 88.2

　 送電設備 7,651 254 7,063 587 92.3

　 変電設備 13,627 394 12,458 1,168 91.4

　 配電設備 18,678 1,186 15,575 3,102 83.4

　 業務設備 37,300 1,151 33,962 3,337 91.1

　 その他の設備 3 － 3 － 99.0

リース資産 21,016 3,072 8,143 12,872 38.7

　 水力発電設備 1 － － － 60.0

　 汽力発電設備 286 91 131 154 46.0

　 原子力発電設備 19,794 2,794 7,284 12,510 36.8

　 送電設備 4 － 1 2 41.3

　 変電設備 2 － 1 1 57.6

　 配電設備 6 － 1 4 23.7

　 業務設備 920 184 721 199 78.4

　 計 28,339,787 566,776 21,946,8326,392,954 77.4

無
　
形
　
固
　
定
　
資
　
産

ダム使用権 3,601 68 2,477 1,123 68.8

水利権 14,619 730 9,004 5,614 61.6

商標権 6 － 4 1 71.3

電気ガス供給施設利用権 30,097 1,926 16,179 13,918 53.8

熱供給施設利用権 1 － 1 － 100.0

水道施設利用権 1,595 106 339 1,256 21.3

工業用水道施設利用権 11,547 762 7,511 4,036 65.0

電気通信施設利用権 47 2 14 33 29.4

電圧変更補償費 29 3 19 10 66.2

諸施設利用権 121,963 6,326 76,774 45,189 62.9

地役権 269,536 17,477 139,127 130,409 51.6

計 453,046 27,405 251,453 201,592 55.5

 合計 28,792,833 594,181 22,198,2856,594,547 77.1

附帯事業固定資産 81,269 3,612 51,117 30,151 62.9

事業外固定資産 20,900 403 18,563 2,337 88.8
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　（注）　期末取得価額及び期末帳簿価額には次の非償却資産は含まれてはいない。

電気事業固定資産　土地　581,716百万円、水源かん養林　316百万円、電話加入権　339百万円、

地上権　18,628百万円、地役権　137百万円、土地賃借権　8,310百万円

附帯事業固定資産　土地　14,146百万円、土地賃借権　37百万円

事業外固定資産　　土地　2,123百万円、地上権　85百万円
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【（その４）長期投資及び短期投資明細表】

平成25年３月31日現在

長

　

期

　

投

　

資

そ

　

の

　

他

　

有

　

価

　

証

　

券

株

　

式

銘柄 株式数
取得価額
（百万円）

貸借対照表計
上額(百万円)

摘要

ＡＯＣホールディングス㈱ 6,839,9203,463 2,393 

㈱日本製鋼所 3,714,0005,864 1,860 

鹿島石油㈱ 3,180,0001,590 1,590 

㈱東京臨海ホールディングス 20,640 1,076 1,076　

パンパシフィックエネルギー

㈱
12,901,1171,046 1,046 

海外ウラン資源開発㈱ 1,341,652 670 670  

東京国際空港ターミナル㈱ 126 630 630 　

みなとみらい二十一熱供給㈱ 11,700 585 585  

関西国際空港㈱ 11,660 583 583  

小名浜石油㈱ 12,500 558 558  

ほか141銘柄 9,039,1929,575 7,091 

計 37,072,50725,644 18,086 

諸
　
有
　
価
　
証
　
券

種類及び銘柄
取得価額又は
出資総額
（百万円）

貸借対照表計
上額(百万円)

摘要

金銭信託 4,618 4,639 

出資金 819 1,166 

出資証券 3,347 3,347 

日本原子力研究開発機構 3,346 3,346 

その他 － －  

計 8,785 9,152 

そ
の
他
の
長
期
投
資

種類 金額（百万円） 摘要

出資金     2,670 

長期貸付金     1,260 

社内貸付金     2,335 

雑口     84,205
うち、東北電力㈱建設分担金

58,404百万円
計     90,472 

 合計     117,711 
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【（その５）引当金明細表】

平成24年４月１日から平成25年３月31日まで

区分
期首残高
（百万円）

期中増加額
（百万円）

期中減少額
期末残高
（百万円）

目的使用
（百万円）

その他
（百万円）

貸倒引当金 3,773 3,653 3,609 19 3,799

退職給付引当金 393,846 22,625 28,115 388,355

使用済燃料再処理等引当金 1,162,77749,392 103,577 － 1,108,592

使用済燃料再処理等準備引当金 58,461 2,338 － － 60,799

災害損失引当金 786,293 40,352 124,547 1,269 700,827

原子力損害賠償引当金 2,063,3981,161,9701,459,652 － 1,765,716

渇水準備引当金
（電気事業法第36条）

9,865 － 9,865 － －

原子力発電工事償却準備引当金
（電気事業法第35条）

3,687 1,093 － － 4,780

　（注）　「貸倒引当金」及び「災害損失引当金」の期中減少額・その他は、洗替による差額の取崩しである。
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(2) 【主な資産及び負債の内容】　

①　資産の部

科目 金額（百万円） 内容説明（百万円）

建設仮勘定 950,248

　
電気事業固定資産建設工事口     930,998

水力発電設備     74,328

汽力発電設備     351,844

原子力発電設備     215,235

内燃力発電設備     0

新エネルギー等発電設備     2,408

送電設備     255,616

変電設備     22,956

配電設備     7,038

業務設備     1,569

附帯事業固定資産建設工事口     59

電気事業固定資産建設準備口     19,190
　

装荷核燃料 141,957

　
装荷額     342,663

減損引当額（貸方）     △200,705
　

加工中等核燃料 665,681

　
加工中核燃料     232,804

半製品核燃料     124,045

完成核燃料     41,714

再処理核燃料     520

その他     266,595
　

　
使用済燃料再処

理等積立金
　

1,070,846公益財団法人原子力環境整備促進・資金管理センターへ拠出している。

　
未収原子力損害

賠償支援機構資

金交付金
　

891,779
原子力損害賠償支援機構法（平成23年法律第94号）第41条第１項第１号に規

定する資金の未収金を整理している。

現金及び預金 1,583,620

　
現金 252 　

預金 1,583,281
（主な内訳 　

当座預金・普通預金 1,138,689）

小払資金 54  　

特定資金 32  　
　

売掛金 455,160

　
電灯料 133,794 　

電力料 265,915（主な相手先　新日鐵住金株式会社 2,900

 　 ＪＦＥスチール株式
会社

2,432

 鹿島南共同発電株式
会社

2,094

 東日本旅客鉄道株式
会社

1,891

日産自動車株式会社 1,743）

地帯間販売電力料 16,366 　

他社販売電力料 5,153 　

託送収益 7,773 　

事業者間精算収益 －  　

再エネ特措法交付

金
14,174

　 　

電気事業雑収益 1,653 　

貸付設備収益 210 　

附帯事業営業収益 10,118 　

（注）電力料の主な相手先は、大口電力のみを対象としている。

滞留状況　電灯料、電力料については、毎月検針後30日以内にほとんど回収さ

れ、地帯間販売電力料、他社販売電力料及び託送収益については発

生の翌月又は支払期日までに回収されている。
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科目 金額（百万円） 内容説明（百万円）

貯蔵品 210,351

　
石炭 7,225

燃料油 98,988

ガス 52,564

一般貯蔵品 46,111

(電柱、電線・ケーブル、変圧器、積算電力量計等) 　

その他 5,461
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②　負債の部

科目 金額（百万円） 内容説明（百万円）

社債 3,768,108

内債 3,742,911

外債 25,197

（１年以内に償還すべき金額を除く。） 　

長期借入金 2,980,428

株式会社三井住友銀行 699,500

株式会社みずほコーポレート銀行 530,000

株式会社日本政策投資銀行 416,804

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 334,000

三井住友信託銀行株式会社 291,000

その他 709,124

（１年以内に返済すべき金額を除く。） 　

資産除去債務 823,046
特定原子力発電施設（原子力発電施設解体引当金） 599,388

特定原子力発電施設（その他） 223,657

買掛金 319,800

燃料代 211,071（主な相手先　ＪＸ日鉱日石エネル
ギー株式会社

23,500

三菱商事株式会社 23,148

東京ガス株式会社 21,479）

物品代 24,856（主な相手先　株式会社東芝 7,354

  
三井物産プラントシ
ステム株式会社

3,540

　 　 東京産業株式会社 2,770）

地帯間購入電力料 22,640（主な相手先　東北電力株式会社 22,507）

他社購入電力料 59,218（主な相手先　鹿島共同火力株式会
社

7,064

 　 君津共同火力株式会
社

5,141

  電源開発株式会社 4,912）

託送料 1,749  　

事業者間精算費 264  　

　

(3) 【その他】　

　該当事項なし。
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第６【提出会社の株式事務の概要】
　

事業年度 ４月１日から３月31日まで

定時株主総会 ６月中

基準日 ３月31日

剰余金の配当の基準日
９月30日

３月31日

１単元の株式数

普通株式　　　100株

Ａ種優先株式　100株

Ｂ種優先株式　 10株

単元未満株式の買取り・買増し  

取扱場所

　

（特別口座）
東京都千代田区丸の内１丁目４番５号
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　証券代行部
　

株主名簿管理人

　

（特別口座）
東京都千代田区丸の内１丁目４番５号
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
　

取次所

　

──────

　

買取・買増手数料 無料

公告掲載方法

本会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事
由によって電子公告による公告をすることができない場合は、東京都にお
いて発行する日本経済新聞に掲載して行う。
なお、電子公告は当社ホームページに掲載しており、そのアドレスは次のと
おりである。
http://www.tepco.co.jp/corporateinfo/koukoku/

株主に対する特典 なし

　（注）　当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第２項各号に掲げる権利、同法第166条第１項の規定によ

る請求をする権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当及び募集新株予約権の割当を受ける権利並び

に単元未満株式の買増請求をする権利以外の権利を有していない。
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第７【提出会社の参考情報】

１【提出会社の親会社等の情報】

　当社は、金融商品取引法第24条の７第１項に規定する親会社等はない。

　

２【その他の参考情報】

　当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出している。

(1）有価証券報告書

及びその添付書類並

びに確認書

（事業年度

(第88期)

自平成23年４月１日

至平成24年３月31日）

平成24年６月28日

関東財務局長に提出。

(2）内部統制報告書

及びその添付書類

　 　 平成24年６月28日

関東財務局長に提出。

(3）四半期報告書

及び確認書

（第89期第１四半期自平成24年４月１日

至平成24年６月30日）

平成24年８月３日

関東財務局長に提出。

　　 （第89期第２四半期自平成24年７月１日

至平成24年９月30日）

平成24年11月５日

関東財務局長に提出。

　　 （第89期第３四半期自平成24年10月１日

至平成24年12月31日）

平成25年２月６日

関東財務局長に提出。

(4）臨時報告書 （企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２

項第９号の２に基づく臨時報告書）

平成24年７月４日

関東財務局長に提出。

　　 （企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２

項第４号に基づく臨時報告書）

平成24年７月31日

関東財務局長に提出。

　　 （企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２

項第12号及び第19号に基づく臨時報告書）

平成24年10月31日

関東財務局長に提出。

　　 （企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２

項第12号に基づく臨時報告書）

平成24年10月31日

関東財務局長に提出。

　　 （企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２

項第９号に基づく臨時報告書）

平成24年11月12日

関東財務局長に提出。

　　 （企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２

項第６号に基づく臨時報告書）

平成25年３月18日

関東財務局長に提出。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　

　該当事項なし。
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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

  平成２５年６月２６日

東京電力株式会社   

 取締役会　御中  

 新日本有限責任監査法人  

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 高橋　秀法　　印

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 白羽　龍三　　印

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 春日　淳志　　印

＜財務諸表監査＞

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ている東京電力株式会社の平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわ

ち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

　

連結財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に

表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために

経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明するこ

とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準

は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定

し、これに基づき監査を実施することを求めている。

　監査においては、連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監

査法人の判断により、不正又は誤謬による連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され

る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の

実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を

検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も

含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

　

監査意見

　当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、東京電

力株式会社及び連結子会社の平成２５年３月３１日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成

績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
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強調事項

１．「注記事項　連結損益計算書関係　４．原子力損害賠償費及び原子力損害賠償支援機構資金交付金の内容　当連結

会計年度」に記載されているとおり、東北地方太平洋沖地震により被災した福島第一原子力発電所の事故等に関す

る原子力損害について、会社は国の援助を受けながら「原子力損害の賠償に関する法律」（昭和３６年６月１７日　

法律第１４７号）に基づく賠償を実施することとした。その後、原子力損害賠償紛争審査会において、平成２３年８

月５日に「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指

針」（以下「中間指針」という）、同年１２月６日に中間指針追補、平成２４年３月１６日に中間指針第二次追補、

平成２５年１月３０日に中間指針第三次追補が決定されるとともに、平成２４年７月２０日には政府の方針として、

「避難指示区域の見直しに伴う賠償基準の考え方について」が公表された。会社は迅速かつ適切な賠償を行う観点

から、これらを踏まえ、中間指針等で示された損害項目ごとに、賠償基準を策定している。また、平成２３年１２月２

６日には政府の原子力災害対策本部により「ステップ２の完了を受けた警戒区域及び避難指示区域の見直しに関す

る基本的考え方及び今後の検討課題について」が取りまとめられ、避難指示区域等の見直しに係る考え方が示され

ている。これらに加え、損害賠償請求実績や客観的な統計データ等により見積もった、避難等対象者の避難費用や精

神的損害、自主的避難等に係る損害、避難指示等による就労不能に伴う損害や営業損害、農林漁業における出荷制限

等に伴う損害、風評被害及び一部を除く財物価値の喪失または減少等の賠償見積額3,806,900百万円から「原子力損

害賠償補償契約に関する法律」（昭和３６年６月１７日　法律第１４８号）の規定による補償金（以下「補償金」

という）の受入額120,000百万円を控除した金額3,686,900百万円と前連結会計年度の見積額との差額1,161,970百

万円を原子力損害賠償費に計上している。これらの賠償額の見積りについては、参照するデータの精緻化や被害を受

けられた皆さまとの合意等により、今後変動する可能性があるものの、現時点の合理的な見積りが可能な範囲におけ

る概算額を計上している。

　一方、こうした賠償の迅速かつ適切な実施のため、「原子力損害賠償支援機構法」（平成２３年８月１０日　法律第

９４号。以下「機構法」という）に基づき新設された原子力損害賠償支援機構（以下「機構」という）は、申請の

あった原子力事業者に対し必要な資金援助を行うこととされている。会社は機構に対し、機構法第４３条第１項の規

定に基づき、平成２４年１２月２７日に同日時点での要賠償額の見通し額3,243,079百万円への資金援助の額の変更

を申請し、当連結会計年度において、同額から補償金の受入額120,000百万円を控除した金額3,123,079百万円と、同

年５月９日に損害賠償の履行に充てるための資金として交付することが決定された金額2,426,271百万円との差額

696,808百万円を原子力損害賠償支援機構資金交付金に計上している。

　なお、資金援助を受けるにあたっては、機構法第５２条第１項の規定により機構が定める特別な負担金を支払うこ

ととされているが、その金額については、会社の収支の状況に照らし連結会計年度ごとに機構における運営委員会の

議決を経て定められるとともに、主務大臣による認可が必要となることなどから、計上していない。

２．「注記事項　連結貸借対照表関係　６．偶発債務　(3）原子力損害の賠償に係る偶発債務　当連結会計年度」に記載

されているとおり、東北地方太平洋沖地震により被災した福島第一原子力発電所の事故等に関する原子力損害につ

いて、会社は国の援助を受けながら「原子力損害の賠償に関する法律」（昭和３６年６月１７日　法律第１４７号）

に基づく賠償を実施することとした。その後、原子力損害賠償紛争審査会において、平成２３年８月５日に「東京電

力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針」（以下「中間指

針」という）、同年１２月６日に中間指針追補、平成２４年３月１６日に中間指針第二次追補、平成２５年１月３０

日に中間指針第三次追補が決定されるとともに、平成２４年７月２０日には政府の方針として、「避難指示区域の見

直しに伴う賠償基準の考え方について」が公表された。会社は迅速かつ適切な賠償を行う観点から、これらを踏ま

え、中間指針等で示された損害項目ごとに、賠償基準を策定している。また、平成２３年１２月２６日には政府の原子

力災害対策本部により「ステップ２の完了を受けた警戒区域及び避難指示区域の見直しに関する基本的考え方及び

今後の検討課題について」が取りまとめられ、避難指示区域等の見直しに係る考え方が示されている。これらに加

え、損害賠償請求実績や客観的な統計データ等に基づき合理的な見積りが可能な額については、当連結会計年度にお

いて原子力損害賠償引当金に計上しているが、中間指針等の記載内容や現時点で入手可能なデータ等により合理的

に見積ることができない間接被害や一部の財物価値の喪失または減少等については計上していない。また、「平成二

十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による

環境の汚染への対処に関する特別措置法」（平成２３年８月３０日　法律第１１０号）に基づき講ぜられる廃棄物

の処理及び除染等の措置等が、国の財政上の措置の下に進められている。そのうち、廃棄物の処理及び除染等の措置

等に要する費用として会社に請求または求償される額については、合意された一部を除き、現時点で当該措置の具体

的な実施内容等を把握できる状況になく、賠償額を合理的に見積ることができないことなどから、計上していない。

３．「注記事項　連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項　４．会計処理基準に関する事項　(3）重要な引当

金の計上基準　ホ　災害損失引当金　追加情報　・福島第一原子力発電所の事故の収束及び廃止措置等に向けた費用ま

たは損失のうち中長期ロードマップに係る費用または損失の見積り」に記載されているとおり、原子力発電所の廃

止措置の実施にあたっては予め原子炉内の燃料を取り出す必要があるが、その具体的な作業内容等の決定は原子炉

内の状況を確認するとともに必要となる研究開発等を踏まえての判断となる。従って、中長期ロードマップに係る費

用または損失については、燃料取り出しに係る費用も含め、今後変動する可能性があるものの、現時点の合理的な見

積りが可能な範囲における概算額を計上している。
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４．「注記事項　連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項　４．会計処理基準に関する事項　(7）原子力発電

施設解体費の計上方法　追加情報　・福島第一原子力発電所１～４号機の解体費用の見積り」に記載されているとお

り、福島第一原子力発電所１～４号機の解体費用の見積りについては、被災状況の全容の把握が困難であることか

ら、今後変動する可能性があるものの、現時点の合理的な見積りが可能な範囲における概算額を計上している。

５．「注記事項　重要な後発事象」に記載されているとおり、東北地方太平洋沖地震により被災した福島第一原子力発

電所の事故等に関する原子力損害について、会社は国の援助を受けながら「原子力損害の賠償に関する法律」（昭

和３６年６月１７日　法律第１４７号）に基づく賠償を実施することとした。

　こうしたなか、平成２５年５月３１日に、原子力損害賠償支援機構（以下「機構」という）に対し、「原子力損害賠

償支援機構法」（平成２３年８月１０日　法律第９４号）第４３条第１項の規定に基づき、資金援助額の変更を申請

した。これを踏まえ、同年６月６日に、同法第４６条第１項の規定に基づき、特別事業計画の変更の認定について、機

構の運営委員会による議決を経て、機構と共同で主務大臣に対し申請していたが、同年６月２５日に、同計画につい

て認定を受けた。

　今回の申請は、避難指示区域の見直しや中間指針第三次追補を踏まえた農林漁業等における賠償対象の拡大などの

状況変化が生じたことなどにより、要賠償額の見通し額から「原子力損害賠償補償契約に関する法律」（昭和３６

年６月１７日　法律第１４８号）の規定による補償金（以下「補償金」という）の受入額120,000百万円を控除した

金額が、平成２５年２月４日の特別事業計画認定時の3,123,079百万円から666,255百万円増加し、3,789,334百万円

となったことによるものである。

　なお、平成２５年５月３１日の機構に対する資金援助額の変更の申請にあたり、要介護状態にある方々等に対する

精神的損害の増額を決定したことなどにより、賠償見積額から補償金の受入額120,000百万円を控除した金額が、当

連結会計年度末の3,686,900百万円から102,433百万円増加した。結果として、原子力損害賠償支援機構資金交付金が

666,255百万円、原子力損害賠償費が102,433百万円増加する見込みである。

　当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

　

＜内部統制監査＞

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、東京電力株式会社の平成２

５年３月３１日現在の内部統制報告書について監査を行った。

　

内部統制報告書に対する経営者の責任

　経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に

係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

　なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ

る。

　

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告書に対する意見を

表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準

に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽

表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき内部統制監査を実施すること

を求めている。

　内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するた

めの手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性

に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果に

ついて経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

　

監査意見

　当監査法人は、東京電力株式会社が平成２５年３月３１日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記

の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財

務報告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

　

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　　上

　

（注）１．上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が連結財務諸表に添
付する形で別途保管している。

２．連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていない。
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独立監査人の監査報告書

  平成２５年６月２６日

東京電力株式会社   

 取締役会　御中  

 新日本有限責任監査法人  

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 高橋　秀法　　印

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 白羽　龍三　　印

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 春日　淳志　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ている東京電力株式会社の平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日までの第８９期事業年度の財務諸表、すなわ

ち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行っ

た。

　

財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示

することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が

必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに

ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当

監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基

づき監査を実施することを求めている。

　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法

人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸

表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際

して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。ま

た、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体とし

ての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

　

監査意見

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、東京電力株

式会社の平成２５年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点にお

いて適正に表示しているものと認める。
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強調事項

１．「注記事項　損益計算書関係　３．原子力損害賠償費及び原子力損害賠償支援機構資金交付金の内容　当事業年

度」に記載されているとおり、東北地方太平洋沖地震により被災した福島第一原子力発電所の事故等に関する原子

力損害について、会社は国の援助を受けながら「原子力損害の賠償に関する法律」（昭和３６年６月１７日　法律第

１４７号）に基づく賠償を実施することとした。その後、原子力損害賠償紛争審査会において、平成２３年８月５日

に「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針」（以

下「中間指針」という）、同年１２月６日に中間指針追補、平成２４年３月１６日に中間指針第二次追補、平成２５

年１月３０日に中間指針第三次追補が決定されるとともに、平成２４年７月２０日には政府の方針として、「避難指

示区域の見直しに伴う賠償基準の考え方について」が公表された。会社は迅速かつ適切な賠償を行う観点から、これ

らを踏まえ、中間指針等で示された損害項目ごとに、賠償基準を策定している。また、平成２３年１２月２６日には政

府の原子力災害対策本部により「ステップ２の完了を受けた警戒区域及び避難指示区域の見直しに関する基本的考

え方及び今後の検討課題について」が取りまとめられ、避難指示区域等の見直しに係る考え方が示されている。これ

らに加え、損害賠償請求実績や客観的な統計データ等により見積もった、避難等対象者の避難費用や精神的損害、自

主的避難等に係る損害、避難指示等による就労不能に伴う損害や営業損害、農林漁業における出荷制限等に伴う損

害、風評被害及び一部を除く財物価値の喪失または減少等の賠償見積額3,806,900百万円から「原子力損害賠償補償

契約に関する法律」（昭和３６年６月１７日　法律第１４８号）の規定による補償金（以下「補償金」という）の

受入額120,000百万円を控除した金額3,686,900百万円と前事業年度の見積額との差額1,161,970百万円を原子力損

害賠償費に計上している。これらの賠償額の見積りについては、参照するデータの精緻化や被害を受けられた皆さま

との合意等により、今後変動する可能性があるものの、現時点の合理的な見積りが可能な範囲における概算額を計上

している。

　一方、こうした賠償の迅速かつ適切な実施のため、「原子力損害賠償支援機構法」（平成２３年８月１０日　法律第

９４号。以下「機構法」という）に基づき新設された原子力損害賠償支援機構（以下「機構」という）は、申請の

あった原子力事業者に対し必要な資金援助を行うこととされている。会社は機構に対し、機構法第４３条第１項の規

定に基づき、平成２４年１２月２７日に同日時点での要賠償額の見通し額3,243,079百万円への資金援助の額の変更

を申請し、当事業年度において、同額から補償金の受入額120,000百万円を控除した金額3,123,079百万円と、同年５

月９日に損害賠償の履行に充てるための資金として交付することが決定された金額2,426,271百万円との差額

696,808百万円を原子力損害賠償支援機構資金交付金に計上している。

　なお、資金援助を受けるにあたっては、機構法第５２条第１項の規定により機構が定める特別な負担金を支払うこ

ととされているが、その金額については、会社の収支の状況に照らし事業年度ごとに機構における運営委員会の議決

を経て定められるとともに、主務大臣による認可が必要となることなどから、計上していない。

２．「注記事項　貸借対照表関係　６．偶発債務　(3）原子力損害の賠償に係る偶発債務　当事業年度」に記載されてい

るとおり、東北地方太平洋沖地震により被災した福島第一原子力発電所の事故等に関する原子力損害について、会社

は国の援助を受けながら「原子力損害の賠償に関する法律」（昭和３６年６月１７日　法律第１４７号）に基づく

賠償を実施することとした。その後、原子力損害賠償紛争審査会において、平成２３年８月５日に「東京電力株式会

社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針」（以下「中間指針」とい

う）、同年１２月６日に中間指針追補、平成２４年３月１６日に中間指針第二次追補、平成２５年１月３０日に中間

指針第三次追補が決定されるとともに、平成２４年７月２０日には政府の方針として、「避難指示区域の見直しに伴

う賠償基準の考え方について」が公表された。会社は迅速かつ適切な賠償を行う観点から、これらを踏まえ、中間指

針等で示された損害項目ごとに、賠償基準を策定している。また、平成２３年１２月２６日には政府の原子力災害対

策本部により「ステップ２の完了を受けた警戒区域及び避難指示区域の見直しに関する基本的考え方及び今後の検

討課題について」が取りまとめられ、避難指示区域等の見直しに係る考え方が示されている。これらに加え、損害賠

償請求実績や客観的な統計データ等に基づき合理的な見積りが可能な額については、当事業年度において原子力損

害賠償引当金に計上しているが、中間指針等の記載内容や現時点で入手可能なデータ等により合理的に見積ること

ができない間接被害や一部の財物価値の喪失または減少等については計上していない。また、「平成二十三年三月十

一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染へ

の対処に関する特別措置法」（平成２３年８月３０日　法律第１１０号）に基づき講ぜられる廃棄物の処理及び除

染等の措置等が、国の財政上の措置の下に進められている。そのうち、廃棄物の処理及び除染等の措置等に要する費

用として会社に請求または求償される額については、合意された一部を除き、現時点で当該措置の具体的な実施内容

等を把握できる状況になく、賠償額を合理的に見積ることができないことなどから、計上していない。

３．「注記事項　重要な会計方針　６．引当金の計上基準　(5）災害損失引当金　追加情報　・福島第一原子力発電所の

事故の収束及び廃止措置等に向けた費用または損失のうち中長期ロードマップに係る費用または損失の見積り」に

記載されているとおり、原子力発電所の廃止措置の実施にあたっては予め原子炉内の燃料を取り出す必要があるが、

その具体的な作業内容等の決定は原子炉内の状況を確認するとともに必要となる研究開発等を踏まえての判断とな

る。従って、中長期ロードマップに係る費用または損失については、燃料取り出しに係る費用も含め、今後変動する可

能性があるものの、現時点の合理的な見積りが可能な範囲における概算額を計上している。
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４．「注記事項　重要な会計方針　８．原子力発電施設解体費の計上方法　追加情報　・福島第一原子力発電所１～４号

機の解体費用の見積り」に記載されているとおり、福島第一原子力発電所１～４号機の解体費用の見積りについて

は、被災状況の全容の把握が困難であることから、今後変動する可能性があるものの、現時点の合理的な見積りが可

能な範囲における概算額を計上している。

５．「注記事項　重要な後発事象」に記載されているとおり、東北地方太平洋沖地震により被災した福島第一原子力発

電所の事故等に関する原子力損害について、会社は国の援助を受けながら「原子力損害の賠償に関する法律」（昭

和３６年６月１７日　法律第１４７号）に基づく賠償を実施することとした。

　こうしたなか、平成２５年５月３１日に、原子力損害賠償支援機構（以下「機構」という）に対し、「原子力損害賠

償支援機構法」（平成２３年８月１０日　法律第９４号）第４３条第１項の規定に基づき、資金援助額の変更を申請

した。これを踏まえ、同年６月６日に、同法第４６条第１項の規定に基づき、特別事業計画の変更の認定について、機

構の運営委員会による議決を経て、機構と共同で主務大臣に対し申請していたが、同年６月２５日に、同計画につい

て認定を受けた。

　今回の申請は、避難指示区域の見直しや中間指針第三次追補を踏まえた農林漁業等における賠償対象の拡大などの

状況変化が生じたことなどにより、要賠償額の見通し額から「原子力損害賠償補償契約に関する法律」（昭和３６

年６月１７日　法律第１４８号）の規定による補償金（以下「補償金」という）の受入額120,000百万円を控除した

金額が、平成２５年２月４日の特別事業計画認定時の3,123,079百万円から666,255百万円増加し、3,789,334百万円

となったことによるものである。

　なお、平成２５年５月３１日の機構に対する資金援助額の変更の申請にあたり、要介護状態にある方々等に対する

精神的損害の増額を決定したことなどにより、賠償見積額から補償金の受入額120,000百万円を控除した金額が、当

事業年度末の3,686,900百万円から102,433百万円増加した。結果として、原子力損害賠償支援機構資金交付金が

666,255百万円、原子力損害賠償費が102,433百万円増加する見込みである。

　当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

　

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　　上

　

（注）１．上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が財務諸表に添付す
る形で別途保管している。

２．財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていない。
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